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第１章 総 則

第１節 総 則

第 101 条 適 用

福島県治山・林道事業業務委託共通仕様書は、福島県農林水産部が発注する治山事

業及び林道事業の調査、測量業務に係る委託契約書、設計業務又は調査、測量業務と

設計業務とを一体で契約する業務に係る委託契約書、及び設計図書の内容について、

統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適

正な履行の確保を図るためのものである。

２ 受注者は、本仕様書を福島県土木部監修の共通仕様書〔業務委託編〕（以下「土木部

共通仕様書」という。）に優先して適用するものとし、本仕様書に定めのないものにつ

いて、土木部共通仕様書を適用する。

３ 設計図書及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先するものとす

る。

４ 特記仕様書、図面又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取り

と図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなけれ

ばならない。

第２節 調 査

第 102 条 適用範囲

この規定は、福島県農林水産部の発注する治山事業及び林道事業に係る地質・土質

調査、試験に関する業務（以下「調査業務」という。）に適用する。

２ この規定は、調査の施行に関する一般的、共通的な事項を示すものであり、設計・

測量等に関する業務については、別に定める規定によるものとする。

第 103 条 用語の定義

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

１ 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は主任技術者に

対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書に規定する者をいう。

２ 「検査職員」とは、調査業務の完了の検査にあたって、契約書の規定（検査及び引

渡し）に基づき検査を行う者をいう。
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３ 「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、契約書

の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

４ 「社内審査員」とは、成果品の内容について技術上の審査を行う者で、契約書の規

定に基づき受注者が定めた者をいう。

５ 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者

をいう。

６ 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該調査業務に関する技術上の知識を

有する次の各号のいずれかに該当する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承

諾した者をいう。

(1) 次の技術部門又は選択科目に該当する技術士

ア 建設部門の〔土質及び基礎〕

イ 応用理学部門の〔地質〕

ウ 総合技術監理部門

(2) (1)で定める「技術士」以外で、地質調査に関する経験年数が 10 年以上の「技

術士」

(3) 「シビルコンサルティングマネージャー（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格

保有者

(4) ＲＣＣＭの資格試験に合格しているが、社団法人建設コンサルタンツ協会に備

える「ＲＣＣＭ登録簿」に登録していないために、「登録証書」の交付を受けてい

ない者

(5) 学校教育法による大学卒業者で、地質調査に関する経験年数が 15 年以上の技

術者

(6) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者で、地質調査に関する経験

年数が 17 年以上の技術者

(7) 地質調査に関する経験年数が 20 年以上の技術者

７ 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

８ 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を

いう。

９ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用

すべき諸基準を含む。）を総称していう。

１０ 「共通仕様書」とは、各調査業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をい
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う。

１１ 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該調査業務の実施に関する明細又は

特別な事項を定める図書をいう。

１２ 「現場説明書」とは、調査業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該調査

業務の契約条件を説明するための書類をいう。

１３ 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発

注者が回答する書面をいう。

１４ 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加

された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

１５ 「指示」とは、監督員が受注者に対し、調査業務の遂行上必要な事項について書面

をもって示し、実施させることをいう。

１６ 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に

書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。

１７ 「通知」とは、発注者もしくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者もしく

は監督員に対し、調査業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

１８ 「報告」とは、受注者が監督員に対し、調査業務の遂行に係わる事項について、書

面をもって知らせることをいう。

１９ 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書

面をもって同意を求めることをいう。

２０ 「承諾」とは、受注者が監督員に対し書面で申し出た調査業務の遂行上必要な事項

について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

２１ 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。

２２ 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。

２３ 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の

立場で合議することをいう。

２４ 「提出」とは、受注者が監督員に対し、調査業務に係わる書面又はその他の資料を

説明し、差し出すことをいう。

２５ 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺

印したものを有効とする。

(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとす

るが、後日有効な書面を交わすものとする。
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(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。

２６ 「成果品」とは、受注者が契約図書に基づき履行した調査業務等の成果を記録した

図書、図面及び関連する資料をいう。

２７ 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が調査業務の完了を確認することをい

う。

２８ 「打合せ」とは、調査業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督員

が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

２９ 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発

見した場合に、受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

３０ 「協力者」とは、受注者が調査業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。

３１ 「使用人等」とは、協力者又はその代理人もしくはその使用人、その他これに準ず

る者をいう。

３２ 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督員が臨場し内容を確認する

ことをいう。

３３ 「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対

して、理解して承認することをいう。

３４ 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者・監督員が相互に提出された書面を受け

取り、内容を把握することをいう。

第 104 条 受発注者の責務

受注者は、契約の履行にあたって業務の意図及び目的を十分に理解したうえで業務

に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなけ

ればならない。

受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業

務の履行に努めなければならない。

第 105 条 業務の着手

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日（土曜日、日曜

日、祝日等（行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日）（以下「休日等」

という。）を除く）以内に調査業務に着手しなければならない。この場合において、着

手とは主任技術者が調査業務の実施のため、監督員との打合せ又は現地踏査を開始す

ることをいう。
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第 106 条 調査地点の確認

受注者は、調査着手前にその位置を確認しておかなければならない。また、調査地

点の標高が必要な場合は、基準となる点について監督員の承諾を得なければならない。

２ 受注者は、都市部等における調査で、地下埋設物（電話線、送電線、ガス管、上下

水道管、光ケーブルその他）が予想される場合は、監督員に報告し関係機関と協議の

うえ現場立会を行い、位置・規模・構造等を確認するものとする。

第 107 条 設計図書の支給及び点検

受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の

原図もしくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市

販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督員に書面により報

告し、その指示を受けなければならない。

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給する

ものとする。

第 108 条 監督員

発注者は、調査業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。

２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職

務を行うものとする。

３ 監督員の権限は、契約書に規定した事項である。

４ 監督員がその権限を行使するときは、書面(様式－ 10 又は様式－ 12）により行う

ものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口答による指示等を

行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員は、その指示等を行

った後 7 日以内に書面（様式－ 10 又は様式－ 12）で受注者にその内容を通知するも

のとする。

第 109 条 主任技術者

受注者は、調査業務における主任技術者を定め、発注者に通知（様式－ 3）するも

のとする。
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２ 主任技術者は、契約図書等に基づき、調査業務に関する管理を行うものとする。

３ 主任技術者は、次の各号のいずれかの資格を有するもの、又はこれと同等の能力と

経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなけれ

ばならない。

(1) 技術士（総合技術監理部門：業務に該当する選択科目）

(2) 技術士（業務に該当する部門）

(3) ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）

なお、業務の範囲が現場での調査・計測作業のみである場合、又は内業を含み、か

つその範囲が、既存資料の収集・現地調査、資料整理とりまとめ、断面図等の作成の

場合、地質調査技師又はこれと同等の能力と経験を有する技術者を主任技術者とする

ことができる。

４ 主任技術者は、監督員が指示する関連のある調査業務等の受注者と十分に協議のう

え、相互に協力し、業務を実施しなければならない。

５ 主任技術者は、社内審査員を兼ねることはできない。

第 110 条 社内審査員及び審査の実施

受注者は、調査業務における社内審査員を定め、発注者に通知（様式－ 3）するも

のとする。

２ 社内審査員は、調査業務の履行にあたり、次の各号のいずれかの資格を有するもの、

又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確

保できれば可）でなければならない。

(1) 技術士（総合技術管理部門：業務に該当する選択科目）

(2) 技術士（業務に該当する部門）

(3) ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）

３ 社内審査員は、審査計画を作成して業務計画書に記載し、審査に関する事項を定め

なければならない。

４ 社内審査員は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の

確認を行うとともに、社内審査員自身による審査を行わなければならない。

５ 社内審査員は、業務完了に伴って審査結果を社内審査書としてとりまとめ、社内審

査員の署名捺印のうえ主任技術者に差し出すものとする。

６ 社内審査員は、主任技術者及び担当技術者を兼ねることはできない。
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第 111 条 担当技術者

受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合（変更する場合）は、そ

の氏名その他必要な事項を監督員に提出（様式－ 28、29）するものとする。（主任技

術者と兼務するものを除く。）

なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8 名までとする。

２ 担当技術者は、設計図書等に基づき適正に業務を実施しなければならない。

３ 担当技術者は、社内審査員を兼ねることはできない。

第 112 条 提出書類

受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、

発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代

金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他

現場説明の際指定した書類を除く。

２ 受注者は、次の各号に掲げる書類を別表により、監督員を経て遅滞なく提出しなけ

ればならない。

(1) 委託業務着手届〔様式－ 1〕 (4) 業務計画書〔様式－ 10〕

(2) 主任技術者・社内審査員通知書 (5) 委託業務完了届〔様式－ 19〕

〔様式－ 3〕 (6) 成果品目録〔様式－ 20〕及び成果品

(3) 作業工程表〔様式－ 2〕 (7) その他監督員が必要と認めたもの

３ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において

様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、こ

れに従わなければならない。

４ 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、

測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了時

に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後速や

かに、登録内容の変更時は変更があった日から速やかに、完了時は業務完了後速やか

に、監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。

なお、登録内容に訂正が必要な場合、ＴＥＣＲＩＳに基づき、「訂正のための確認のお

願い」を作成し、訂正があった日から速やかに、監督員の確認を受けたうえ、登録機

関に登録申請しなければならない。
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また、登録機関に登録後、ＴＥＣＲＩＳより「登録内容確認書」をダウンロードし、

直ちに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、休日等を除

き 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。

本業務の完了後において、訂正又は削除する場合は、速やかに発注者の確認を受け

たうえで、登録機関に登録申請し、登録後にはＴＥＣＲＩＳより「登録内容確認書」

をダウンロードし、発注者に提示しなければならない。

第 113 条 打合せ等

調査業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督員は常に密接な連絡を

とり、業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都

度受注者が書面（打合せ記録簿 様式－ 27）に記録し､相互に確認しなければならな

い｡

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容について

は、必要に応じて書面（打合せ記録簿）等を作成するものとする。

２ 調査業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督員

は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、

相互に確認しなければならない。

３ 主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監

督員と協議するものとする。

４ 受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータに更新（アッ

プデード）されたソフトを使用してウイルスチェックを行い、提出するものとする。

なお、使用するウイルスチェックソフトの種別は任意とする。

５ 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」（※）に努める。

※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応

することをいう。なお、１日での回答が困難な場合などは、いつまでに対応するか

を連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。

第 114 条 業務計画書

受注者は、契約締結後 10 日（休日等を除く）以内に業務計画書を作成し、監督員

に提出（様式－ 10 を付して）しなければならない。

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする｡

(1) 業務概要 (8) 使用する主な図書及び基準



10

(2) 実施方針 (9) 連絡体制（緊急時含む）

(3) 業務工程 (10) 使用機械の種類、名称性能（一覧表にする)

(4) 調査組織計画 (11) 仮設備計画

(5) 打合せ・立会計画 (12) 社内審査計画

(6) 実施順序及び方法 (13) その他必要事項

(7) 成果品の内容、部数

（2）実施方針又は（13）その他必要事項には、第 134 条安全等の確保及び第 139

条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。

ただし、軽易な調査については、特記仕様書で示した場合又は監督員の承諾を得た

場合は、上記項目の一部を省略することができる。

３ 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都

度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。

４ 監督員の指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を

提出しなければならない。

第 115 条 資料等の貸与及び返却

監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を受注者に貸与するものとす

る。

２ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等が必要なくなった場合は、ただちに監督

員に返却するものとする。

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはな

らない。

第 116 条 関係官公庁等への手続き等

受注者は､調査業務の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際

に協力しなければならない。また、受注者は、調査業務を実施するため、関係官公庁

等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとする。

２ 受注者が関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し

協議するものとする。
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第 117 条 地元関係者との交渉等

地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の

指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉にあたり、受

注者は地元関係者に誠意を持って接しなければならない。

２ 受注者は、調査業務の実施にあたっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説

明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間

に紛争が生じないように努めなければならない。

３ 受注者は、設計図書の定めあるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係

者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面（様式－ 10）により、随

時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

４ 受注者は、調査業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として

業務を実施する場合には、設計図書の定めるところにより、地元協議等に立会すると

ともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じ

た場合には、指示に基づいて変更するものとする。

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。

第 118 条 土地への立入り等

受注者は、屋外で行う調査業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立入

る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち、調査業務が円滑に進捗するように

努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能とな

った場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。

２ 受注者は、調査業務実施のため、植物伐採、かき、柵等の除去又は土地もしくは工

作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督

員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。

なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者等の許可は、発注者が得

るものとするが、監督員の指示がある場合には、受注者はこれに協力しなければなら

ない。

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、

設計図書に示す外は監督員と協議により定めるものとする。
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４ 受注者は、第三者の土地への立入りにあたっては、あらかじめ身分証明書交付願を

発注者に提出して身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯

しなければならない。

なお、受注者は、立入作業完了後 10 日（休日等を除く）以内に身分証明書を発注

者に返却しなければならない。

第 119 条 写真撮影

受注者は、調査結果が確認できるような調査中並びに調査完了時の写真を撮影し、

調査終了後提出しなければならない。

２ 撮影にあたっては、被写体の性質、地点が判別できるよう明確に撮影しなければな

らない。また、設計寸法の確認などの場合は、スケール等をあてて撮影し、内容が確

実に判明できるようにしなければならない。

３ 写真は、調査経過が判別できるよう整理、貼付し、検査を受ける場合には提出しな

ければならない。

第 120 条 成果品の提出

受注者は、調査業務が完了したときは、設計図書に示す成果品及び社内審査書を委

託業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合又は監督員の指示する場合は、履行期間途中

においても成果品の部分引渡しを行うものとする。

３ 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系（SI）とする。

４ 受注者は、「福島県電子納品運用ガイドライン（案）【農林土木事業業務委託編】」（以

下「委託ガイドライン」という。）に基づいて作成した電子データ及びこれを出力した

紙により成果品を提出するものとする。

なお、「委託ガイドライン」で特に記載がない項目については、監督員と協議のうえ

決定するものとする。

第 121 条 関係法令及び条例の遵守

受注者は、調査業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守し

なければならない。
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第 122 条 検査

受注者は、成果品及び委託業務完了届提出にあたって、自ら社内審査を実施しなけ

ればならない。

２ 受注者は、契約書の規定に基づき、委託業務完了届を発注者に提出する際には、契

約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督員に提出していなければ

ならない。

３ 発注者は、測量業務の検査に先立って、受注者に対して書面をもって検査日を通知

するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備す

るとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなけ

ればならない。この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。

４ 検査職員は、監督員及び主任技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うも

のとする。

(1) 調査業務成果品の検査

(2) 調査業務管理状況の検査

調査業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。

なお、電子納品の検査時の対応については、「委託ガイドライン」を参考にするも

のとする。

第 123 条 修補

受注者は、修補は速やかに行わなければならない。

２ 発注者は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補

を指示することができるものとする。

３ 発注者が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は発注者の指示に従う

ものとする。

第 124 条 条件変更等

監督員が、受注者に対して調査業務内容の変更又は設計図書の訂正（以下「調査業

務の変更」という。）の指示を行う場合は、書面（様式－ 10）によるものとする。

２ 受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態

が生じた場合、ただちに書面(様式－ 10)をもってその旨を監督員に報告し、その確

認を求めなければならない。なお、「予期できない特別な状態」とは以下のものをいう。
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(1) 第 118 条第 1 項に定める現地への立入りが不可能となった場合

(2) 天災その他の不可抗力による損害

(3) その他、発注者と受注者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合

第 125 条 契約変更

発注者は、次の各号に掲げる場合において、調査業務契約の変更を行うものとする。

(1) 調査業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合

(2) 履行期間の変更を行う場合

(3) 監督員と受注者が協議し、調査業務施行上必要があると認められる場合

（4） 契約書の規定（業務委託料の変更に代える設計図書の変更）に基づき、設計図

書の変更を行った場合

２ 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するも

のとする。

(1) 第 124 条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項

(2) 調査業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項

(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項

第 126 条 履行期間の変更

発注者は、受注者に対して調査業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変

更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。

２ 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び調査業務の一時中

止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要

でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができる

ものとする。

３ 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履

行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料

を発注者に提出しなければならない。

第 127 条 一時中止

次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と

認める期間、調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
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なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他

自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）による調査業務の中断については、

第１３５条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。

(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合

(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、調査業務の続行を不適当と認めた場

合

(3) 環境問題等の発生により調査業務の続行が不適当又は不可能となった場合

(4) 天災等により調査業務の対象箇所の状態が変動した場合

(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要が

あると認めた場合

(6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督

員が必要と認めた場合には、調査業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができ

るものとする。

３ 前 2 項の場合において、受注者は、屋外で行う調査業務の現場の保全については、

監督員の指示に従わなければならない。

第 128 条 発注者の賠償責任

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、発注者の責

に帰すべき損害とされた場合

(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合

第 129 条 受注者の賠償責任

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、受注者の責

に帰すべき損害とされた場合

(2) 契約書に規定（かし担保）するかし責任に係る損害

(3) 受注者の責により損害が生じた場合

第 130 条 部分使用
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発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書の規定（引渡し前における成果

物の使用）に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。

(1) 別途調査業務等の使用に供する必要がある場合

(2) その他特に必要と認められた場合

２ 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものと

する。

第 131 条 再委託

契約書に規定する一括再委託等の禁止について、「主たる部分」とは、次の各号に掲

げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。

(1) 調査業務（機械ボーリングも含む）における総合的企画、業務遂行管理及び技

術的判断

(2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断

２ 契約書に規定する一括再委託等の禁止について、ただし書きに規定する「軽微な部

分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、

計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・

単純な集計、電子納品の作成作業、その他特記仕様書に定める事項とする。

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の

承諾を得なければならい。

４ 受注者は、調査業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確

にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに調査業務を実施しなけ

ればならない。

なお、協力者は、福島県の工事等請負業者の入札参加資格制限の期間中であっては

ならない。

第 132 条 成果品の使用等

受注者は、契約書の規定（著作権の譲渡等）に従い、発注者の承諾を得て、単独で

又は他の者と共同で成果品を発表することができる。

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている地質・土地調査

方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書の規定（特許権

等の使用）に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発
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注者の承諾を受けなければならない。

第 133 条 守秘義務

受注者は、契約書の規定（総則）により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者

に漏らしてはならない。

２ 受注者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、第 132 条第１項の承諾

を受けた場合はこの限りではない。

第 134 条 安全等の確保

受注者は、屋外で行う調査業務の実施に際しては、調査業務関係者だけでなく、付

近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵

守しなければならない。

(1) 受注者は、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術調査課平成 21

年 3 月）を参考にして、常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図

らなければならない。

(2) 受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（建設省大臣官房技術参事

官通達昭和 62 年 3 月 30 日）を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる

限り防止し、生活環境の保全に努めなければならない。

(3) 受注者は、調査現場に別途調査業務又は工事等が行われる場合は、相互協調し

て業務を遂行しなければならない。

(4) 受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨

害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。

２ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業

者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、調査

業務実施中の安全を確保しなければならない。

３ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等

に対して安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

４ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたっては、安全の確保に努めるとともに、

労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

５ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げ

る事項を厳守しなければならない。
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(1) 受注者は､「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省事務次官通達平成 5 年 1

月 12 日) を遵守して災害の防止に努めなければならない｡

(2) 屋外で行う調査業務に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。

なお、処分する場合は、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い、

必要な措置を講じなければならない。

(3) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなけ

ればならない。

(4) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に

火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

(5) 受注者は、調査現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ

等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。

６ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守する

とともに関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

７ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落

雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立して

おかなければならない。また、災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確

保に務めなければならない。

８ 受注者は、屋外で行う調査業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に

報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出

し、監督員から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。

９ 受注者は、調査が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃し

なければならない。なお、調査孔の埋戻しは、監督員の承諾を受けなければならない。

第 135 条 臨機の措置

受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらな

ければならない。また、受注者は、臨機の措置をとった場合には、その内容を監督員

に報告しなければならない。

２ 監督員は、天災等に伴い、成果品の品質又は工程に関して業務管理上重大な影響を

及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をと

ることを請求することができるものとする。
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第 136 条 履行報告

受注者は、履行状況を監督員に報告（参考－ 30）しなければならない。

第 137 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更

受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合で、そ

の時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督員と協議するものとする。

２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、

閉庁日又は夜間に作業を行う場合には、事前に理由を付した書面によって監督員に提

出しなければならない。

第 138 条 低価格入札業務の履行状況調査

低入札価格調査制度適用業務の場合、調査基準価格（非公表）を下回る価格で契約

した場合においては、受注者は下記の事項に協力しなければならない。

受注者は、低入札価格調査で受注者が説明した内容の履行状況を確認するために発

注者が業務完了後に調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。

第 139 条 行政情報流出防止対策の強化

受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をと

り、第 114 条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけれ

ばならない。

（関係法令等の遵守）

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指

示する事項を遵守するものとする。

（行政情報の目的外使用の禁止）

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目

的以外に使用してはならない。

（社員等に対する指導）

(1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託

及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下｢社員等」

という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
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(2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるも

のとする。

(3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委

託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。

（契約終了時等における行政情報の返却）

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を

得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業

務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却

するものとする、本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同

様とする。

（電子情報の管理体制の確保）

(1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下｢情報管理責任

者」という。）を選任及び配置し、第 114 条で示す業務計画書に記載するものとす

る。

(2) 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保）

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはな

らない。

イ 情報管理者責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送

ホ 情報管理者責任者の許可を得ない重要情報の移送

（事故の発生時の措置）

(1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由によ

り情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。

(2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完

措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
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３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検

査確認を行う場合がある。

第 140 条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置

受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否する

こと。

また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な

協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

２ １により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した書面により発注者に報告すること。

３ １及び２の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。

４ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、発注者と協議しなければならない。

第 141 条 保険加入の義務

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規

定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入

しなければならない。

第３節 測 量

第 142 条 適用範囲

この規定は、福島県農林水産部の発注する治山事業及び林道事業に係る測量作業に

適用する。

２ 設計及び地質、土質調査等に関する業務については、別に定める規定によるものと

する。

第 143 条 用語の定義

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

１ 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は主任技術者に

対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書に規定する者をいう。



22

２ 「検査職員」とは、測量業務の完了の検査にあたって、契約書の規定（検査及び引

渡し）に基づき検査を行う者をいう。

３ 「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、契約書

の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

４ 「社内審査員」とは、成果品の内容について技術上の審査を行う者で、契約書の規

定に基づき、受注者が定めた者をいう。

５ 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者

をいう。ただし、「担当技術者」は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者で

なければならない。（ポケットコンパスやポール等による簡易な測量業務の場合はこの

限りではない。）

６ 「高度な技術と十分な実務経験を有するもの」とは、測量業務に関する技術上の知

識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。

７ 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

８ 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を

いう。

９ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用

すべき諸基準を含む。）を総称していう。

１０ 「共通仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をい

う。

１１ 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明細又は

特別な事項を定める図書をいう。

１２ 「現場説明書」とは、測量業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該測量

業務の契約条件を説明するための書類をいう。

１３ 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発

注者が回答する書面をいう。

１４ 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加

された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

１５ 「指示」とは、監督員が受注者に対し、測量業務の遂行上必要な事項について書面

をもって示し、実施させることをいう。

１６ 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に

書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
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１７ 「通知」とは、発注者もしくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者もしく

は監督員に対し、測量業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

１８ 「報告」とは、受注者が監督員に対し、測量業務の遂行に係わる事項について、書

面をもって知らせることをいう。

１９ 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書

面をもって同意を求めることをいう。

２０ 「承諾」とは、受注者が監督員に対し書面で申し出た測量業務の遂行上必要な事項

について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

２１ 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。

２２ 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。

２３ 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の

立場で合議することをいう。

２４ 「提出」とは、受注者が監督員に対し、測量業務に係わる書面又はその他の資料を

説明し、差し出すことをいう。

２５ 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺

印したものを有効とする。

(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとす

るが、後日有効な書面を交わすものとする。

(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。

２６ 「成果品」とは、受注者が契約図書に基づき履行した測量業務等の成果を記録した

図書、図面及び関連する資料をいう。

２７ 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が測量業務の完了を確認することをい

う。

２８ 「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督員

が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

２９ 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発

見した場合に、受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

３０ 「協力者」とは、受注者が測量業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。

３１ 「使用人等」とは、協力者又はその代理人もしくはその使用人、その他これに準ず

る者をいう。

３２ 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督員が臨場し内容を確認する
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ことをいう。

３３ ｢了解｣とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対し

て、理解して承認することをいう。

３４ ｢受理｣とは、契約図書に基づき、受注者・監督員が相互に提出された書面を受け取

り、内容を把握することをいう。

第 144 条 受発注者の責務

受注者は、契約の履行にあたって業務の意図及び目的を十分に理解したうえで業務に

適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければ

ならない。

受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務

の履行に努めなくてはならない。

第 145 条 業務の着手

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日（土曜日、日曜

日、祝日等（行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日）（以下「休日等」

という。）を除く）以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着

手とは主任技術者が測量業務の実施のため、監督員との打合せ又は現地踏査を開始す

ることをいう。

第 146 条 設計図書の支給及び点検

受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の

原図もしくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市

販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督員に書面により報

告し、その指示を受けなければならない。

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給する

ものとする。

第 147 条 監督員

発注者は、測量業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。
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２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職

務を行うものとする。

３ 監督員の権限は、契約書に規定した事項である。

４ 監督員がその権限を行使するときは、書面（様式－ 11 又は様式－ 12）により行う

ものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口答による指示等を

行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員は、その指示等を行

った後 7 日以内に書面（様式－ 11 又は様式－ 12）で受注者にその内容を通知するも

のとする。

第 148 条 主任技術者

受注者は、測量業務における主任技術者を定め、発注者に通知（様式－ 3）するも

のとする。

２ 主任技術者は、契約図書等に基づき、測量業務に関する技術上の管理を行うものと

する。

３ 主任技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり（ただし、ポケットコンパ

スやポール等による簡易な測量業務の場合はこの限りではない。）、かつ、高度な技術

と十分な実務経験を有するもので、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）で

なければならない。

４ 主任技術者は、監督員が指示する関連のある測量業務等の受注者と十分に協議のう

え、相互に協力し、業務を実施しなければならない。

５ 主任技術者は、社内審査員を兼ねることはできない。

第 149 条 社内審査員及び審査の実施

受注者は、測量業務における社内審査員を定め、発注者に通知（様式－ 3）するも

のとする。

２ 社内審査員は、測量法に基づく測量士の有資格者であり（ただし、ポケットコンパ

スやポール等による簡易な測量業務の場合はこの限りではない。）、かつ、高度な技術

と十分な実務経験を有しなければならない。

３ 社内審査員は、審査計画を作成して業務計画書に記載し、審査に関する事項を定め

なければならない。

４ 社内審査員は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の
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確認を行うとともに、社内審査員自身による審査を行わなければならない。

５ 社内審査員は、業務完了に伴って審査結果を社内審査書としてとりまとめ、社内審

査員の署名捺印のうえ主任技術者に差し出すものとする。

６ 社内審査員は、主任技術者及び担当技術者を兼ねることはできない。

第 150 条 担当技術者

受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合（変更する場合）は、そ

の氏名その他必要な事項を監督員に提出（様式－ 28、29）するものとする。（主任技

術者と兼務するものを除く。）

なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8 名までとする。

２ 担当技術者は、設計図書等に基づき適正に業務を実施しなければならない。

３ 担当技術者は、社内審査員を兼ねることはできない。

第 151 条 提出書類

受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、

発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代

金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他

現場説明の際指定した書類を除く。

２ 受注者は、次の各号に掲げる書類を別表により、監督員を経て遅滞なく提出しなけ

ればならない。

(1) 委託業務着手届〔様式－ 1〕 (4) 業務計画書〔様式－ 10〕

(2) 主任技術者・社内審査員通知書 (5) 委託業務完了届〔様式－ 19〕

〔様式－ 3〕 (6) 成果品目録〔様式－ 20〕及び成果品

(3) 作業工程表〔様式－ 2〕 (7) その他監督員が必要と認めたもの

３ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において

様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、こ

れに従わなければならない。

４ 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、

測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了時

に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後速や

かに、登録内容の変更時は変更があった日から速やかに、完了時は業務完了後速やか
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に、監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。

なお、登録内容に訂正が必要な場合、ＴＥＣＲＩＳに基づき、「訂正のための確認の

お願い」を作成し、訂正があった日から速やかに、監督員の確認を受けたうえ、登録

機関に登録申請しなければならない。

また、登録機関に登録後、ＴＥＣＲＩＳより「登録内容確認書」をダウンロードし、

直ちに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、休日等を

除き 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。

本業務の完了後において、訂正又は削除する場合は、速やかに発注者の確認を受け

たうえで、登録機関に登録申請し、登録後にはＴＥＣＲＩＳより｢登録内容確認書｣を

ダウンロードし、発注者に提示しなければならない。

第 152 条 打合せ等

測量業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督員は常に密接な連絡を

とり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受

注者が書面（打合せ記録簿様式－ 27）に記録し、相互に確認しなければならない。

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容について

は、必要に応じて書面（打合せ記録簿）を作成するものとする。

２ 測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督員

は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、

相互に確認しなければならない。

３ 受注者は、支給材料について、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその

残高を明らかにしておかなくてはならない。また、受注者は、業務完了時（完了前で

あっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点）には支給品精算書を

監督員に提出しなければならない。

４ 主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監

督員と協議するものとする。

５ 受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータに更新（アッ

プデード）されたソフトを使用してウイルスチェックを行い、提出するものとする。

なお、使用するウイルスチェックソフトの種別は任意とする。

６ 監督員及び受注者は、｢ワンデーレスポンス｣（※）に努めるものとする。

※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応

することをいう。なお、１日での回答が困難な場合などは、いつまでに対応するか
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を連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。

第 153 条 業務計画書

受注者は、契約締結後 10 日（休日等を除く）以内に業務計画書を作成し、監督員

に提出（様式－ 10 を付して）しなければならない。

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

(1) 業務概要 (7) 成果品の内容、部数

(2) 実施方針 (8) 使用する主な図書及び基準

(3) 業務工程 (9) 連絡体制（緊急時含む）

(4) 業務組織計画 (10) 使用する主な機器

(5) 打合せ計画 (11) 社内審査計画

(6) 実施順序及び方法 (12) その他必要な事項

（2）実施方針又は（12）その他必要な事項には、第 172 条安全等の確保及び第 177

条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。

ただし､軽易な測量については、特記仕様書で示した場合又は監督員の承諾を得た場

合は、上記の一部を省略することができる。

３ 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度

監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。

４ 監督員の指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を

提出しなければならない。

第 154 条 資料等の貸与及び返却

監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を受注者に貸与するものとす

る。

２ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等が必要なくなった場合は、ただちに監督

員に返却するものとする。

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。ま

た、発注者の承諾を受けないで、他に公表、貸与、使用等をしてはならない。

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはな

らない。
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第 155 条 関係官公庁等への手続き等

受注者は､測量業務の実施にあたっては、発注者が行う官公庁等への手続きの際に協

力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に

対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとする。

２ 受注者が関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し

協議するものとする。

第 156 条 地元関係者との交渉等

地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の

指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉にあたり、受

注者は地元関係者に誠意を持って接しなければならない。

２ 受注者は、測量業務の実施にあたっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説

明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間

に紛争が生じないように努めなければならない。

３ 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関

係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面（様式－ 10）により、

随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

４ 受注者は、測量業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として

業務を実施する場合には、設計図書の定めるところにより、地元協議等に立会すると

ともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じ

た場合には、監督員の指示に基づいて変更するものとする。

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。

第 157 条 土地への立入り等

受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立入

る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち、測量業務が円滑に進捗するように

努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能とな

った場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。

２ 受注者は、測量業務実施のため、植物伐採、かき、柵等の除去又は土地もしくは工

作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督
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員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。

なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者等の許可は、発注者が得

るものとするが、監督員の指示がある場合には、受注者はこれに協力しなければなら

ない。

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、

設計図書に示す外は監督員と協議により定めるものとする。

４ 受注者は、第三者の土地への立入りにあたっては、あらかじめ身分証明書交付願を

発注者に提出して身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯

しなければならない。

なお、受注者は、立入作業完了後 10 日以内（休日等を除く）に身分証明書を発注

者に返却しなければならない。

第 158 条 成果品の提出

受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果品及び社内審査書を委

託業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合又は監督員の指示する場合は、履行期間途中

においても成果品の部分引渡しを行うものとする。

３ 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系（SI）とする。

４ 受注者は、「福島県電子納品運用ガイドライン（案）【農林土木事業業務委託編】」（以

下「委託ガイドライン」という。）に基づいて作成した電子データ及びこれを出力した

紙により成果品を提出するものとする。

なお、「委託ガイドライン」で特に記載がない項目については、監督員と協議のうえ

決定するものとする。

５ 成果品はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾をうけないで他に公表、貸与又は

使用してはならない。

第 159 条 関係法令及び条例の遵守

受注者は、測量業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守し

なければならない。

第 160 条 検査
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受注者は、成果品及び委託業務完了届提出にあたって、自ら社内審査を実施しなけ

ればならない。

２ 受注者は、契約書の規定に基づき、委託業務完了届を発注者に提出する際には、契

約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督員に提出していなければ

ならない。

３ 発注者は、測量業務の検査に先立って、受注者に対して書面をもって検査日を通知

するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備す

るとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなけ

ればならない。この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。

４ 検査職員は、監督員及び主任技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うも

のとする。

(1) 測量業務成果品の検査

(2) 測量業務管理状況の検査

測量業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。

なお、電子納品の検査時の対応については「委託ガイドライン」を参考にするもの

とする。

第 161 条 修補

受注者は、修補は速やかに行わなければならない。

２ 発注者は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補

を指示することができるものとする。

３ 発注者が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は発注者の指示に従う

ものとする。

第 162 条 条件変更等

監督員が、受注者に対して測量業務内容の変更又は設計図書の訂正（以下「測量業

務の変更」という。）の指示を行う場合は、書面（様式－ 10）によるものとする。

２ 受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態

が生じた場合、ただちに書面(様式－ 10)をもってその旨を監督員に報告し、その確

認を求めなければならない。なお、「予期できない特別な状態」とは以下のものをいう。

(1) 第 157 条第 1 項に定める現地への立入りが不可能となった場合
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(2) 天災その他の不可抗力による損害

(3) その他、発注者と受注者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合

第 163 条 契約変更

発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務契約の変更を行うものとする。

(1) 測量業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合

(2) 履行期間の変更を行う場合

(3) 監督員と受注者が協議し、測量業務施行上必要があると認められる場合

（4） 契約書の規定（業務委託料の変更に代える設計図書の変更）に基づき、設計図

書の変更を行った場合

２ 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するも

のとする。

(1) 第 162 条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項

(2) 測量業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項

(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項

第 164 条 履行期間の変更

発注者は、受注者に対して測量業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変

更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。

２ 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び測量業務の一時中

止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要

でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができる

ものとする。

３ 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履

行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料

を発注者に提出しなければならない。

第 165 条 一時中止

次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と

認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他
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自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）による測量業務の中断については、

第 173 条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。

(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合

(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、測量業務の続行を不適当と認めた場

合

(3) 環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合

(4) 天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合

(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要が

あると認めた場合

(6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督

員が必要と認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができる

ものとする。

３ 前 2 項の場合において、受注者は、測量業務の現場の保全については監督員の指

示に従わなければならない。

第 166 条 発注者の賠償責任

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、発注者の責

に帰すべき損害とされた場合

(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合

第 167 条 受注者の賠償責任

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、受注者の責

に帰すべき損害とされた場合

(2) 契約書に規定（かし担保）するかし責任に係る損害

(3) 受注者の責により損害が生じた場合

第 168 条 部分使用

発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書の規定（引渡し前における成果
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物の使用）に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。

(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合

(2) その他特に必要と認められた場合

１ 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものと

する。

第 169 条 再委託

契約書に規定する一括再委託等の禁止について、「主たる部分」とは、測量業務にお

ける総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等をいい、受注者は、これを再委託す

ることはできない。

２ 契約書に規定する一括再委託等の禁止について、ただし書きに規定する「軽微な部

分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、計算処理（単純

な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電

子納品の作成作業、その他特記仕様書に定める事項とする。

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の

承諾を得なければならい。

４ 受注者は、測量業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確

にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなけ

ればならない。

なお、協力者は、福島県の工事等請負業者の入札参加資格制限の期間中であっては

ならない。

第 170 条 成果品の使用等

受注者は、契約書の規定（著作権の譲渡等）に従い、発注者の承諾を得て、単独で

又は他の者と共同で成果品を発表することができる。

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている測量方法等の使

用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書の規定（特許権等の使用）

に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾

を受けなければならない。

第 171 条 守秘義務
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受注者は、契約書の規定（総則）により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者

に漏らしてはならない。

２ 受注者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、第 170 条第１項の承諾

を受けた場合はこの限りではない。

第 172 条 安全等の確保

受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付

近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵

守しなければならない。

(1) 受注者は、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術調査課平成 21

年 3 月）を参考にして、常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図

らなければならない。

(2) 受注者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調

して業務を遂行しなければならない。

(3) 受注者は、測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通

の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。

２ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業

者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、測量

業務実施中の安全を確保しなければならない。

３ 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等

に対して安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

４ 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては、安全の確保に努めるとともに、

労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

５ 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げ

る事項を厳守しなければならない。

(1) 受注者は､「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省事務次官通達平成 5 年 1

月 12 日) を遵守して災害の防止に努めなければならない｡

(2) 屋外で行う測量業務に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。

なお、処分する場合は、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い、

必要な措置を講じなければならない。

(3) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなけ
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ればならない。

(4) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に

火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

(5) 受注者は、測量業務現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、仮囲い、ロ

ープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。

６ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守する

とともに関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

７ 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落

雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立して

おかなければならない。また、災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確

保に務めなければならない。

８ 受注者は、屋外で行う測量業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に

報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出

し、監督員から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。

第 173 条 臨機の措置

受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらな

ければならない。また、受注者は、臨機の措置をとった場合には、その内容を監督員

に報告しなければならない。

２ 監督員は、天災等に伴い、成果品の品質又は工程に関して業務管理上重大な影響を

及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をと

ることを請求することができるものとする。

第 174 条 履行報告

受注者は、履行状況を監督員に報告（参考－ 30）しなければならない。

第 175 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更

受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその

時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督員と協議するものとする。

２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、

閉庁日又は夜間に作業を行う場合には、事前に理由を付した書面によって監督員に提
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出しなければならない。

第 176 条 低価格入札業務の履行状況調査

低入札価格調査制度適用業務の場合、調査基準価格（非公表）を下回る価格で契約

した場合においては、受託者は下記の事項に協力しなければならない。

受託者は、低入札価格調査で受託者が説明した内容の履行状況を確認するために発

注者が業務完了後に調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。

第 177 条 行政情報流出防止対策の強化

受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をと

り、第 153 条で示す業務計画書に流出防止対策を記載するものとする。

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけれ

ばならない。

（関係法令等の遵守）

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指

示する事項を遵守するものとする。

（行政情報の目的外使用の禁止）

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目

的以外に使用してはならない。

（社員等に対する指導）

(1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託

及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下｢社員等」

という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

(2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるも

のとする。

(3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委

託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行う

こと。

（契約終了時等における行政情報の返却）

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を

得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業
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務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却

するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同

様とする。

（電子情報の管理体制の確保）

(1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下｢情報管理責任

者」という。）を選任及び配置し、第 153 条で示す業務計画書に記載するものとす

る。

(2) 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保）

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる次の行為をしてはなら

ない。

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送

（事故の発生時の措置）

(1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由によ

り情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。

(2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完

措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検

査確認を行う場合がある。

第 178 条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置

受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否する

こと。

また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な
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協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

２ １により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した書面により発注者に報告すること。

３ １及び２の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。

４ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、発注者と協議しなければならない。

第 179 条 保険加入の義務

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の

規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に

加入しなければならない。

第４節 設 計

第 180 条 適 用

この規定は、福島県農林水産部の発注する治山事業及び林道事業に係る設計及び計

画業務（当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等

において行われる調査業務を含む。）に適用する。

２ 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事

項は、契約の履行を拘束するものとする。

３ 測量作業及び地質、土質調査等に関する業務については、別に定める規定によるも

のとする。

第 181 条 用語の定義

共通仕様書に使用する用語の定義は、各号に定めるところによる。

１ 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に

対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書に規定する者をいう。

２ 「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、契約書の規定（検査及び

引渡し）に基づき、検査を行う者をいう。

３ 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約

書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
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４ 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書の規

定に基づき、受注者が定めた者をいう。

５ 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者

をいう。

６ 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識

を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 次の技術部門又は選択科目に該当する技術士

ア 建設部門

イ 上下水道部門の〔上水道及び工業用水道〕又は〔下水道〕

ウ 農業部門の〔農業土木〕

エ 森林部門の〔森林土木〕

オ 水産部門の〔水産土木〕

カ 機械部門の〔加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械は除く〕

キ 電気電子部門

ク 応用理学部門の〔地質〕

ケ 衛生工学部門の〔廃棄物管理〕

コ 総合技術監理部門（選択科目を上記（ア～ケ）各部門の選択科目とするものに

限る）

(2) (1)で定める「技術士」以外で、土木設計に関する関する経験年数が 10 年以上

の「技術士」

(3) 「シビルコンサルティングマネージャー（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格

保有者

(4) ＲＣＣＭの資格試験に合格しているが、社団法人建設コンサルタンツ協会に備

える「ＲＣＣＭ登録簿」に登録していないために、「登録証書」の交付を受けてい

ない者

(5) 学校教育法による大学卒業者で、土木設計に関する経験年数が 15 年以上の技

術者

(6) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者で、土木設計に関する経験

年数が 17 年以上の技術者

(7) 土木設計に関する経験年数が 20 年以上の技術者

(8) 当該設計業務等に関する実務経験が通算２年以上ある林業技士（森林土木部
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門）。

７ 「契約図書」とは、設計業務委託契約書及び設計図書をいう。

８ 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書

をいう。

９ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適

用すべき諸基準を含む。）を総称していう。

10 「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書を

いう。

11 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又

は特別な事項を定める図書をいう。

12 「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設

計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。

13 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発

注者が回答する書面をいう。

14 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加

された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

15 「指示」とは、監督員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書

面をもって示し、実施させることをいう。

16 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に

書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。

17 「通知」とは、発注者もしくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者もしく

は監督員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをい

う。

18 「報告」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、

書面をもって知らせることをいう。

19 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対して

書面をもって同意を求めることをいう。

20 「承諾」とは、受注者が監督員に対し書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事

項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

21 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。

22 「回答」とは、質問に対して、書面をもって答えることをいう。
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23 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の

立場で合議することをいう。

24 「提出」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等に係わる書面又はその他の資

料を説明し、差し出すことをいう。

25 「提示」とは、受注者が監督員又は検査職員に対し業務に係わる書面又はその他

の資料を示し、説明することをいう。

26 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は

捺印したものを有効とする。

(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとす

るが、後日有効な書面を交わすものとする。

(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。

27 「成果品」とは、受注者が契約図書に基づき履行した設計業務等の成果を記録し

た図書、図面及び関連する資料をいう。

28 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認すること

をいう。

29 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監

督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

30 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を

発見した場合に、受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

31 「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。

32 「使用人等」とは、協力者又はその代理人もしくはその使用人、その他これに準

ずるものをいう。

33 「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に

対して、理解して承認することをいう。

34 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者・監督員が相互に提出された書面を受

け取り、内容を把握することをいう。

第 182 条 受発注者の責務

受注者は、契約の履行にあたって業務等の意図及び目的を十分に理解したうえで業

務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮し

なければならない。
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受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業

務の履行に努めなければならない。

第 183 条 業務の着手

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日（土曜日、日曜

日、祝日等（行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日）（以下「休日等」

という。）を除く）以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、

着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため、監督員との打合せ又は現地踏査を開

始することをいう。

第 184 条 設計図書の支給及び点検

受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の

原図もしくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市

販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合は監督員に書面により報

告し、その指示を受けなければならない。

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給す

るものとする。

第 185 条 監督員

発注者は、設計業務等における監督員を定め、受注者に通知するものとする。

２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職

務を行うものとする。

３ 監督員の権限は、契約書に規定した事項である。

４ 監督員がその権限を行使するときは、書面（様式－ 10 又は様式－ 12）により行う

ものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を

行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員は、その指示等を行

った後７日以内に書面（様式－ 10 又は様式－ 12）で受注者にその内容を通知するも

のとする。

第 186 条 管理技術者
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受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知（様式－ 8）する

ものとする。

２ 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。

３ 管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、次の各号のいずれかの資格を有するも

の、又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳

が確保できれば可）でなければならない。

(1) 技術士（総合技術監理部門：業務に該当する選択科目）

(2) 技術士（業務に該当する部門）

(3) ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）

４ 管理技術者に委任できる権限は、契約書に規定した事項とする。ただし、受注者が

管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限

り、管理技術者は受注者の一切の権限（契約書の規定により行使できないとされた権

限を除く）を有するものとされ、発注者及び監督員は、管理技術者に対して指示等を

行えば足りるものとする。

５ 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の

うえ、相互に協力し、業務を実施しなければならない。

６ 受注者又は管理技術者は、屋外における設計業務等に際しては、使用人等に適宜、

安全対策、環境対策、衛生管理、受注者の行うべき地元関係者に対する応対等の指導

及び教育を行うとともに、設計業務等が適正に遂行されるように管理及び監督しなけ

ればならない。

７ 管理技術者は、第 187 条第５項に規定する照査結果の確認を行わなければならな

い。

８ 管理技術者は、照査技術者を兼ねることはできない。

第 187 条 照査技術者及び照査の実施

受注者は、設計業務における照査技術者を定め、発注者に通知（様式－ 8）する

ものとする。

２ 照査技術者は、設計業務等の履行にあたり、次の各号のいずれかの資格を有するも

の、又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳

が確保できれば可）でなければならない。

(1) 技術士（総合技術監理部門：業務に該当する選択科目）
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(2) 技術士（業務に該当する部門）

(3) ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）

３ 照査技術者は、照査計画を作成して業務計画書に記載し、照査に関する事項を定め

なければならない。

４ 照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の

確認を行うとともに、照査技術者自身による照査を行わなければならない。

５ 照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書として取りまとめ、照査技

術者の署名捺印のうえ管理技術者に差し出すものとする。

６ 照査技術者は、管理技術者及び担当技術者を兼ねることはできない。

第 188 条 担当技術者

受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合（変更する場合）は、そ

の氏名、その他必要な事項を監督員に提出（様式－ 28、29）するものとする。（管理

技術者と兼務するものを除く）

なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8 名までとする。

２ 担当技術者は、設計図書等に基づき適正に業務を実施しなければならない。

３ 担当技術者は、照査技術者を兼ねることはできない。

第 189 条 提出書類

受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、

発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」と

いう。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措

置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類は除く。

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において

様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、こ

れに従わなければならない。

３ 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、

測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了時

に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後速や

かに、登録内容の変更時は変更があった日から速やかに、完了時は業務完了後速やか

に、監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。
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なお、登録内容に訂正が必要な場合、ＴＥＣＲＩＳに基づき、「訂正のための確認の

お願い」を作成し、訂正があった日から速やかに、監督員の確認を受けたうえ、登録

機関に登録申請しなければならない。

また、登録機関に登録後、ＴＥＣＲＩＳより「登録内容確認書」をダウンロードし、

直ちに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、休日等を除

き 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。

本業務の完了後において、訂正又は削除する場合は、速やかに発注者の確認を受け

たうえで、登録機関に登録申請し、登録後にはＴＥＣＲＩＳより｢登録内容確認書｣を

ダウンロードし、発注者に提示しなければならない。

第 190 条 打合せ等

設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡

をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度

受注者が打合せ記録簿（様式－ 27）に記録し、相互に確認しなければならい。

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容について

は、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。

２ 設計業務等着手時、及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監

督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿（様式－ 27）

に記録し相互に確認しなければならない。

３ 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに

監督員と協議するものとする。

４ 受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータに更新（アッ

プデード）されたソフトを使用してウイルスチェックを行い、提出するものとする。

なお、使用するウイルスチェックソフトの種別は任意とする。

５ 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」（※）に努めるものとする。

※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1 日あるいは適切な期限までに対応

することをいう。なお、1 日での回答が困難な場合などは、いつまでに対応するか

を連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。

第 191 条 業務計画書

受注者は、契約締結後 10 日（休日等を除く）以内に業務計画書を作成し、監督員
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に提出（様式－ 10 を付して）しなければならない。

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

(1) 業務概要 (7) 成果品の内容、部数

(2) 実施方針 (8) 使用する主な図書及び基準

(3) 業務工程 (9) 連絡体制（緊急時含む）

(4) 業務組織計画 (10) 使用する主な機器

(5) 打合せ計画 (11) 照査計画

(6) 成果品の品質を確保するための計画 (12) その他

(2)実施方針又は（12）その他には、第 210 条安全等の確保及び第 215 条行政情報

流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。

３ 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都

度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。

４ 監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提

出しなければならない。

第 192 条 資料の貸与及び返却

監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものと

する。

２ 受注者は、貸与された図面及び関係資料等が必要なくなった場合は、ただちに監督

員に返却するものとする。

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはな

らない。

第 193 条 関係官公庁への手続き等

受注者は、設計業務等の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁等への手続き

の際に協力しなければならない。また、受注者は、設計業務等を実施するため、関係

官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。

２ 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告

し協議するものとする。
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第 194 条 地元関係者との交渉等

契約書に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとす

るが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交

渉にあたり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。

２ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては、地元関係者からの質問、疑

義に関する説明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元

関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。

３ 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関

係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面（様式－ 10）で随時、

監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

４ 受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件

として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会

するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じ

た場合には、監督員の指示に基づいて変更するものとする。

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。

第 195 条 土地への立入り等

受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立

入る場合は、契約書の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち、設計業

務等が円滑に進捗するように努めなければならない。

なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただち

に監督員に報告し指示を受けなければならない。

２ 受注者は、設計業務等実施のため、植物伐採、かき、柵等の除去又は土地もしくは

工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監

督員は、当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。

なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者等の許可は、発注者が得

るものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならな

い。

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担について
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は、設計図書に示す他は監督員と協議により定めるものとする。

４ 受注者は、第三者の土地への立入りにあたっては、あらかじめ身分証明書交付願を発

注者に提出して身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯し

なければならない。

なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日（休日等を除く）以内に身分証明書を発

注者に返却しなければならない。

第 196 条 成果品の提出

受注者は設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果品及び照査報告書を委

託業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合又は監督員の指示する場合において同意した

場合は、履行期間途中においても成果品の部分引渡しを行うものとする。

３ 受注者は、成果品において使用する計量単位については、国際単位系（ＳＩ）とす

る。

４ 受注者は、成果品の完了時において、建設副産物の「リサイクル計画書」（構想・基

本設計「様式－ 25」）、実施設計「様式－ 26」）を作成し提出するものとする。

５ 受注者は、「福島県電子納品運用ガイドライン（案）【農林土木事業業務委託編】」（以

下、「委託ガイドライン」という。）に基づいて作成した電子データ及びこれを出力し

た紙により成果品を提出するものとする。

「委託ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定

するものとする。

第 197 条 関係法令及び条例の遵守

受注者は、設計業務等の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守

しなければならない

第 198 条 検査

受注者は、契約書の規定に基づき、委託業務完了届を発注者に提出する際には、契

約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなけれ

ばならない。

２ 発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通
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知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備

するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しな

ければならない。この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。

３ 検査職員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うも

のとする。

(1) 設計業務等成果品の検査

(2) 設計業務等管理状況の検査

設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。

(1) 委託条件 (4) 技術審査等の確認

(2) 指示事項の処置 (5) その他指示事項

(3) 成果品目

なお、電子納品の検査時の対応については、「委託ガイドライン」を参考にするもの

とする。

第 199 条 修補

受注者は、修補は速やかに行わなければならない。

２ 発注者は、補修の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修

補を指示することができるものとする。

３ 発注者が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は発注者の指示に従う

ものとする。

第 200 条 条件変更等

契約書に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、天災その他の不可

抗力によるもののほか、発注者と受注者が協議し、当該規定に適合すると判断した場

合とする。

２ 監督員が、受注者に対して契約書の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を

行う場合は、書面（様式－ 10）によるものとする。

第 201 条 契約変更

発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うもの

とする。
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(1) 業務内容の変更により、委託料に変更を生じる場合

(2) 履行期間の変更を行う場合

(3) 監督員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合

(4) 契約書の規定（業務委託料の変更に代える設計図書の変更）に基づき、設計図

書の変更を行った場合

２ 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するも

のとする。

（1） 第 200 条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項

（2） 設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項

（3） その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項

第 202 条 履行期間の変更

発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において、履行期間

変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。

２ 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務等の一時

中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必

要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができ

るものとする。

３ 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履

行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料

を発注者に提出しなければならない。

４ 契約書の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、

速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。

第 203 条 一時中止

契約書の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面

をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるも

のとする。

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その

他自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）による設計業務等の中断につい

ては、第 211 条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
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(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合

（2) 関連する他の設計業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認

めた場合

（3) 環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合

（4) 天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合

（5) 第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督員の安全確保のため必要があ

ると認めた場合

(6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督

員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止させることができ

るものとする。

３ 前２項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、

監督員の指示に従わなければならない。

第 204 条 発注者の賠償責任

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、発注者の責

に帰すべき損害とされた場合

(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合

第 205 条 受注者の賠償責任

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、受注者の責

に帰すべき損害とされた場合

(2) 契約書に規定（かし担保）するかし責任に係る損害

(3) 受注者の責により損害が生じた場合

第 206 条 部分使用

発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書の規定（引渡し前における成果

物の使用）に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。

(1) 別途設計業務等の使用に供する必要がある場合
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(2) その他特に必要と認められた場合

２ 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものと

する。

第 207 条 再委託

契約書に規定する一括再委託等の禁止について、「主たる部分」とは、次の各号に掲

げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。

(1) 設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等

(2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断

２ 契約書に規定する一括再委託等の禁止について、ただし書きに規定する「軽微な部

分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型制作、

計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・

単純な集計、電子納品の作成作業、その他特記仕様書に定める事項とする。

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の

承諾を得なければならい。

４ 会計法第 29 条の 3 第 4 項の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争を許さない

として随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承

諾の申請があったときは、原則として業務委託料の 3 分の 1 以内で申請がなされた

場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがや

むを得ないと発注者が認めたときは、この限りではない。

５ 受注者は、設計業務等を再委託に付する場合には、書面により協力者との契約関係を

明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務等の実施について適切な指導、管理

のもとに設計業務等を実施しなければならない。

なお、協力者は、福島県の工事等請負業者の入札参加資格制限の期間中であっては

ならない。

第 208 条 成果品の使用等

受注者は、契約書の規定（著作権の譲渡等）に従い、発注者の承諾を得て、単独で

又は他の者と共同で成果品を発表することができる。

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使

用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書の規定（特許権等の使用）
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に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾

を受けなければならない。

第 209 条 守秘義務

受注者は、契約書の規定（総則）により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者

に漏らしてはならない。

２ 受注者は、成果品の発表に際しての守秘義務については、第 208 条第１項の承諾

を受けた場合はこの限りではない。

第 210 条 安全等の確保

受注者は、使用人等（協力者又はその代理人もしくはその使用人その他これに準じ

るものを含む。以下「使用人等」という。）の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境

等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。

２ 受注者は、屋外で行う設計業務等に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近

住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。

３ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業

者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計

業務等実施中の安全を確保しなければならない。

４ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人

等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

５ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、

労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

６ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲

げる事項を厳守しなければならない。

(1) 屋外で行う設計業務等に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を

遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。

(2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなけ

ればならない。

(3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に

火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

７ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守する
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とともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

８ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては、豪雨、豪雪、出水、地震、

落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立し

ておかなければならない。

災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確保に務めなければならない。

９ 受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員

に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提

出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

第 211 条 臨機の措置

受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらな

ければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監

督員に報告しなければならない。

２ 監督員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると

認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

第 212 条 履行報告

受注者は、履行状況を監督員に報告（参考－ 30）しなければならない。

第 213 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更

１ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその

時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。

２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、

閉庁日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出

しなければならない。

第 214 条 低価格入札業務の履行状況調査

低入札価格調査制度適用業務の場合、調査基準価格（非公表）を下回る価格で契約

した場合においては、受注者は下記の事項に協力しなければならない。

受注者は、低入札価格調査で受注者が説明した内容の履行状況を確認するために発

注者が業務完了後に調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。
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第 215 条 行政情報流出防止対策の強化

受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をと

り、第 191 条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけれ

ばならない。

（関係法令等の遵守）

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指

示する事項を遵守するものとする。

（行政情報の目的外使用の禁止）

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目

的以外に使用してはならない。

（社員等に対する指導）

(1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託

及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下｢社員等｣

という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

(2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるも

のとする。

(3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委

託先業者に対して本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこ

と。

（契約終了時等における行政情報の返却）

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を

得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業

務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却

するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同

様とする。

(電子情報の管理体制の確保)

(1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下｢情報管理責任

者」という。）を選任及び配置し、第 191 条で示す業務計画書に記載するものとす

る。
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(2) 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策

（電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保）

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはな

らない。

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送

（事故の発生時の措置）

(1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由によ

り情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。

(2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完

措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検

査確認を行う場合がある。

第 216 条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置

受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否する

こと。

また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な

協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

２ １により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した書面により発注者に報告すること。

３ １及び２の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。

４ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、発注者と協議しなければならない。
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第 217 条 保険加入の義務

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の

規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に

加入しなければならない。

総則の運用

第 186 条、第 187 条関係

【第186条 管理技術者】及び【第187条 照査技術者】で定める資格要件を問わな

い土木設計業務は、下記の表に掲載したものとする。

資格要件適用除外業務名

補 完 業 務

積 算 業 務

電 算 業 務

第 187 条関係

業務の照査においては、「詳細設計照査要領」（建設省大臣官房技術調査室監修社団

法人東北建設協会発行）を参考とすることができる。

第５節 設計業務一般

第 218 条 使用する技術基準等

受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書ならびに特記仕様

書に基づいて行うものとする。なお、使用にあたっては、事前に監督員の承諾を得な

ければならない。

第 219 条 現地踏査

受注者は、設計業務等の実施にあたり、必要に応じて現地踏査を行い、設計等に必

要な現地の状況を把握するものとする。

第 220 条 設計業務の内容

設計業務とは、第 192 条に定める貸与資料及び第 218 条に定める適用基準等及び
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設計図書等を用いて、構想設計、基本設計、実施設計あるいは補足設計を行うことを

いう。

２ 構想設計とは、地形図、地質資料、現地調査結果、設計事例、経験等に基づき概略

設計によるタイプの検討、標準図の作成、概略数量計算、概算工事費の算定などを行

うもので、あわせて今後の調査設計の指針を確立するために行う設計をいう。

３ 基本設計とは、調査、試験等基礎資料が概略整備された段階において、標準断面に

よる構造計算、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、数量計算、概算工事費の算

定など、予備的な設計を行うもので、あわせて実施設計の設計方針を確立するための

設計をいう。

４ 実施設計とは、調査、試験等基礎資料が整備された段階において、詳細な構造計算

・水理計算に基づく、平面図、縦横断面図、構造物等の詳細図、数量計算、施工計画、

概算工事費の算定など詳細な設計を行うもので、工事実施に必要な設計をいう。

５ 補足設計とは、追加調査結果等により、工事実施のための細部設計を行い、実施設

計を補足するために行う設計をいう。

第 221 条 設計業務の条件

受注者は、業務の着手にあたり、第 192 条に定める貸与資料、第 218 条に定める

適用基準等および設計図書を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得るものとする。

また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場

合は、事前に監督員の指示又は承諾を受けなければならない。

２ 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 192 条に定める貸与

資料等および設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目ある

いは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。

３ 受注者は、本条２項において、第 192 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合

に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するものとする。

４ 受注者は、設計図書および第 218 条に定める適用基準等に示された以外の解析方

法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承

諾を得るものとする。

５ 受注者は、設計にあたって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督員の承

諾を得るものとする。

６ 設計に採用する材料、製品は、原則としてＪＩＳ、Ｊ A Ｓの規格品及びこれと同
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等品以上とするものとする。

７ 設計において、治山ダム・土留工断面表、森林土木構造物標準設計に収録されてい

る構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者

はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は、単位当たり数

量をもととして行うものとする。

８ 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等ならびにその

計算過程を明記するものとする。

９ 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り

入れた設計を行うものとする。また、建設副産物の検討成果としてリサイクル計画書

を作成するものとする。

10 電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前

に監督員と協議するものとする。

11 受注者は、設計 VE 対象業務を受注した場合は、発注者の指示に従い設計 VE の実

施に協力するものとする。

12 受注者は、構想設計又は基本設計を行った結果、後段階の設計において一層のコ

スト縮減の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された１ケースにつ

いて、コスト縮減の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計

時に検討すべきコスト縮減提案を行うものとする。

この提案は、構想設計又は基本設計を実施した受注者が、その設計を通じて得た着

目点・留意事項等（コスト縮減の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項）に

ついて後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案の

ために新たな計算等の作業を行う必要はない。

13 受注者は、構想設計又は基本設計における比較案の提案、もしくは、構想設計に

おける比較案を基本設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム

（NETIS）等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行

うものとする。

また、受注者は、実施設計における工法等の選定においては、新技術情報提供シス

テム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を

行い、監督員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。

14 受注者は、「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針」に基づき設計する

ものとし、進捗に合わせて「ＵＤチェックリスト」により確認し、完成時に監督員へ
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提出する。

第 222 条 コスト縮減の推進

受注者は、設計業務等の実施にあたり、効率的な工事の施工に資する計画立案・策

定及び設計に努め、工事に係るすべてのプロセスでコストの観点から、その縮減の推

進に配慮しなければならない。

第 223 条 環境負荷の低減

受注者は、設計業務等の実施にあたり、森林土木工事における環境負荷の低減に資

する資材等の活用、建設資材の再資源化及び廃棄物の減量に努めなければならない。

２ 受注者は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

に基づき選定された小径丸太材（間伐材）等の特定調達物品等の優先的使用と普及に

配慮しなければならない。

３ 受注者は、工事に伴って発生する根株、伐採木及び末木枝条については、関係法令

等を遵守して、建設資材としての利用及び工事現場内における林地還元に配慮しなけ

ればならない。

第 224 条 設計業務の成果

成果の内容について、次の各号により取りまとめるものとする。

(1) 設計説明書（報告書）

設計説明書（報告書）は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポ

イント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、美観、環境等の要件を的確に解説し

取りまとめるものとする。

（2） 設計計算書等

計算項目は、この共通仕様書及び特記仕様書によるものとする。

（3） 設計図面

設計図面は、この共通仕様書及び特記仕様書に示す方法により作成するものとす

る。

（4） 数量計算書

数量計算書は、この共通仕様書、特記仕様書、福島県治山事業設計指針（山地治

山編）及び林道指針設計編により行うものとし、工種別、区間別に取りまとめるも
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のとする。

ただし、構想設計及び基本設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、

一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。

（5） 概算工事費

概算工事費は、監督員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略

数量をもとに算定するものとする。

（6） 施工計画書

1） 施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載する

ものとする。

（イ） 計画工程表 （ロ） 使用機械 （ハ） 施工方法

（ニ） 施工管理 （ホ） 仮設備計画 （へ） 特記事項その他

2） 特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特

記事項として記載するものとする。

（7） 現地踏査結果

受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真とともにその結

果を取りまとめることとする。
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諸基準一覧表（参考）

名 称 発 行 所 名 備 考

治山林道必携 設計積算編 (社)日本治山治水協会･日本林道協会

治山技術基準・同解説 （社）日本治山治水協会

福島県治山事業設計指針（山地治山編） 福島県

治山ダム・土留工断面表 （財）林業土木コンサルタンツ

林道必携 技術編 日本林道協会

林道指針 設計編 福島県

森林土木構造物標準設計 （財）林業土木コンサルタンツ

コンクリート標準示方書 土木学会

林道規程 －解説とその運用－ 森林科学研究所

道路構造令の解説と運用 （社）日本道路協会

道路土工（各種指針） 〃

アスファルト舗装要綱（改訂版） 〃

簡易アスファルト舗装要綱 〃

セメントコンクリート舗装要綱 〃

舗装設計便覧 〃

舗装設計施工指針 〃

道路橋示方書・同解説 〃

防護柵設置要綱 〃

トンネル標準示方書・同解説 土木学会

改訂新版建設省河川砂防技術基準（案）・同解説 株）山海堂

河川管理施設施設等構造令 日本河川協会

土木製図基準 土木学会
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別表（提出書類一覧表）・標準様式

別表（提出書類一覧表）その１

様式 適用業務

Ｎ o 様 式 名 作成別 あて名 測量 設計 調査 用地 提 出 期 日

１ 委託業務着手届 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 契約締結後 14 日以内

２ 作業工程表 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 契約締結後 14 日以内

３ 主任技術者・社内審査員 受注者 発注者 ○ ○ ○ 業務着手前

通知書

4-1 主任技術者経歴書 本 人 発注者 ○ ○ ○ 主任技術者・社内審査員通

知書（変更含む）に添付

4-2 社内審査員経歴書 本 人 発注者 ○ ○ ○ 主任技術者・社内審査員通

知書（変更含む）に添付

4-3 主任技術者変更通知書 受注者 発注者 ○ ○ ○ その都度

(又は社内審査員変更通知書)

５ 管理技術者経歴書 本 人 発注者 ○ 管理技術者・照査技術者通

知書（変更含む）に添付

７ 照査技術者経歴書 本 人 発注者 ○ 管理技術者・照査技術者通

知書（変更含む）に添付

８ 管理技術者・照査技術者 受注者 発注者 ○ 業務着手前
通知書

管理技術者変更通知書 受注者 発注者 ○ その都度
９ （照査技術者変更通知書）

１０ 業務打合せ簿 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 随 時

発注者 受注者

１２ 確認書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 随 時

１３ 支給材料受領書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 引渡し時

精算
１４ 支給材料 書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 業務完了後

返納

１５ 貸与品借用書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 引渡し時

１６ 貸与品返納書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 業務完了後

17-1 部分使用同意願 発注者 受注者 ○ ○ ○ ○ 発注者が部分使用を必要とした時

17-2 部分使用同意書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 受注者が部分使用に同意した時

17-3 部分使用に係る確認検査 発注者 受注者 ○ ○ ○ ○ 部分使用に同意後

結果書

１９ 委託業務完了届 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 業務完了後
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別表（提出書類一覧表）その 2

様式 適用業務

Ｎ o 様 式 名 作成別 あて名 測量 設計 調査 用地 提 出 期 日

２０ 成果品目録 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 成果品提出時

参考 照査報告書 照 査 管 理 ○ 照査完了後
２１ 技術者 技術者

参考 修補指示書 発注者 受注者 ○ ○ ○ ○ 検査日
２２

任意 作業日報 受注者 発注者 ○ 成果品提出時

参考 社内審査書 受注者 発注者 ○ ○ ○ 成果品提出時
２４

２５ リサイクル計画書 受注者 発注者 ○ 業務完了後
（構想設計・基本設計）

２６ リサイクル計画書 受注者 発注者 ○ 業務完了後
（実施設計）

２７ 打合せ記録簿 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 随 時

２８ 担当技術者届 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 着手届提出時

２９ 担当技術者変更届 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 随 時

第2-1 事故発生報告書（速報） 発注者 ○ ○ ○ ○ 事故等が発生した時（速報）

第2-2 事故発生報告書（詳報） 発注者 ○ ○ ○ ○ 「速報」報告後

第2-3 事故発生報告書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 事故等が発生した時

参考 履行報告 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 毎月末もしくは発注者の

３０ 指示による
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様式－1 

 

委 託 業 務 着 手 届 
 

平成  年  月  日 

  （契約権者） 
             様 
 

住 所 
受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日付け契約の下記委託業務は、平成  年  月  日着手しましたので届 

けます。 

 

記 

 
1. 委託業務の番号・名称 
  
 
2. 委託業務の場所 

 
      線     郡     町 
                     大字    字     地内 
      筋     市     村 
 
 
3. 委託料の額  ￥            
 
 
4. 委託の期間 
 
      着  手  平成  年  月  日 
 
      履行期限  平成  年  月  日 
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様式－2 

 

注
1
.工

程
は
棒
線
で
表
示
す
る
こ
と
。

員
　
　
数

１
日
当
り

作
業
量

作
　
　
業
　
　
工
　
　
程
　
　
表

2
.変

更
の
場
合
は
、
変
更
工
程
を
下
段
に
朱
書
で
表
示
す
る
。

委
託
業
務
の
番
号

委
託
業
務
の
名
称

工
　
　
種

種
　
　
別

単
位

委
託
の
期
間

受
　
注
　
者

住
所
氏
名
印

平
成
　
年
　
月
　
日

平
成
　
年
　
月
　
日

着
　
手

履
　
行

期
　
限
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様式－3 

 

主 任 技 術 者 ・ 社 内 審 査 員 通 知 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日契約の           委託業務について、契約書の規定に基づき主任

技術者及び社内審査員を下記のとおり定めましたので、別紙経歴書を添えて通知します。 

 

記 

 
1. 主任技術者 

  
2. 社内審査員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 別紙経歴書は様式－4－1 と様式－4－2 を使用すること。 

 



69 
 

様式－4－1 

 

主 任 技 術 者 経 歴 書 
 
 
 
1. 氏  名： 
 
2. 生年月日： 
 
3. 本 籍 地： 
 
4. 現 住 所： 
 
5. 主任技術者が常駐する場所： 
 
6. 当社における地位： 
 
7. 最終学歴：   年  月  日  （学校科名）      卒業（中退） 
 
8. 取得資格：1）  年  月  日  （資格名）     （資格の登録番号    ） 
        2）  年  月  日  （資格名）     （資格の登録番号    ） 

（以下列記） 
 
9.  職    歴： 1）（入社前経験）     （   年   月） 
           2）（当社の経験）     （   年   月） 

（以下列記） 
                         合計年数     年       ヶ月 
 
10. 主に担当した業務：平成●年度 ○○農林事務所 ××△△業務 主任技術者 

（以下列記） 
 
 
 
 
 
 
 
上記のとおり相違ありません。 
 
 平成  年  月  日 
 

氏 名          印 

 
 
 
 ※ 職歴については、業務を担当した経験年月を記入すること。過去の経験年月（入社前経験など）も記入

する。職歴の合計年数は別に定める年数以上。 
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様式－4－2 
 

社 内 審 査 員 経 歴 書 
 
 
 
1. 氏 名： 
 
2. 生年月日： 
 
3. 本 籍 地： 
 
4. 現 住 所： 
 
5. 社内審査員が常駐する場所： 
 
6. 当社における地位： 
 
7. 最終学歴：   年  月  日  （学校科名）      卒業（中退） 
 
8. 取得資格：1）  年  月  日  （資格名）     （資格の登録番号    ） 

2）  年  月  日  （資格名）     （資格の登録番号    ） 
（以下列記） 

 
9. 職    歴： 1）（入社前経験）     （   年   月） 

2）（当社の経験）      （   年   月） 
（以下列記） 

合計年数    年   ヶ月） 
 
10. 主に担当した業務：平成●年度 ○○農林事務所 ××△△業務 社内審査員 

（以下列記） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記のとおり相違ありません。 
 
  平成  年  月  日 
 

氏 名          印 
 
 
 ※ 職歴については、業務を担当した経験年月を記入すること。過去の経験年月（入社前経験など）も記入

する。職歴の合計年数は別に定める年数以上。 
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様式－4－3 

主 任 技 術 者 変 更 通 知 書 

（又は、社内審査員変更通知書） 

 
 

平成  年  月  日 

（契約権者） 
様 
 

          住 所 
       受注者 

                     氏 名          印 
 
    平成  年  月  日契約の         委託業務について、主任技術者（又は、社内審査

員）を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添えて通知します。 
 

記 

 
1. 新主任技術者 
（又は、新社内審査員） 
 

2. 旧主任技術者 
（又は、新社内審査員） 
 

 
3. 変 更 年 月 日      平成  年  月  日 
 
4. 変 更 理 由 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※別紙経歴書は様式－4－1 と様式－4－2 を使用すること。 
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様式－5 

 
 

管 理 技 術 者 経 歴 書  
 
 

1． 氏  名 ： 
 

2． 生年月日 ： 
 

3． 本 籍 地 ： 
 

4． 現 住 所 ： 
 

5． 管理技術者が常駐する場所 ： 
 

6． 当社における地位 ： 
 

7． 最終学歴 ：   年  月  日  （学校科名）   卒業（中退） 
 

8． 取得資格 ：1）   年  月  日  （資格名）  （資格の登録番号   ） 
        2）   年  月  日  （資格名）  （資格の登録番号   ） 

（以下列記） 
 
9． 職  歴 ：1） （入社前経験）  （  年  月  日） 
        2） （当社の経験）  （  年  月  日） 

（以下列記） 
合計年数    年  ヶ月 

  
10．主に担当した業務 ：平成●年度 ○○農林事務所 ××設計業務 照査技術者 

   （実務経験）   （平成●年○月○日～□月□日：△ヶ月） 

（以下列記） 
 
 
         実務経験合計  年  ヶ月 
 
上記のとおり相違ありません。 
 
 平成  年  月  日 

 
氏名          印 

 
 

※ 職歴については、設計業務を担当した経験年月日を記入すること。過去の経験年月（入社前経験 

など）も記入する。職歴の合計年数は別に定める年数以上。 

実務経験については、設計業務等を担当した通算期間を記入すること。実務経験合計期間は別に

定める年数以上（林業技士の場合のみ）。 
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様式－7 

 
 

照 査 技 術 者 経 歴 書  
 
 

1． 氏  名 ： 
 

2． 生年月日 ： 
 

3． 本 籍 地 ： 
 

4． 現 住 所 ： 
 

5． 照査技術者が常駐する場所 ： 
 

6． 当社における地位 ： 
 

7． 最終学歴 ：   年  月  日  （学校科名）   卒業（中退） 
 

8． 取得資格 ：1）   年  月  日  （資格名）  （資格の登録番号   ） 
        2）   年  月  日  （資格名）  （資格の登録番号   ） 

（以下列記） 
 
9． 職  歴 ：1） （入社前経験）  （  年  月  日） 
        2） （当社の経験）  （  年  月  日） 

（以下列記） 
合計年数    年  ヶ月 

  
10．主に担当した業務 ：平成●年度 ○○農林事務所 ××設計業務 管理技術者 

   （実務経験）   （平成●年○月○日～□月□日：△ヶ月） 

（以下列記） 
 
 
         実務経験合計  年  ヶ月 
 
上記のとおり相違ありません。 
 
 平成  年  月  日 

 
氏名          印 

 
 

※ 職歴については、設計業務を担当した経験年月日を記入すること。過去の経験年月（入社前経験 

など）も記入する。職歴の合計年数は別に定める年数以上。 

 実務経験については、設計業務等を担当した通算期間を記入すること。実務経験合計期間は別

に定める年数以上（林業技士の場合のみ）。 
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様式－8 

 

 

管 理 技 術 者 ・ 照 査 技 術 者 通 知 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日契約の            委託業務について、契約書の規定に基づき管

理技術者及び照査技術者を下記のとおり定めましたので、別紙経歴書を添えて通知します。 

 

記 

 
1. 管理技術者 
 
 
 
2. 照査技術者 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 別紙経歴書は様式－5 と様式－7 を使用すること。 
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様式－9 

 

 

管 理 技 術 者 変 更 通 知 書  

（ 又 は 照 査 技 術 者 変 更 通 知 書 ）  

 
平成  年  月  日 

 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日契約の            委託業務について、管理技術者（又は照 

査技術者）を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添えて通知します。 

 

記 

 
1. 新管理技術者 

（又は、新照査技術者） 
 
 
2. 旧管理技術者 

（又は、旧照査技術者） 
 
 
  3. 変更年月日    平成   年   月   日 
 
 
  4. 変更理由 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 別紙経歴書は様式－5 と様式－7 を使用すること。 
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様式－10

（ ）

第 号

（内容）

上記について

指示事項・協議結果等

・
上記について

提出・報告内容等

担　　 　当
技　術　者

部　 長
副部長

課長
主　任
主　査

監督員
管理(主任)
技　術　者

回
答

管理(主任)技術者 会社 平成　　年　　月　　日

受
注
者

します。

処
理

監督員 事務所 平成　　年　　月　　日

発
注
者

します。

業務場所

添付図 葉、その他添付図書

発議者名

発議事項

業務番号
業務名

業務

業　務　打　合　せ　簿
発議者 発議年月日 平成　　年　　月　　日発注者 受注者

指示 協議 通知 承諾 提出 届出 その他

指示 協議 通知 受理 その他

了解 協議 提出 報告 届出 その他

承諾
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様式－12

下記について確認・立会を願いたい。
受  　注  　者  　名
管理（主任）技術者名

第 号

上記について、確認・立会を実施し確認した。
立会者名 印

印

部長・副部長 課長 主任主査 監督員

確　　認　　書

確 認 ・ 立 会 願
平成　　年　　月　　日

業務名 業務

業務場所

事　　　項 位　　　置　　　等

確 認 ・ 立 会 結 果 書

確認・立会年月日 平成　　　　年　　　　月　　　　日

方法 現　　地　　　・　　　書　　類　（机上）

結果判定

指示事項
（記事）

指示事項等処理完了確認 平成　　　年　　　月　　　日 監督員
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様式－13 

 

 

支 給 品 材 料 受 領 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

○○○委託契約に基づく下記記載物品を受領しました。 

 

記 

 

品  名 規  格 単 位 数  量 備      考 

     

     

     

     

     

 注：本受領書の作成は、主任技術者（管理技術者）でもよい。 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

様式－14 

 
 

支 給 材 料
精 算

書           

返 納

平成  年  月  日 

（契約権者） 

              様 

                          住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

○○○委託契約に基づく支給品について下記のとおり精算します。残品は同じく下記 

のとおり返納します。 

委託業務の 

番号・名称 

 
契約年月日 平成  年  月  日 

品 目 規 格 単 位 
数     量 

備     考 
支給数量 使用数量 残数量 

       

       

       

       

       

       

       

       

監 督 員 

証 明 欄 

   

上記精算について調査したところ事実に相違ない 

ことを証明します。 

 

   年  月  日  職氏名        印

 

物品管理簿登記 

年  月  日 
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様式－15 

 

 

貸 与 品 借 用 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日委託契約に基づく下記物品を受領したので提出します。 

 

記 

 

品  名 規  格 単位 数  量 貸与期間 受領場所 貸与条件 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 注：貸与条件の欄は、担当監督員が貸与する場合に付した条件を記入する。  
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様式－16 

 

 

貸 与 品 返 納 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日委託契約に基づく貸与品について下記のとおり返納します。 

 

記 

 

品  名 規  格 単位 数  量 返 納 場 所 備   考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 注：備考欄には担当監督員の受領印を押印する。  
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様式－17－1 

 

 

部 分 使 用 同 意 願  

 
平成  年  月  日 

 
  （受注者） 

             様 

 

 

（契約権者） 

          印 

 

平成  年  月  日契約の            委託業務について、下記の部分使用につい 

て同意願います。 

 

記 

   
1. 使用部分 
 
 
2. 使用期間  平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

 
 
  3. 使用目的 
 
 
  4. 使用者 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※ 4. 使用者については、明らかにする必要がある場合に記載する。） 
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様式－17－2 

 

 

部 分 使 用 同 意 書  

 
平成  年  月  日 

 
  （契約権者） 

               様 

 

 住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日契約の            委託業務について、下記の部分使用につい 

て異議がありませんので同意します。 

 

記 

   
1. 使用部分 
 
 
2. 使用期間  平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

 
 
  3. 使用目的 
 
 
  4. 使用者 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※ 4. 使用者については、明らかにする必要がある場合に記載する。） 
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様式－17－3 

平成  年  月  日 

 
（受注者） 

様 

 
確認検査員 

          印 

 
 

部分使用に係る確認検査結果書 
 

 

委 託 番 号 第       号 

委   託   名  

委 託 場 所   

検 査 年 月 日  平成   年   月   日 

結 果 判 定  

指 示 事 項 
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様式－19 

 

委 託 業 務 完 了 届 
 

平成  年  月  日 

  （契約権者） 
             様 
 

受注者          印 
 

保証人          印 

 

平成  年  月  日付け契約の下記委託業務は、平成  年  月  日完了しましたので成 

果品を添えて届けます。 

 

記 

 
1. 委託業務の番号・名称 
  
 
2. 委託業務の場所 

 
      郡     町 
              大字    字     地内 
      市     村 
 
 
3. 委託料の額  ￥            
 
 
4. 委託の期間 
 
      着  手  平成  年  月  日 
 
      履行期限  平成  年  月  日 
 
 
5. 成果品目録   別紙のとおり 
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様式－20 

 

 

成 果 品 目 録 

 

名 称 種     別 部 数 摘     要 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

平成  年  月  日 

（契約権者） 

               様 

 

住 所 

受注者 

氏 名           印 
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参考－21 

 

照 査 報 告 書 
 

平成  年  月  日 

  管理技術者 
             様 
 

照査技術者 
 

（署名）            印 

 

下記業務について、平成  年  月  日に照査を行ったので、照査結果を別紙のとおり照査 

 報告書として提出します。 

 

記 

 
1. 委託業務の番号・名称 

 
 

2. 委託の期間      着  手  平成   年   月   日 
      
             履行期限  平成   年   月   日 
 
 
3. 発 注 者  ○○○農林事務所 
 
 
4. 受 注 者  （会社名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※照査報告様式は、受注者の任意とする。） 
（※照査技術者は、署名捺印のうえ管理技術者に差し出す。） 
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参考－22 

 

 

修 補 指 示 書 
 

平成  年  月  日 

 

 （受注者） 

              様 

                                 

                              （契約権者） 

                                           印 

 

  下記業務について、平成 年 月  日に検査を行いましたが、修補の必要がありますので、 

 下記のとおり指示します。 

 

記 

 
 

1. 修補の内容 

 

 

 

 

2. 修補の期限   平成  年  月  日 

 

 

 

 

3. 修補完了の確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （※修補の内容及び完了の確認方法を具体的に記載する。） 



89 
 

参考－24-(1) 

 
    

    

 

社 内 審 査 書 

 
社内審査員         印 

 

委 託 名 
工第     号 

路・河川名 
線 

委託 筋 

場   所 

市 

町 大字    字    地内 

村 

契約工期 
自   年   月   日 

至   年   月   日 
請負金額 千円 

委 

託 

内 

容 

 

監 督 員 
 

主任技術者 
 

 

〔審 査 結 果〕 審 査 月 日 平成  年  月  日 

 

審 査 所 見 
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参考－24-(2) 

 

審 査 事 項 指示・指導・改善事項及び審査結果 処置完了年月日 
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様式－25 

備
　
　
　
　
　
考

％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％

地
山 m
3

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン 件

様
式
　

1

⑩
最

終
処
分
量

⑪
現

場
内
利
用
率
（
⑦

/
⑥

×
1
0
0
）

⑥
発

　
　

生
　

　
量

②
現
場
内

利
用
可
能
量

③
再

生
材
利
用
可
能
量

⑤
再

生
資
源
利
用
率

（
②

＋
③

）
/
①

×
1
0
0

2
.
建

設
資

材
利

用
計

画

備
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
考

事
業

（
工

事
）

名

事
業

（
工

事
）

概
要

等

事
業

（
工

事
）

着
手

予
定

時
期

④
新
材
利

用
可
能
量

①
利

　
　

用
　

　
量

1
.
事

業
（

工
事

）
概

要

事
業

（
工

事
）

施
工

場
所

リ
サ

イ
ク

ル
計

画
書

（
構

想
設

計
・

基
本

設
計

）
会

社
名

記
入

者
名

T
E

L

発
注

機
関

名

建
設

汚
泥

取
り

こ
わ

し
建

物

建
設
副

産
物

の
種

類

建
　
設

　
資

　
材

土
砂

砕
石

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物

建
設

発
生

土

⑦
現
場
内

利
用
可
能
量

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

⑧
他
工
事
へ

の
搬

出
可
能
量

※
建

設
副
産
物

の
搬

出
計

画
に

つ
い

て
、

基
本

的
に

は
全

量
を
再
利
用
す
る

こ
と
を
原
則
と
し

て
計
画
す
る
。

※
地

図
、
航
空

写
真

、
踏

査
等

か
ら

検
討

す
る

。

※
利

用
可
能
量

は
、

現
時

点
で

算
出

可
能

な
も

の
と

す
る

。

⑨
再
資
源
化
施
設

へ
の
搬
出
可
能
量

3
.
建

設
副

産
物

搬
出

計
画

※
　

最
下
段
に

は
、

そ
の

他
の

再
生

資
材

を
使

用
す

る
場

合
に
記
入
す
る
。
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様式－26 
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地
山

m
3

地
山

m
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地
山

m
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地
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m
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ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

※
建

設
発

生
木

材
の

中
に

は
、

伐
開

除
根

材
及

び
剪

定
材

を
含

む
。

※
利

用
・

搬
出

可
能

量
は

、
現

時
点

で
算

出
可

能
な

も
の

を
記

載
す

る
。

※
建

設
副

産
物

の
搬

出
計

画
に

つ
い

て
、

基
本

的
に

は
全

量
を

再
利

用
す

る
こ

と
を

原
則

と
し

て
計

画
す

る

④
第

4
種

建
設

発
生
土

・
・

・
粘

性
土

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
。

（
第

3
種

建
設

発
生

土
を

除
く

。
）

⑤
泥

土
（

浚
渫

土
）

・
・

・
浚

渫
士

の
う

ち
概

ね
q
c
2
以

下
の

も
の

。

③
第

3
種

建
設

発
生

土
・

・
・

通
常

の
施

工
性

が
確

保
さ

れ
る
粘

性
土

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
。

②
第

2
種

建
設

発
生

土
・

・
・

砂
質

土
、

礫
質

土
及

び
こ

れ
ら
に

準
ず

る
も

の
。

①
第

1
種

建
設

発
生

土
・

・
・

砂
、

礫
及

び
こ

れ
ら

に
準

ず
る
も

の
。

※
建

設
発

生
土

の
区

分
（

既
存

資
料

か
ら

判
断

す
る

も
の

と
す

る
）

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
建

設
発

生
材

建
設

汚
泥

様
式

　
2

第
2
種

建
設

発
生

土

第
3
種

建
設

発
生

土

第
4
種

建
設

発
生

土

建 設 発 生 土
汚

泥
（

浚
渫

土
）

合
計

リ
サ

イ
ク

ル
計

画
書

（
実

施
設

計
）

②
現

場
内

利
用

可
能

量
③

再
生

材
利

用
可

能
量

⑤
再
生

資
源

利
用

率
（
②

＋
③

）
/
①
×
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0

2
.
建

設
資

材
利

用
計

画

事
業

（
工

事
）

概
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等

事
業

（
工

事
）

着
手

予
定

時
期

会
社

名

記
入

者
名

T
E

L

発
注

機
関

名

事
業

（
工

事
）

名

1
.
事

業
（

工
事

）
概

要

事
業

（
工

事
）

施
工

場
所

第
1
種

建
設

発
生

土

④
新

材
利

用
可

能
量

建
設

副
産

物
の

種
類

建
　

設
　

資
　

材

土
砂

砕
石

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物

①
利

　
　

用
　

　
量

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
考

3
.
建

設
副

産
物

搬
出

計
画

※
　

最
下

段
に

は
、

そ
の

他
の

再
生

資
材

を
使

用
す

る
場

合
に

記
入

す
る

。

⑩
最

終
処

分
量

⑪
現

場
内

利
用

率
（
⑦

/⑥
×
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0
）

⑥
発

　
　

生
　

　
量

⑦
現

場
内

利
用

可
能

量
⑧

他
工

事
へ

の
搬
出

可
能

量
⑨

再
資

源
化

施
設

へ
の
搬

出
可

能
量
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様式－27 

 

打 合 せ 記 録 簿 
 

第  回  項 ／  

発注者側 

部(所)長 

（主幹兼）

副部長 

（次長） 

担  当 

課  長 

担 当 

(主 任)

主 査 

監督員 

受注者側

管理(主任) 

技術者 
担当技術者 

        

事務所名  受 注 者  

委託業務 

の 名 称 

 

整理番号

 

出 席 者 

発 注 者 側 

 場  所  

 日  時  

受 注 者 側 

 
打 合 せ

方  式
会議・電話・（    ） 
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様式－28 

平成  年  月  日 

 
契約権者 
（監督員） 

様 

 
受 注 者          印 

（主任技術者） 
（管理技術者） 

 

担 当 技 術 者 届 
 

業務名： 

 下記のものを、上記業務の担当技術者として定めましたので、別添経歴書を添えてお届けします。 

 

氏       名 担 当 業 務 内 容 備     考 

   

 

 （担当技術者経歴書を添付すること。） 
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様式－29 

平成  年  月  日 

 
契約権者 
（監督員） 

様 

 
受 注 者          印 

（主任技術者） 
（管理技術者） 

 

担 当 技 術 者 変 更 届 
 

業務名： 

 下記のものを、上記業務の担当技術者として定めましたので、別添経歴書を添えてお届けします。 

 

氏       名 担 当 業 務 内 容 備     考 

   

 

 （担当技術者経歴書を添付すること。） 
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様式第２－１号（福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱第７条第２項関係）      

                                     速報  

 
工事現場等における事故発生報告書 

 
年 月 日  

 
 入札監理課長  
 

（工事等執行権者）           
事務担当者     （内線    ） 

 
       発注工事において工事関係者事故（公衆損害事故）が発生したので、福島県建設工事等参加資格
制限措置要綱第７条第２項の規定に基づき下記のとおり報告します。 
                                      記 

事故発生日時 
 

年  月  日（ ）      時  分  頃 
 

発 生 場 所       
 

 
 

発 注 者       
 

 
 

工 事 名       
 

 
 

請負人 
 
 
 

住所 
 

 
 

氏名 
 

 
 

下請人 
 
 
 

住所 
 

 
 

氏名 
 

 
 

 
 

被 災 内 容 
 
 

 氏  名 
 

年 齢 
 

 性別 
 

被災の程度

 
   負 傷 程 度 
 

  男・女 死亡・負傷 全治       入院   
  男・女 死亡・負傷 全治       入院 
  男・女 死亡・負傷 全治       入院 

 
 
 

事故内容等 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（注）１ この報告書は、県及び県以外の一般の発注工事に係る事故について提出すること。 
   ２ この報告書は、事故発生後３日以内に提出すること。 
   ３ この報告書には、図面・写真等の参考書類を添付すること。
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様式第２－２号（福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱第７条第２項関係）        

                                                       詳報  

 
工事現場等における事故発生報告書 

 
文書記号及び番号  

年 月 日  
 
 入札監理課長 
 

（工事等執行権者）           
事務担当者     （内線    ） 

 
       発注工事において工事関係者事故（公衆損害事故）が発生したので、福島県建設工事等参加資格

制限措置要綱第７条第２項の規定に基づき下記のとおり報告します。 
                                      記 
１ 事故発生月日               年  月  日（  ）     時  分 頃 

 
２ 発生場所  
３ 発注者  
４ 工事の概要 
 
 
 

(1) 工事名  
(2) 工種  
(3) 工期  着工  竣工 
(4) 契約金額                              円 

５ 請負人  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 商号・名称  
(2) 住所 〒 
(3) 代表者  
(4)取得している建設業許可業種（一般・特定）  
(5) 認定を受けている入札参加資格業種  
(6) 現場代理人 
 

氏名                   事故発生時､現場に(いた｡いない｡) 
いない場合はその理由 

(7) 主任技術者 
  （監理技術者） 

氏名                   事故発生時､現場に(いた｡いない｡) 
いない場合はその理由          

(8) 下請施工の有無  有（県発注工事の場合、下請通知書の提出～   有  無 ）    無 
６ 下請負人 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 商号・名称  
(2) 住所 〒 
(3) 代表者  
(4) 下請工事の内容  
(5) 下請金額  
(6)取得している建設業許可業種（一般・特定）  
(7) 認定を受けている入札参加資格業種  
(8) 主任技術者 
   

氏名                   事故発生時､現場に(いた｡いない｡) 
いない場合はその理由          
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様式第２－２号裏面                                     
７ 被災者 
  死亡    人 
  負傷      人 
  物損    円 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 氏名                  （  年  月  日生  歳 男 女） 
(2) 住所 
(3) 勤務先 
(4) 被災の程度   死亡  負傷（全治           入院     ） 
(5) 物損   内容              約      円 
(1) 氏名                  （  年  月  日生  歳 男 女） 
(2) 住所 
(3) 勤務先 
(4) 被災の程度   死亡  負傷（全治           入院     ） 
(5) 物損   内容               約       円 

８ 事故発生の経過 
 
 
 
９ 事故発生の原因 
 (1)安全衛生管理の措置が適切であったか 
 
 (2)労働安全衛生法及び同規則違反の疑いがあるか 
 
 
 
10 その他参考となる事項 
 
 
11 安全管理の程度 
 Ａ 著しく安全管理義務を怠っていたと認められる。 
 Ｂ 安全管理上の問題が認められ、請負者が通常講ずべき安全管理の措置が不適切で  

あったと認められる。 
 Ｃ 請負人の安全管理責任と作業員個人の過失を比較考慮した場合、後者によるとこ  

ろが大きいと認められる。 
 
12 公所長としての意見 
 
 

（注）１ この報告書は、県及び県以外の一般の発注工事に係る事故について提出すること。 
     この場合、工事関係者事故は、死亡した、又は医師が全治１か月以上もしくは入院２週間以上と診断した

人身事故について、公衆損害事故は公衆に対する前記人身事故又は物的損害額が５０万円以上の事故につ

いて、報告すること。（人身事故には、「全治までの期間」及び「入院する期間」（入院しない場合は、「入

院なし」と記載）を確認できる医師の診断書を添付する。） 
   ２ この報告書は、事故発生後１０日以内に提出すること。 
   ３ この報告書には、労働者死傷病報告書（労働安全衛生規則第９７条関係様式の）写しの他に、図面・写真

等の参考書類を添付すること。 
      ４ 下請負人・被災者等で欄に不足が生じる場合は、様式を適宜作成すること。
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様式第２－３号（福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱第７条第２項関係） 
 
 
 

工事現場等における事故発生報告書 
 

                              年 月 日  
 
 （工事等執行権者） 様 
 
                                 請負者 住 所 
                        氏 名           印 
 
       発注工事において工事関係者事故（公衆損害事故）が発生したので、下記のとおり報告します。 
                                      記 

事  故  発  生  日 時       年  月  日（ ）     時  分 頃 
発  生  場  所  

工       事     名  
 
被災(労働)者 
 

住    所  
氏    名   勤務先  
生年月日    年  月  日 年齢     歳 性別  

 
被 災 の 程 度 

 

 
 
 

事故発生状況及び原因 
① どのような場所で 
② どのような作業をしている時に 
③ どのような物又は環境で 
④ どのような不安全な又は有害な状況にあって 
⑤ どのようにして事故が発生したか 
等を詳細に記入し被災状況

を図示する 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 安 
全 
管 

理 
対 
策 
 

 
 定例的な 
 安全管理対策 
 

 
 
 
 

 
 事故発生当日の 
 安全管理対策 
 

 
 
 
 

 （注） この報告書は、県発注工事に係る事故について提出すること。 
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第２編 治山編
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第２編の１ 一般調査

第１章 山地治山等調査

第１節 地形調査

（地形計測）

第１０１条 地形計測は、調査の目的、事業対象地の状況等により、次の各号に掲げる項

目について調査を行うものとし、調査項目は設計図書又は監督職員の指示によるものと

する。

（１）高度の計測

（２）起伏量の計測

（３）谷密度の計測

（４）傾斜の計測

（５）断面形の計測

（６）方位の計測

（７）空中写真判読

（８）現地踏査

（地形計測結果の整理）

第１０２条 地形計測により得られた情報は、調査等業務で利用できる図面等として整理

するものとする。

第２節 土質、地質調査

（弾性波探査）

第１０３条 弾性波探査は、地下地質構造の概要把握、ボーリング調査計画の立案のため

に行うもので、探査方法は屈折法及び反射法があり、方法の選択は設計図書又は監督職

員の指示によるものとする。

２ 受震器間隔は５～10ｍの範囲で、探査目的、目的深度、目標精度及び地形条件等を考

慮して決定するものとする。
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３ 測定の良否は現場で判定し、記録が不明瞭かつ不明確な場合は再測定する。

４ 測定結果は、走時曲線、速度層断面図等の作成・解析に利用できる資料として取りま

とめるものとする。

（電気探査）

第１０４条 電気探査は、地下地質構造の概要把握、ボーリング調査計画の立案のために

行うもので、探査方法は水平電気探査、垂直電気探査、高密度電気探査があり、方法の

選択は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

２ 測線は地すべりの移動方向又は地質構造とくに地層の走向方向に一辺を持った格子状

に設けることを標準とする。

３ 探査測点の間隔は、各測線上において５～10ｍ、 大20ｍ以内を標準とし、各測点で

の電極間隔のとり方は、 大電極間隔を基盤面深度の2.0～3.0倍にとり、 大電極間隔

までを10段階程度の電極間隔に区分する。

４ 調査結果は、比抵抗断面図、比抵抗等高線図、比抵抗分布図等の作成・解析に利用で

きる資料として取りまとめるものとする。

（ボーリング調査）

第１０５条 ボーリング調査は、詳細な地下地質構造の把握や土質定数推定、試料採取等

のために行うもので、ボーリング法は、ロータリーボーリングによるオールコアボーリ

ングを標準とし、次の各号に留意して掘削するものとする。

（１）コアは、必要な区間を採取するとともに、コアを乱したり変質させない。

（２）ボーリング掘削にあたっては、調査孔の周囲の地盤を乱したり、透水性を阻害しな

い。

（３）ボーリングの孔径は呼称径66mmを標準とする。

（４） 長尺のボーリング等で、削孔径を段階的に小さくする場合は、目的孔径のボーリン

グでコアを採取したのちに拡孔を行ってその区間をケーシングパイプで保護し、次の

コアボーリングを行う。

（５）ボーリングに使用する機械は、所定の深度、孔径及び削孔方向に対して、十分余裕
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のある能力の機械を使用する。

２ ロータリーボーリングによるコア採取が困難な場合は、監督職員と協議し他の適切な

調査法を適用するものとする。

３ ボーリングの深度は原則として設計図書又は監督職員の指示によるが、掘削途中で当

初予定と相違がある場合には監督職員と協議し、指示を受けなければならない。

４ 掘削方向は原則として鉛直下方とする。ただし、目的によって下方としない方が適し

ている場合は監督職員と協議して方向・角度を変えることができる。

５ 採取したコアは、採取後直ちにコア箱の所定の位置に整理して配列し、地層区分ごと

に仕切りをつけ、その深度を仕切り板に記入しなければならない。コア箱の蓋には、調

査地名、ボーリング孔番号、採取深度等を記入するものとする。

コアは、地質判定後、風化や酸化の防止及び乾燥防止のため直ちにビニール等で覆って

保存しなければならない。

掘進終了後、コア箱の内容を１箱ごとに１枚のカラー写真に撮影するものとする。

６ コア採取率が低く、コア箱に相当の空間ができても、コア採取深度を移動させてはな

らない。

７ 掘削後は、全掘進長に対して原則として保孔管を挿入するものとする。滞水層区間は

ストレーナ加工（ストレーナは径５mm、20ケ所／ｍ程度）を行うのを原則とする。なお、

保孔管をひずみ計とするときは、孔壁との空間を確実に充填して固定するものとする。

８ 孔口は縦・横各50cm、厚さ20cm程度の孔口止めモルタルを打設して、地表水の流入を

防止する。

９ コア採取を必要としない場合には、設計図書又は監督職員の指示によりノンコアボー

リングを行うものとする。

10 ボーリング作業中は、地盤の構成と土質・地質及び地下水の状況を判定するため、次

の各号に掲げる事項を作業日報に記入するものとする。

（１）掘進状況（概略の地質柱状図を添付する）

（２）地層の変わり目、岩質、土質、コア採取率（コア長／掘進長）、ＲＱＤ、亀裂の有無、

化石・石炭の有無、ガス存在、孔内温度の急激な変化等

（３）孔内崩壊、孔曲り、湧水・漏水の有無とその量（ℓ/分で表示する）
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（４）毎日の作業開始前及び作業終了後の孔内水位

（５）地層の種類、硬軟、色調、転石の大きさとその位置（色調は標準土色帳による）

（６）ボーリング中の送水量、送水圧、掘進圧、ハンドレバーの抵抗とその変化

（７）ベントナイトを使用した場合の使用区間と使用量

（８）ケーシングパイプの孔径、挿入長、挿入時期、挿入目的

（９）土質試料の採取位置、現位置試験の実施区間

（10）その他、掘進中に生じた地すべりの兆候等

(サウンディング調査)

第１０６条 サウンディング調査の主な試験方法は次の各号に掲げるとおりで、方法の選

択は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）標準貫入試験

標準貫入試験の試験方法は、JISA1219に準拠するものとする。

（２）簡易動的コーン貫入試験

簡易動的コーン貫入試験の試験方法は、JGS1433-2003に準拠するものとする。

（３）スウェーデン式サウンディング試験

スウェーデン式サウンディング試験の試験方法は JISA1221に準拠するものとする。

（４）ポータブルコーン貫入試験

ポータブルコーン貫入試験の試験方法は JGS1431-2003に準拠するものとする。

（５）原位置ベーンせん断試験

原位置ベーンせん断試験の試験方法は JGS1411-2003に準拠するものとする。

２ 試験の結果は、各試験の種類に応じて、図及びデータ表等に記録するものとする。

（土質試験）

第１０７条 土質試験の方法は、原則として日本工業規格、地盤工学会基準等に準じて行

うものとする。

２ 土粒子の密度等の物理的性質を求める試験、土のせん断抵抗角や透水係数等の力学的

性質を求める試験の方法の選択は、設計図書又は監督職員と協議し、現場状況に適合し
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た適切な方法を選択するものとする。

３ 試験の結果は、図表を用いて土の性質が判断できるよう取りまとめるものとする。

（アンカー試験）

第１０８条 アンカー試験の種類と方法は次の各号に掲げるとおりで、試験の種類の選択

は、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）アンカー引抜試験

アンカー引抜試験の載荷は５段階以上の多サイクルで行うものとする。

試験の結果は、荷重－変位量曲線の形で整理をし、さらに変位量を弾性変位量と

塑性変位量に分けて、荷重－弾性変位量曲線と荷重－塑性変位量曲線の形で図示す

るものとする。

（２）長期試験

長期試験は、時間経過に伴って定着時緊張力が低下していく過程を調査するリラク

ゼーション方式によって行うものとする。試験の結果は、対数目盛の横軸に経過時間、

普通目盛の縦軸に残存引張り力、アンカー頭部の変位量、反力板の沈下量、反力板の

沈下による荷重低下量等をまとめるものとする。

（３）載荷試験

載荷試験は、平板載荷試験と一点載荷試験があり、方法の選択は、設計図書又は監

督職員の指示によるものとする。

ア 平板載荷試験

平板載荷試験の方法は、地盤工学会の「地盤の平板載荷試験方法（JIS1521-200

3)」に準拠するものとする。

試験の結果は、調査地の諸元及び測定値等を整理し、荷重強度－変位曲線等にま

とめるとともに、地盤の変形係数を求めるものとする。

イ 一点載荷試験

一点載荷試験は、軟弱かつ古い堆積地盤等を対象とするのもので、次により行う

ものとする。

(ｱ) 反力装置としてバックホウを用いる。

(ｲ) 載荷方法は、試験に先立ち基礎地盤の土質別予備載荷荷重を目安として、予備
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載荷を行う。

(ｳ) 載荷及び除荷は、静かに行い、荷重が10kN以上、沈下量が５㎜程度以上を目安

として載荷を終了する。

(ｴ) 基礎地盤の許容支持力を、載荷重と沈下量の因子から求める。

第３節 土壌調査

（土壌断面調査）

第１０９条 土壌断面の調査は、治山植生の導入方法等を検討するための基礎資料を得る

ことを目的に、「森林土壌の調べ方とその性質」（森林土壌研究会編）に示す調査方法に

準じて行うものとする。

２ 土壌断面調査及び試料採取は、調査地域を代表する位置を選定して行う。

３ 土壌断面調査の掘削は、土壌構造等調査の目的に適合する観察用断面幅１ｍを標準と

し、深さは、原則として土壌母材層（Ｃ層）に達するまでとする。

４ 土壌の理・化学性調査のための試料は、所要の断面において採土円筒を用いて採取す

るものとする。

５ 調査結果は、土壌図、土壌断面図、土壌分析結果表等所定の様式に取りまとめるもの

とする。

（土壌孔隙調査）

第１１０条 土壌孔隙調査は、治山植生の導入方法等を検討するための基礎資料を得るこ

とを目的に行うもので、土壌を構成する細土、礫及び根などの固体と、固体と固体との

孔隙を満たしている水（液体）及び空気（気体）の三相組成について容積比、重量比等

を測定するものとする。

２ 三相組成の測定結果は、土壌の理学性分析表等に取りまとめるものとする。

（浸透能試験）

第１１１条 土壌の浸透能試験は、地表面にある水が土壌に一定時間で吸収される割合を

検討するための基礎資料を得ることを目的に行うもので、次の各号に掲げる方法があり、
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測定方法及び測定機器の設置位置等は、現地の状況に応じて選択するものとする。

（１）冠水型浸透計試験

冠水型浸透計試験は、マスグレーブの円筒浸透計内に水を供給し、給水タンクの減

水量を浸透強度として読みとり測定するもので、次により行うものとする。

ア 金属製円筒の土中への打ち込みは、土層を乱すことなくＢ層に達す程度を標準

とし、地表面に５～10㎝残す。

イ 円筒計内の地表面上が常に水膜を維持するよう給水を続け、測定は、給水タン

クの減水量を一定時間間隔で読みとる。

（２）流水型浸透計試験

流水型浸透計試験は、平田式山地浸透計枠内の上流縁に配置した十数条の細管から

一定の強度で水の供給を行い地表流出水を捕捉し、給水強度と地表流出強度との差を

浸透強度として読みとり測定するもので、次により行うものとする。

ア 金属枠の挿入は、土層を乱すことなく行う。

イ 一定の強度の水を１～２時間程度流下させ、一定時間ごとに給水量、捕捉水量

を測定する。

（３）散水型浸透計試験

散水型浸透計試験は、国立林試型浸透計等の測定枠内に、水滴方式等の散水によっ

て模擬降雨を与え地表流出水を捕捉し、給水強度と地表流出強度との差を、浸透強度

として読みとり測定するもので、測定方法は「流水型浸透計試験」に準ずるものとす

る。

第４節 林況、植生調査

（森林調査）

第１１２条 林況・植生の現地調査は、既存資料による調査を補完するもので、次の各号

の方法があり、調査方法は設計図書又は監督職員と協議し現地の状況に応じて選択する

ものとする。

（１）コドラート法

コドラート法は、出現植物の種類やその生育状況、現存植生の配置等を面的に把握
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するもので、標本区は草地や林分を代表する標準的な位置とするが、標本区数は特記

仕様書による。

（２）ライントランセクト法

ライントランセクト法は、樹木の種類や配置、出現頻度等を、線的な縦断方向で把

握し、林相断面図を作成するために実施する。林分の階層構造を把握するために、縦

断線上に樹冠（クローネ）がかかる植生を調べる。標本区の長さは、構成主体樹木の

樹高の２倍程度とするが、標本区数は特記仕様書による。

（３）ベルトトランセクト法

ベルトトランセクト法は、樹木の種類や配置、出現頻度等を、幅を有した縦断方向

で把握し、林相断面図・樹冠投影図を作成するために実施する。調査幅は５ｍを標準

とするが、構成主体樹木が大きい場合には５～10ｍ程度とする。林相断面図は、縦断

方向の特定の線上に樹冠（クローネ）が掛かる樹木を対象に、林分の階層構造を図示

する。標本区の長さは構成主体樹木の樹高の２倍程度とする。

（４）立木調査

立木調査は、調査対象地の立木の種類、樹高、胸高直径等について定量的に把握す

る。

（相対照度の測定）

第１１３条 相対照度の測定は、林内と林外において同時に一定時間の累積照度を測定し、

林外の照度を100とする百分率で林内相対照度を表すものとする。

第５節 気象調査

（現地における気象調査）

第１１４条 現地における気象調査は、現地に観測機器を設置して次の各号の調査を行う

もので、観測施設の設置位置等は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）降水量調査

自記雨量計等により調査する。降雪量を水量として調べる場合は、熱融解式の自記

雨量計等を用いて調査する。
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（２）降雪量調査

降雪量を深さとして調べる場合は、観測員により平板に積もった深さを測定尺等に

より㎝／日として累積記録する方法を基本とする。超音波あるいはレーザー計測等で

自動記録する方法による場合は、枯葉や霜柱による誤値発生を起こさないように留意

しなければならない。

（３）気温調査

高・ 低寒暖計、湿度計を内蔵する百葉箱を設置して調査する。

（４）風向・風速調査

風車型自記風向風速計を用いて瞬間風速、10分間平均風速、 大風速及び16方位風

向を調査する。

（５）積雪深調査、融雪量調査

測定尺等を用いて積雪断面の深さ及び各層の厚さ、雪質等を調査する。

（６）日射量・照度時間調査

現地に照度計等を設置して、日射量、照度時間を調査する。

第６節 流量調査

（流量調査）

第１１５条 流量調査の調査方法は次の各号に掲げるとおりで、調査方法は設計図書又は

監督職員と協議して選択する。

（１）堰測法

堰測法は、長方形、逆三角形等のノッチをもつ堰を越流する水位を測定し、水位流

量曲線式により流量の計算を行うものとする。

（２）流速法

流速法は、一定の流路断面を流れる水流の平均流速を、浮子又は流速計を用いて測

定し、流量の計算を行うものとする。

（３）洪水痕跡法

洪水痕跡法は、洪水後の浸水痕跡、植被のはがれ等両岸の洪水痕跡から洪水位を測

定して流積を求め、上下流の洪水痕跡の高低差から洪水流の水面勾配を想定して平均
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流速公式により流速を推算し、対象とした洪水の 大洪水流量を求めるものとする。

第７節 滞水・湧水調査

（滞水・湧水調査）

第１１６条 滞水・湧水調査は、局地的に地下水位が高い場所において、滞水又は湧水の

状況を把握するものとする。

２ 滞水・湧水調査の結果は、調査目的に応じて図表に取りまとめるものとする。

第８節 環境調査

(自然環境調査)

第１１７条 自然環境に関する現地調査は、既存の資料による調査を補完するもので、植

物調査、動物調査、水質環境調査とするが、調査の種類、調査項目、調査方法は設計図

書又は監督職員の指示によるものとする。

２ 植物調査の対象は、陸上植物と水生植物とし、植物相、植生分布、貴重群落等を把握

するものとする。

主な調査手法は、コドラート法、接線法、ポイント法、間隔法等がある。

３ 動物調査の対象は、哺乳類､鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫類等とし、動物の生

息種、その分布状況、貴重種の生息状況等を把握するものとする。

主な調査手法は、次の各号に掲げるものがある。

（１）ほ乳類

痕跡法、捕獲法

（２）鳥類

ラインセンサス法、定点法、採集法

（３）両生類・は虫類

直接観察法

（４）魚類・貝類

採集法

（５）昆虫類
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任意採集法、わな（トラップ）による採取法

４ 水質環境調査は、治山事業の施行によって変化する可能性のある水質の調査を行うも

のとする。

５ 自然景観調査は、主要眺望点等からの眺望写真を原則とするが、必要に応じて治山対

策をグラフィックデータとして眺望写真に合成するものとする。

６ 調査結果は図表に取りまとめるものとする。

第２章 地すべり調査

第１節 地形調査

(地形計測)

第１１８条 必要に応じて第101条に示す地形計測を行い、既存の基本図や地形図等の精度

を補完するものとする。

(地形計測結果の整理)

第１１９条 地形計測結果の整理は第102条によるものとする。

第２節 地表移動量調査

(簡易変位板)

第１２０条 地すべりによるクラックを挟んで杭に丁張をかけ、移動による丁張のずれを

観測するものとする。

(標識観測)

第１２１条 標識観測の方法には、見通し線測量、高低測量、三角測量、空中写真及びＧ

ＰＳがあり、観測方法は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

２ 標識観測の取りまとめは、平面図に測定地点、移動量、移動方向（ベクトル）、隆起及

び沈下量等の測定結果を記入するとともに、時間移動曲線図にまとめ、地中変動量調査

と関連付けができるようにするものとする。

移動量等の縮尺は、移動の実態が正確に把握できるものとし、平面図の縮尺にはとらわ

れず適宜大きくするものとする。

時間移動曲線図の縮尺は適宜とする。
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(地表伸縮計による観測)

第１２２条 地表伸縮計による観測は、地すべりの亀裂をはさんだ２地点間をインバー線

で連結し、その伸縮量を測定し、移動時期、移動量を測定するものとする。

２ 計器の設置場所は原則として不動地内とし、地すべりの移動方向と平行にインバー線

を張るものとする。計器は自記記録式とする。

３ 地すべりの移動が連続する場合、又は長大な斜面には、連続して数基の地表伸縮計を

設置し、地すべりの移動状況を正確に把握するものとする。

４ 調査の結果は、時間－移動量曲線図に取りまとめるものとする。

(地盤傾斜計による観測)

第１２３条 地盤傾斜計による観測は水管式傾斜計を用い、Ｎ-Ｓ及びＥ-Ｗ方向に直交す

る２台一組を水平にガラス板の上に設置して行うものとする。

２ 測定は、地すべり変動以外のノイズを棄却できるよう行うものとする。

３ 調査結果は、観測数値の差を傾斜量として、平面図に方向や傾斜量を合成した傾斜方

向、傾斜量を表示し、比較的小さな地すべり変動が、各地点で把握できるように作成す

るものとする。

第３節 物理探査

(弾性波探査)

第１２４条 弾性波探査は第103条によるものとする。

(電気探査)

第１２５条 電気探査は第104条によるものとする。

(地温探査)

第１２６条 測定時期は、原則として地下１ｍの平常地温と地下水温の差が５℃以上とな

る夏期を選定するものとする。

２ 測定は、地温の日変化の影響を避けるため先端にサーミスタのついた長さ1.5ｍの棒を

地中に挿入し、地下１ｍにおいて地温を測定するものとする。
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３ 測定の結果は、地下水分布図等の作成・解析に利用できる資料として取りまとめるも

のとする。

(自然放射能探査)

第１２７条 自然放射能探査の測定は、測線上の５～10ｍ間隔において携帯用NaI（ヨウ化

ナトリウム）検出器により行い、γ線スペクトル分析法等によって放射能（γ線）計数

率を求めるものとする。

２ 測定の結果は、破砕帯、断層及び地下水脈等の推測・解析に利用できる資料として取

りまとめるものとする。

(電磁探査)

第１２８条 電磁探査の探査方法には、MT法、CSAMT法及びTEM法があり、調査方法は設計

図書又は監督職員の指示によるものとする。

２ 測定の結果は、地層、岩相等の推測・解析に利用できる資料として取りまとめるもの

とする。

（リモートセンシング）

第１２９条 リモートセンシングは、地表物から反射・放射された電磁波を測定し、地質

構造や地下水の状態を把握するもので、測定に用いるセンサーは観測目的に応じた適切

なものを選定するものとする。

２ 測定の結果は、図表に取りまとめるものとする。

第４節 ボーリング調査

(ボーリング調査)

第１３０条 ボーリング調査は第105条に準ずるものとする。

第５節 物理検層

(電気検層)

第１３１条 電気検層の測定方法は、掘削中又は掘削完了後のボーリング孔内を利用する

比抵抗検層法のノルマル検層(２極法)によるものとし、他の方法による場合は監督職員
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と協議するものとする。

２ 電極間隔は、ボーリング孔径の0.8～3.0倍の範囲で２種類以上の電極間隔を組み合わ

せたものを標準とする。

３ 測定の結果は、地下構造、地層の厚さ、風化状況等の推定・解析に利用できる資料と

して取りまとめるものとする。

(速度検層)

第１３２条 速度検層の測定方法は、PS検層、サスペンションPS検層、音波検層を標準と

し、地質条件や地下水条件、現地状況に適合した方法を設計図書又は監督職員の指示に

より選択するものとする。

２ 測定の結果は、地すべり層区分の判定、岩盤物性等の推定・解析に利用できる資料と

して、取りまとめるものとする。

第６節 貫入試験

（標準貫入試験）

第１３３条 貫入試験は第106条第１号又は第３号によるものとする。

第７節 土質・岩石試験

(試料の採取)

第１３４条 試料の採取は、次の各号の方法を標準とし、採取方法は設計図書又は監督職

員の指示によるものとする。

（１）地表からのオープンカット、観測井及び試掘坑など直接地盤から資料採取。

（２）ボーリングコア及び標準貫入試験による試料を採取。

（３）ボーリング孔を利用したサンプラーにより試料を採取。

２ 採取した試料は、体積及び含水比の変化がないように気密性を保ち、衝撃を与えない

方法で輸送し試験室に搬入するものとする。

３ 採取した試料には、次の各号に掲げる記録を付するものとする。

（１）試料採取位置、採取年月日及び試験番号

（２）採取深度及び地質名

（３）使用したボーリングマシン名及びポンプの種類と容量
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（４）使用したサンプラー、クラウン及びコアチューブ名

（５）押し入れ長さと貫入方法

（６）シールの方法と保管の状況

（７）現場からの運搬方法

(土質試験)

第１３５条 土質試験は第107条によるものとする。

(岩石試験)

第１３６条 岩石試験は、原則として日本工業規格、地盤工学会基準等に準じて行うもの

とし、試験の方法は、設計図書又は監督職員と協議し、現場状況に適合した適切な方法

を選択するものとする。

２ 試験の結果は、図表を用いて岩石の性質が判断できるよう取りまとめるものとする。

第８節 粘土鉱物試験

(地すべり粘土鉱物試験)

第１３７条 粘土鉱物試験の試験方法は、試薬反応試験及びＸ線回折試験を標準とし、試

験の方法は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

２ 試験の結果は、図表を用いて粘土鉱物の化学的・物理的性質が判断できるように取り

まとめるものとする。

第９節 年代測定調査

(年代測定調査)

第１３８条 年代測定調査の方法は、１４C年代測定法及び火山灰編年法による年代測定を標

準とし、方法は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

２ 調査の結果は、試料の採取位置がわかるスケッチや地図及び年代測定値結果等を取り

まとめるものとする。
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第１０節 試掘観察調査

(試掘観察調査)

第１３９条 試掘観察調査は、集水井、排水トンネル又はテストピット等により、地層を

直接観察して土質、風化の状況及び湧水状況を把握するものとする。

２ 土質・岩石試験あるいは粘土鉱物試験のための試料採取の場合は、第134条によるもの

とする。

３ 調査の結果は、坑壁のスケッチ図等に取りまとめるものとする。

第１１節 気象調査

(気象調査)

第１４０条 気象調査は、現地での観測を原則とするが、困難な場合は監督職員と協議し

て、 寄りの気象観測所の観測データを用いるものとする。なお、この場合は必要に応

じてデータを補正するものとする。

２ 一般気象調査は、地すべり地及びその周辺地域の気温、湿度、風速、風向、日射量及

び日照時間等の気候データを継続観測するものとする。

３ 降水量調査は、現地で自記雨量計又は自動観測システムに接続した転倒ます式雨量計

による観測を標準とし、降雨と地すべり移動の関連性を調査するものとする。

４ 積雪量調査の観測方法は雪尺による方法及び超音波や光センサーを利用した積雪深計

による方法があり、選択は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

５ 融雪量調査には、現地で直接測定する方法と気温等を観測して融雪量等を推定する方

法があり、その選択は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

第１２節 地下水調査

(地下水位調査)

第１４１条 地下水位調査の測定方法は、触針式、フロート式自記水位計による観測、水

圧式センサーを使用した自記水位計による観測とし、調査方法は設計図書又は監督職員

の指示によるものとする。

２ 調査の結果は、地下水位変動図に整理するとともに、地下水位と地すべり移動の関係

がわかるように取りまとめるものとする。
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(間隙水圧調査)

第１４２条 間隙水圧調査は、すべり面付近の水圧のみが測定可能なように、あらかじめ

すべり面及び地下水帯の位置を十分確認してから行うものとする。

２ 測定は電気的な水圧計を用い、連続的に測定するものとする。

３ 調査の結果は、間隙水圧変動図に取りまとめるものとする。

(地下水検層)

第１４３条 地下水検層には、次の各号に掲げる地下水の電気抵抗を測定する自然水位検

層（食塩水検層）、汲み上げ検層、ステップ検層と、温度を測定する温度検層等があり、

調査方法は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）自然水位検層、汲み上げ検層

ボーリング孔内の地下水に対して、所定の深度毎の電気抵抗を観測する検層である。

観測は塩化ナトリウム投入前及び投入直後、10、20、30、60、120、180分間隔で、電気

抵抗の変化を記録する。孔内の地下水が自然の状態における水位に対して行う「自然水

位検層」と地下水を強制的に汲み上げ観測を行う「汲み上げ検層」がある。

（２）ステップ検層

ボーリング掘削の各段階において、自動地下水検層器を用いて行う検層である。１ス

テップの観測は、塩化ナトリウム投入・攪拌、自動地下水検層器の挿入設置及び撤去の

サイクルを繰り返して行う。削孔完了後に形成された地下水位に対して、塩化ナトリウ

ム投入前及び投入直後、5、10、20、30、45、60、90、120、180、240、360、480、600、

720分に自動地下水検層器で観測する。

２ 測定器は、高感度の電気伝導度計又は温度計を使用するものとし、プローブは孔内水

を攪拌しにくい構造とするものとする。

３ 調査の結果は、測定時間毎の比抵抗変化図又は温度変化図、及び検層地点等を明示し

た調査図を作成するものとする。

(地下水追跡調査)

第１４４条 地下水追跡調査に使用するトレーサーは、環境等に配慮し食塩（指標：塩素

イオン）を標準とし、投入孔は地すべり区域上流部の凹地や破砕帯等、地下水の起源の推
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定が可能なところとする。

２ 採水箇所は、地すべり地及びその周辺の調査孔及び地下水位観測専用孔、湧水点、集

水井等とする。

３ 調査の結果は、バックグラウンドの数値以上の値の検出により、地下水の流路及び流

速を推定し、次の各号の図表等にまとめるものとする。

（１）地下水追跡結果表

（２）地層状況等の検討

（３）投入地点、採水地点等を明示した調査図

（４）地下水流路想定断面図

(簡易揚水試験)

第１４５条 簡易揚水試験は掘進中のボーリング孔を使用して行うものとし、一定のボー

リング区間ごとに掘進を止めて測定するものとする。

２ 試験の結果は、水位回復曲線を作成し、各区間の透水係数を求め、地質柱状図に揚水

量と透水係数を表示して取りまとめるものとする。

(揚水試験)

第１４６条 揚水試験の揚水孔は、対象とする地下水層に当たる区間のみにストレーナ加

工を施した保孔管を挿入し、地下水層の上下をグラウトにより遮水するものとする。

２ 観測孔は揚水孔を中心に十字に配置し、揚水孔と同様に地下水層の上下をグラウトに

より遮水するものとする。

３ 予備試験を行い、地下水層上面で水位が維持できる計画揚水量を決定するものとする。

４ 本試験は、揚水孔と観測孔の水位を測定しながら計画揚水量で揚水し、各水位が平衡

状態に達したら揚水を停止し、初期水位に回復するまで水位を測定するものとする。

５ 測定の結果は、水位変化図、地下水面等値線図などに取りまとめるとともに、透水係

数などを算出するものとする。

(水質調査)

第１４７条 水質調査には現地測定と室内試験があり、調査方法及び調査項目については

設計図書又は監督職員の指示により、現地の状況に適合した方法等を選択するものとす
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る。

２ 地下水の水質特性を把握する場合は、降雨や融雪期の影響を受けないように、原則と

して、天候の安定した時期に実施するものとする。

３ 測定の結果は、次の各号の項目を明記して、図表に整理するものとする。

（１）採水個所・採水方法

（２）採水日時・天候

（３）水質の測定・分析方法

(地下水流出量調査)

第１４８条 地下水流出量調査の測定には次の各号の方法があり、現地の状況に適合した

方法を設計図書又は監督職員の指示により選択するものとする。

（１）量水桝又は量水箱を用いて、時間当たりの水量を直接測定する方法。

（２）量水堰（ノッチ堰）を取り付け、越流する水位高さを直接又は自記水位計などで測

定し、流量公式（JISB8302など）により流出量に換算する方法。

（３）流量計を設置して測定する方法。

２ 測定の結果は、流出量変動図等に取りまとめるものとする。

第１３節 地中変動量調査

(すべり面測かんによる観測)

第１４９条 すべり面が複数存在すると考えられる場合は、深さを変えて複数の測かんを

設置するものとする。

２ 測定の結果は、調査孔ごとに測定年月日、測かん不通過深度をまとめ、地質断面図中

に図示するものとする。

(パイプひずみ計による観測)

第１５０条 観測に使用するひずみ計は、地すべり移動方向が明らかな場合は１方向２ゲ

ージ式とし、明確でない場合は２方向４ゲージ式とし、ゲージの貼付間隔は1.0ｍを標準

とするものとする。

２ 設置は、移動層のひずみがプラスとなるようにし、孔壁との空間を確実に充填して固

定するものとする。
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３ 測定は正逆２回行うものとし、地すべりの移動状況によっては監督職員と協議し変更

するものとする。

４ 測定の結果は、各調査孔ごとにひずみ累積変動図及びひずみ柱状図に取りまとめるも

のとする。

(孔内傾斜計による観測)

第１５１条 孔内傾斜計による観測は、直交した２方向に案内溝を持つガイドパイプをボ

ーリング孔に挿入し、孔壁との空隙にグラウトを行って固定し、定期的に傾斜計を挿入

して計測するものとする。

２ 測定は、ガイドパイプの案内溝にあわせて傾斜計を挿入し、鉛直に対する傾斜を直行

する２方向に対して、深度が50cmごとに正逆２回計測するものとする。ただし、地すべ

り移動方向が明確な場合は、１方向とすることができる。

３ 測定の結果は、X 軸、Y 軸の傾斜角を深度ごとに合成し、孔底からの累積したたわみ

量をたわみ図にまとめるものとする。

(地中伸縮計による観測)

第１５２条 観測に使用するワイヤの先端は、すべり面下の基岩層にグラウトにより固定

するとともに、動きやすいようにワイヤは保孔管の中を通し、保孔管の外周は砂又はグ

ラウトにより充填するものとする。

２ 測定の結果は、計測したワイヤの伸縮量を移動量として図表に取りまとめるものとす

る。

(多層移動量計による観測)

第１５３条 多層移動量計の設置は、ワイヤをガイドパイプに取り付ける場合と、ワイヤ

を塩化ビニール管内に取り付ける場合があり、方法の選択は設計図書又は監督職員の指

示によるものとする。

２ 固定する深度間隔は１ｍを標準とし、ワイヤは孔口付近で計測器具に接続して計測す

るものとする。

３ 測定の結果は、ワイヤの伸縮量から各層の移動量及びすべり面の位置が判定できるよ

うに図表に整理するものとする。
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第１４節 施工計画調査

(孔内載荷試験)

第１５４条 ボ－リング孔内載荷試験には、等分布荷重方式と等変位方式があり、試験の

方法は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

２ 試験の結果は、調査地の諸元及び測定値等を整理したうえ、荷重強度－変位曲線、地

盤の変形係数等に取りまとめるものとする。

(アンカー試験)

第１５５条 アンカー試験は第108条によるものとする。
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第２編の２ 解析等調査

第１章 山地治山等調査

第１節 山地治山等調査の概要

(山地治山等調査の概要)

第２０１条 山地治山等調査は、事業の目的及び対象区域の現況等に応じて、次の各号の

内容について調査を行うものとし、第２編の１「一般調査」で示す水準の調査を行う場

合は、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）山地治山事業

山地治山事業は、荒廃地の復旧整備、荒廃危険地の崩壊等の予防を目的として、治山

施設の適切な配置と森林整備により、災害の防止又は軽減、水源かん養を図るために必

要な調査を行うものとする。

（２）防災林造成事業

防災林造成事業は、なだれの危険防止、土砂の流出及び崩壊の防備、飛砂、潮害、風

害又は霧害の防備を目的として、森林の造成及び整備を図るために必要な調査を行うも

のとする。

（３）共生保安林整備事業

共生保安林整備事業は、市街地若しくは集落又は主要公共施設の周辺に存ずる森林の

造成・改良・整備、自然環境の優れた地域等における森林の景観、生態系等に配慮した

総合的な整備を図るために必要な調査を行うものとする。

（４）水源地域整備事業

水源地域整備事業は、水資源の確保と国土の保全等を目的として、重要な水源地域、

奥地水源地域等の荒廃地や荒廃森林における復旧整備を実施するために必要な調査を行

うものとする。

（５）保安林整備事業

保安林整備事業は、保安林及び治山事業施行地の森林の改良整備、保育、保安林の買

入に必要な調査を行うものとする。

（６）保安林管理道整備事業

保安林管理道整備事業は、治山事業の計画的かつ効率的な実施及び保安林の適正な維

持管理を目的として、保安林管理道の開設・改良に必要な調査を行うものとする。
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（７）その他の事業

その他の事業は、前第１号から第６号のうち、類似するいずれか一つの事業に準じて

行うものとする。

２ 前項第１号から第５号及び第７号に示す事業の具体的な調査項目は、表－１に示す内

容を標準とし、事業の目的及び対象地区の現況等に応じて適宜増減することができるも

のとするが、調査項目の選択は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

３ 前項第６号に示す事業の具体的な調査項目は、第３編林道編第１章「解析等調査」に

準じるものとする。
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表－１ 事業別調査項目選定表

共 水 保

事業体系 山地治山 防災林造成 生 源 安

保 地 林

安 域 整

調査項目 林 整 備

整 備

備

復 予 水 な 土 海 防 共 水 保

事 業 名 旧 防 土 だ 砂 岸 風 生 源 安

治 治 保 れ 流 防 林 保 地 林

山 山 全 防 出 災 造 安 域 整

治 止 防 林 成 林 整 備

山 林 止 造 整 備

造 林 成 備

成 造

成

予備調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現地調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地形・地質・土壌等調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海象・漂砂調査 ○

林況、植生調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

気象調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水文調査 ○ ○ ○ ○

荒廃現況調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○

荒廃危険地調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○

荒廃森林調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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共 水 保

事業体系 山地治山 防災林造成
生 源 安

保 地 林

安 域 整

調査項目 林 整 備

整 備

備

復 予 水 な 土 海 防 共 水 保

事 業 名 旧 防 土 だ 砂 岸 風 生 源 安

治 治 保 れ 流 防 林 保 地 林

山 山 全 防 出 災 造 安 域 整

治 止 防 林 成 林 整 備

山 林 止 造 整 備

造 林 成 備

成 造

成

海岸荒廃現況調査 ○

風害調査 ○ ○

なだれ調査 ○

火山特性調査 ○ ○ ○ ○

環境調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

社会 既往災害及び法令・ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

的特 規制等調査

性調 保全対象調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

査 防災施設等調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総合検討及び基本方針の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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共 水 保

事業体系 山地治山 防災林造成
生 源 安

保 地 林

安 域 整

調査項目 林 整 備

整 備

備

復 予 水 な 土 海 防 共 水 保

事 業 名 旧 防 土 だ 砂 岸 風 生 源 安

治 治 保 れ 流 防 林 保 地 林

山 山 全 防 出 災 造 安 域 整

治 止 防 林 成 林 整 備

山 林 止 造 整 備

造 林 成 備

成 造

成

全 基本事項の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体 施設等整備計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 森林整備計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

画 管理道等整備計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○

の 災害予知施設等の計画 ○ ○ ○

作 事業量の算定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

成
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第２節 調査項目

(予備調査)

第２０２条 予備調査は、地形図、地質図、空中写真、気象観測資料、森林調査簿等及び

植生図、調査・研究等の既存資料を用いて、当該地域の自然的特性、荒廃現況等の概略

を把握するものとする。

(現地踏査)

第２０３条 現地踏査は、調査区域の地形・地質・土壌、荒廃現況、林況・植生等、流域

の防災施設及び既往の災害実態等の概況を調査するものとする。

(地形・地質・土壌等調査)

第２０４条 地形・地質・土壌等調査は、事業対象地の地形、土質、地質及び土壌の特性

について次の各号により調査を行うものとする。必要な場合は、設計図書又は監督職員

の指示により、第２編の１第１章第１節「地形調査」、第２節「土質、地質調査」及び第

３節「土壌調査」に示す調査を行い、資料を補完する。

（１）地形調査

ア 山地治山等

調査対象地域の高度分布、起伏量、谷密度、傾斜、断面形、方位等の地形特性を

現地調査し、資料の確認・補正を行う。

イ なだれ防止林造成

調査区域の標高、方位、傾斜、形状、保全対象の位置等の地形特性を現地調査し、

資料の確認・補正を行う。

ウ 土砂流出防止林造成

調査区域の標高、方位、傾斜等の地形特性を現地調査し、資料の確認・補正を行

うものとする。

エ 海岸防災林造成

調査対象地及びその周辺の陸上地形を現地調査し、また、必要な場合は監督職員

の指示により海底地形を調査し、資料の確認・補正を行う。

オ 防風林造成

調査対象地及びその周辺の地形、地物、土地の利用状況等の地形特性を現地調査



128

し、資料の確認・補正を行う。

（２）土質、地質調査

ア 山地治山等

調査対象地域の土質及び地質の特性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。

イ なだれ防止林造成

山地治山等に準ずるが、なだれ発生地では、積雪の移動による地表の侵食あるい

は露頭する基岩の擦痕、運ばれた土石の堆積地等を把握し、なだれ発生箇所及び規

模等の資料の確認・補正を行う。

ウ 土砂流出防止林造成

山地治山等に準ずるが、植栽樹種の選定、侵食等に対する対策を検討するため調

査対象地並びにその周辺の土壌、土質及び地質の特性を把握し、資料の確認・補正

を行う。

エ 海岸防災林造成

山地治山等に準ずるが、軟弱土層の分布する汀線付近では、構造物の沈下・破壊

の生ずるおそれがあるので、地質特性を把握するため、監督職員の指示によりボー

リング等による精査を行い、資料の確認・補正を行う。

オ 防風林造成

山地治山等に準ずるが、造成地は一般に平坦地が多く、局部的に地下水の高い箇

所が見られることに留意して、資料の確認・補正を行う。

（３）土壌調査

ア 山地治山等

調査対象地域の土壌の成因、形態及び物理的、化学的性質を現地調査し、資料の

確認・補正を行う。

イ 海岸防災林造成

山地治山等に準ずるが、植栽導入する場合は、砂の粒径、塩分含有量等について調

査する。

ウ 防風林造成

山地治山等に準ずるが、防風施設等の構造等を決定する場合は、粒径、密度、含

水率等を把握し、風食発生の限界風速を調査する。
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(海象・漂砂調査)

第２０５条 海象・漂砂調査は、調査対象地並びにその周辺の潮位・波浪の状況、流況及

び漂砂等について、次の各号により調査を行うものとする。

（１）潮位調査

実測値及び推定値に基づいて、潮汐、高潮、津波による潮位、セイシュ、副振動等の

状況等を調査する。

（２）波浪調査

既存の資料及び現地調査に基づいて波高、波長、波の周期、波向、波形勾配、再現期

間等を把握する。

（３）流況・漂砂調査

調査地海岸に影響を及ぼす卓越流の流向、流速、漂砂を調査する。

(林況、植生調査)

第２０６条 林況、植生調査は、事業対象地及びその周辺の林分の種類、林齢、樹高、胸

高直径、樹冠、疎密度等のほか、下層植生の種類、成育状況等を調査し、林相図、植生

図等を作成するものとする。必要な場合は、設計図書又は監督職員の指示に基づき、第1

12条第１号による植被率・被度・優先度・群度の把握、樹幹解析や成長錐等を用いた追

加調査を行って資料を補完する。

(気象調査)

第２０７条 気象調査は、事業対象地及びその周辺を対象に、 寄りの気象観測所に設け

られた観測施設の記録により、降水量・気温・降雪量・風等の気象特性の調査を行うも

のとする。必要な場合は、設計図書又は監督職員の指示に基づき、第114条による調査を

行って資料の補完を行う。

(水文調査)

第２０８条 水文調査は、既存の水文資料の収集整理などを通じて事業対象流域の水文量

を把握し、Ｎ年確率雨量、計画施設箇所における 大洪水流量及び流下可能流量等を算

出するものとし、次の各号により調査を行うものとする。

（１）確率水文量計算
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調査地の 寄り気象観測所等における降水量、洪水流量などの極値データを収集し、

当該地域の確率水文量を算出する。

（２）流出解析

流出解析の方法は、洪水流出解析と長期流出解析があるが、流域の特性を勘案して調

査目的に見合った解析方法を選定する。

（３）洪水流出量の計算

洪水時の流出量は、適切な計算モデルによって推定するものとするが、原則として合

理式法により 大洪水流量を算出する。

（４）流量調査

必要に応じて、設計図書又は監督職員の指示に基づき、第115条による調査を実施す

る。

(荒廃現況調査)

第２０９条 荒廃現況調査は、調査対象地域の荒廃現象について、現地踏査を主体に、空

中写真の判読結果と対比するなどして、対策工の必要性・工法の概略を把握し、荒廃現

況図を作成する。なお、整備目標を立案するため、調査対象地域及びその周辺地域につ

いて、次の各号により調査を行うものとする。

（１）侵食量調査

渓流に設けられたダム施工年度とその堆砂量から侵食量を推定する。また、必要に応

じて設計図書又は監督職員の指示により、観測期間を定めたピンによる斜面侵食・堆砂

量の把握、斜面下部に流出土砂を受ける箱を設置、USLE 法による侵食量予測計算を

行って侵食量を予測する。

（２）崩壊地調査

ポール及びメートル縄等による実測調査及び空中写真等から作成する地図情報等の

読み取りにより、崩壊地の分布、特性等を把握するため、次の調査を行う。

ア 崩壊地分布調査

0.01ha以上の崩壊地の面積、崩壊地箇所数等の状況を把握し、当該地域面積ある

いは単位面積当たりの崩壊面積・箇所数を算出する。

イ 要因調査

地形・地質等、崩壊地発生の素因及び降雨・地震等の誘因を把握する。
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ウ 動態調査

(ｱ) 山腹斜面の土層が現に活動しているか又は活動するおそれがある場合に、設計

図書又は監督職員の指示により、地表移動標及びひずみ計等の設置観測を行い、

地表又は土層中の変位量を把握する。

(ｲ) 調査は、第２編の１第２章第２節「地表移動量調査」及び第13節「地中変動

量調査」により行う。

エ 形態調査

崩壊地の形状等を調査し、調査区域の新生崩壊地等の崩壊形態及び崩壊規模を把

握する。

オ 植生調査

崩壊地及びその周辺部の林相・植生の種類、出現頻度、生育状況等を把握する。

カ 土砂量調査

残留土砂量、拡大見込量、侵食土砂量を調査集計して、生産・流出・堆積の相関

関係を把握する。

キ 工法及び施設の位置等

山腹工の工種・工法、構造及び導入植生、施設の配置位置等の概略及び自然復旧

の可能性を把握する。

（３）荒廃渓流調査

現地調査及び空中写真の時系列分析等により、荒廃渓流の分布及び渓流中の荒廃部

分の分布、土砂流出の特性等を把握するため、次の調査を行う。

ア 渓流荒廃地の分布・規模調査

原則として荒廃の延長が30ｍ以上で、渓流の源頭部の勾配が20°までの渓流荒廃

地の、延長、幅、深さを調査する。

なお、必要に応じて設計図書又は監督職員の指示により渓岸侵食あるいは土砂の

堆積等の著しい渓流等を対象として、ポール、メートル縄及びクリノメーター等に

よる実測調査を行う。

イ 要因調査

渓流荒廃地等の原因を調査し、山腹崩壊、渓岸侵食及び地すべり等に分けて把握

する。

ウ 動態調査
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渓床面の変動量、渓岸の変動量等を把握する。

エ 土砂量調査

不安定な渓床堆積物の土砂量、渓床堆積物の変動量を把握する。

オ 工法及び施設の位置等

渓間工の工種・工法、構造及び施設の配置位置等の概略を把握する。

（４）落石荒廃地調査

落石のおそれのある箇所及びその周辺において、次の調査を行う。

ア 落石危険地の分布・範囲調査

落石荒廃地の分布を把握する。

イ 要因調査

傾斜、斜面形状、微地形、斜面長、斜面方位及び崩壊地等の地形的特性を把握し、

落石の発生原因を素因と誘因から解析する。

ウ 形態調査

落石の発生形態を把握する。

エ 動態調査

調査対象地における既往の落石発生状況の調査結果から、落石の方向、軌跡、速

度及び運動エネルギー等の特性を把握する。必要な場合は、設計図書又は監督職員

の指示により、被害区域の想定と防護施設の設計速度の算出に資するシミュレーシ

ョン解析を行う。

オ 植生調査

調査対象地及びその周辺の林況及び植生を調査し、植生導入樹種の選定、森林の

抑制効果等を把握する。

カ 工法及び施設の位置等

落石防止工の工種・工法、構造、森林造成及び施設の配置位置等の概略を把握す

る。

(荒廃危険地調査)

第２１０条 荒廃危険地調査は、崩壊の発生、土石流の発生、流木の発生の危険性がある

箇所及び発生時の状況等を推定するため、次の各号により調査を行うものとする。

（１）崩壊発生の推定
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ア 要因調査

崩壊の発生と密接に関わる地質、地況、林況及びその他の自然条件等を把握する。

イ 山腹荒廃危険地の推定

地形、地質等の崩壊発生要因等を総合的に検討し、危険地を推定する。

ウ 面積及び崩壊土砂量の推定

山腹荒廃危険地における崩壊の種類、崩壊面積、崩壊土砂量の概数を把握する。

エ 崩落等の影響範囲の推定

崩壊の発生位置、直下の地形から崩落土砂の到達距離及び広がりを推定する。

（２）土石流発生の推定

ア 要因調査

類似箇所の土石流等の実態を参考に、土石流の発生形態、流下の形態と密接に関

わりを持つ因子を選択して、要因を推定する。

イ 危険性の推定

斜面崩壊による発生土砂及び渓流に存在する不安定土砂と土石流流下に関わる渓

流等の要因を総合的に検討し、土石流の危険性を推定する。

ウ 流出土砂量等の推定

渓流等まで到達する土砂量と、渓流等に堆積する不安定土砂量から、流出土砂量

等を推定する。

エ 影響範囲の推定

流出土砂量の多少、現況流路の縦断勾配、横断形状の地況、林況等から、土石流

の停止位置と広がりを推定する。

（３）流木発生の推定

崩壊及び土石流発生の推定を行った後、その範囲に存在する立木、また、山腹斜面

における倒木や渓床に体積している流木から、流木発生及び流木量を推定する。

(荒廃森林調査)

第２１１条 荒廃森林調査は、被災森林・公益的機能の低下又は機能の高度発揮を図る必

要のある保安林の被災要因及び機能の程度、発現の可否等、荒廃森林の位置・面積の把

握のため、次の各号により調査を行うものとする。

（１）地形調査
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傾斜、斜面形状、斜面長、斜面方位及び崩壊等の地形的特性を把握する。

（２）林況、植生調査

調査区域及びその周辺の森林について、林況及び植生、樹冠疎密度等を調査して、森

林の造成の可否等について把握する。

（３）要因調査

森林荒廃あるいは森林被害の素因及び誘因を把握する。

（４）形態調査

荒廃森林の位置、地被植生の有無、ガリー発生の有無及び表層土壌の流亡の有無等を

把握する。

（５）森林造成調査

育成単層林及び複層林の造成、導入樹種、造成の範囲等の概略を把握する。

（６）森林被害調査

調査対象地域及びその周辺の気象害、病害、虫害等の被害の状況及び特性を把握する。

（７）森林機能調査

現況森林が有する水源かん養機能、山地災害の防止又は軽減機能の状況及び特性を把

握する。

ア 水源かん養機能調査

調査対象流域における河川流量の変化傾向、渇水の頻度及び影響範囲を把握する。

イ 災害の防止又は軽減機能調査

調査対象地域における土砂の崩壊・流出に伴う災害の現況及び発生の可能性を把

握する。

(海岸荒廃現況調査)

第２１２条 海岸荒廃現況調査は、海岸侵食・荒廃砂地・斜面崩壊地及び背後地の風害・

潮害・飛砂害等の被災危険地を含め、位置・面積等の必要な事項を把握するため、次の

各号により調査を行うものとする。

（１）海岸侵食調査

砂丘の崩壊及び海崖脚部の侵食等によって荒廃した海岸線の侵食原因、形態、侵食範

囲等を把握する。

（２）荒廃砂地調査
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植生の埋没あるいは枯損して裸地化した砂地等の荒廃原因、形態、荒廃範囲等を把握

する。

（３）海岸斜面崩壊

海崖が崩壊又は地すべりによって荒廃した原因を把握するとともに、地況の変化につ

いて調査する。

（４）被害区域調査

海岸防災林の施工対象予定地又は後背地の風害、潮害、飛砂害、越波の害等のある区

域を把握する。

(風害調査)

第２１３条 風害調査は、周辺の農地等を含めた範囲において、風害の種類・発生時期及

び位置・面積・被害の程度等、必要な事項を把握するため、次の各号により調査を行う

ものとする。

（１）風害の種類

現地調査や既存の気象資料等により、風害の種類及び特性を把握する。

（２）風害の範囲及び程度

現地調査により林木、農作物、施設の被害範囲及び程度を調査し、農作物の減収、品

質の低下等を聞き取り等によって把握する。

(なだれ調査)

第２１４条 なだれ調査は、森林造成計画、なだれ防止施設の種類、配置、構造等の計画

を策定するため、次の各号により調査を行うものとする。

（１）なだれの種類

なだれの発生の形、なだれ層の雪質、すべり面の位置等のなだれの発生形態や流れ型、

煙り型等の運動形態を把握する。

（２）なだれの発生状況

なだれの発生部位、規模、到達範囲、発生頻度等を調査する。

ア なだれの発生部位

なだれの区域を、発生区、流下する走行区、流下した雪が留まる堆積区に区分し、

調査図に明らかにする。
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イ 発生区の調査

発生頻度、発生部位、斜面長、幅、発生形態、規模（発生量）等を調査し、なだ

れの発生に雪ぴが関係している場合は、尾根筋付近の雪ぴの発生状況について調査

する。

ウ 走行区の調査

なだれの幅、走行経路等について、立木の損傷状況、地山の擦痕等を把握する。

エ 堆積区の調査

なだれの到達範囲、堆積量等を調査するが、把握が困難な場合は、保全対象の被

災状況等を参考として推定する。

（３）積雪状況

なだれの発生時及び発生前一定期間中における気温、降雪量、雪質、積雪状況を調査

する。

（４）解析調査

被害区域の想定と防護施設における設計荷重を把握するが、必要により設計図書又は

監督職員の指示によりシミュレーション解析を行う。

(火山特性調査)

第２１５条 火山特性調査は、活動期の火山又は兆候が顕著な火山地域を対象として、そ

の地域での名称及び火山活動の形式・歴史及び火山噴出物の産出・降下・流動等の活動

状況・経緯について、予備調査、現地調査により把握するものとする。

(環境調査)

第２１６条 環境調査は、事業対象地域及びその周辺の環境及び景観を既存の資料より把

握し、必要に応じて現地調査により確認、補正するものとする。

２ 環境調査は、次の各号に掲げる調査があり、設計図書又は監督職員の指示により必要

なものを調査する。

（１）植物調査

文献及び聞き取り調査等により、植物相、植生分布、貴重種及び貴重群落等を把握す

る。

（２）動物調査
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文献及び聞き取り調査等により、動物の生息種、生息密度、行動圏及び貴重種の生息

状況等を把握する。

（３）水質環境調査

治山工事の施工に伴う濁水等により、下流域の水利用等に影響を及ぼすことが推定

される場合に、現地計測、採水による定量分析により、水質の変化を把握する。

（４）自然景観調査

施設等の設置予定箇所周辺の主要景観地の分布状況、主要点からの眺望の状況及び自

然環境保全上特に留意するものを把握する。

３ 調査の結果から環境への影響を予測し、必要な保全対策を検討するための資料として

取りまとめる。また、必要に応じて事業実施後の検証方法を提案するものとする。

(社会的特性調査)

第２１７条 社会的特性調査は、災害記録及び周辺における地域開発計画や、各種法令指

定地、保全対象などを次の各号により把握するものとする。

（１）既往災害及び法令・規制等調査

気象災害、地震災害等による被害の状況・区域及び発生年月日等の既往災害記録、地

域開発計画・水利用等の社会的特性などについて把握する。また、周辺における山地災

害危険地区・保安林・自然公園区域等の法令等指定状況を把握する。

（２）保全対象調査

被害が及ぶ範囲を想定して、地域開発計画を含む学校、公民館、道路、鉄道、発電施

設等の公用・公共施設及び人家、居住人口、農耕地、水利用施設等の位置・数量等を把

握する。

（３）防災施設等調査

治山施設、砂防施設、河川施設、多目的ダム等の既存もしくは計画中の防災施設又は

これらに付随した施設等の位置・規模・構造・施工年度等について調査し、調査図等に

明らかにする。

(総合検討及び基本方針の策定)

第２１８条 各調査項目の調査結果に基づいて、事業対象区域内における整備目標及び整

備水準等について総合的に分析・検討し、基本方針を策定するものとする。
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第３節 全体計画の作成

(基本事項の策定)

第２１９条 基本事項の策定は、他事業との関連についても十分検討したうえで、整備の

対象とする現象を明確にし、現象等の発生原因である降雨・降雪・地震等の天然現象の

規模又は頻度を踏まえた、抑止・抑制又は改善しようとする整備目標、整備水準、整備

計画量、整備方針の設定を図り、併せて公益的機能発揮等の効果・便益等を含めた基本

事項を策定するものとする。

２ 基本事項の策定は、治山施設と森林等の整備を一体的及び総合的に行うものとなるよ

う努めるものとする。

(施設等整備計画)

第２２０条 施設等整備計画は、保全対象と荒廃状況との関連において決定される緊急性

等を踏まえて対策工を策定するものとし、山腹荒廃・山腹荒廃危険地及び荒廃渓流等の

復旧・整備に必要な防災施設を計画する。計画に当たっては、適切な工種・工法の選定

と施設の配置を図るとともに、事業実行に必要とする仮設工等の付帯施設を計画するも

のとする。

(森林整備計画)

第２２１条 森林整備計画は、被災等による荒廃森林、公益的機能の低下又は機能の高度

発揮が阻害されている保安林等を対象として、整備する目標林型の設定を図り、整備面

積及び種類・方法等の造成計画を策定するとともに、造成基礎工の必要性について検

討・計画するものとする。

(管理道等整備計画)

第２２２条 管理道等整備計画は、治山施設及び森林整備等の実行に当たって必要とする

保安林管理道等の路網を計画するものとする。

(災害予知施設等の計画)

第２２３条 山地災害の予知施設、火山動態観測施設は必要に応じて設置するものとし、

気象観測・土石流センサー・監視カメラ等の土砂災害監視・警報システム、観測・監視
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局等の設置位置・方式等について計画するものとする。

(事業量の算定)

第２２４条 計画する治山施設、森林整備及び付帯施設等は、工種別に構造・数量・金額

について取りまとめるとともに、施工の優先順位を定めるものとする。

第４節 山地治山等調査の取りまとめ

(全体計画図の作成)

第２２５条 全体計画図は、計画対象区域、荒廃地等の現況、整備計画量、治山施設及び

森林整備箇所の配置、施工の優先順位等、一体的に明示したものを作成するものとする。

(照査)

第２２６条 照査は、次の各号により調査業務の各段階で行うものとする。

（１）基本条件の照査

現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あるいは収集可能で

あるか、設計図書の内容を理解しているのか等の確認を行う。特に、計画立案に重要な

項目の調査が適切に実施可能であるのかの照査を行う。

（２）細部条件の照査

発注者との協議内容が適切に調査に反映されているか、調査目的に合致した調査が進

められているか、計画立案に向けて適切な取りまとめが遂行中であるか等、調査中の各

段階において照査を行う。特に、計画内容が設計や工事等に十分に役立つものになるの

かの確認を行う。

（３）成果品の照査

設計図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映されているか、取

りまとめ内容が設計や工事等に十分に役立つものとして取りまとめられているか等の確

認を行う。また、図表や説明文、数量及び概算工事費等に誤りが無いかの確認を行う。

(報告書等の作成)

第２２７条 調査目的や項目、方法及び調査収集資料の総合的な分析・検討を踏まえ、計

画策定の基本方針並びに計画等の内容・調査結果、その他提言等について取りまとめる
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ものとする。

２ 山地治山等調査の取りまとめは、表‐２により行うものとする。

３ 表－３に示す成果品の一覧に準じて、必要なものを作成するものとする。
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表－２ 全体計画調査の取りまとめ事項及び内容

事 項 内 容

対象区域の現況 自然的特性、社会的特性、荒廃特性、法指定状況、既存

の治山施設等の整備状況等の必要な事項について記載す

る。

期待される森林の公益的機能 高度発揮が期待される主な森林の公益的機能について記

載する。

荒廃地等の現況 山腹荒廃地面積、山腹荒廃危険地面積、荒廃渓流面積、

土砂量、荒廃森林面積、（被災した森林、機能の低下した

森林、機能の高度発揮を図るべき森林）、地すべりブロッ

ク面積等の必要な事項について記載する。

保全対象との関連 山腹荒廃地、渓流荒廃地、荒廃危険地等から流出する土

砂等の影響を受ける保全対象及び地域開発計画等と整備す

る治山施設等との関連について記載する。

整備目標等 整備目標 事業において整備の対象とする現象を明確にし、整備対

象とする現象ごとに、これらを抑止、抑制、または改善し

ようとする内容を記載する。

整備水準 対象区域又は近傍の降雨、降雪、風、波浪、地震等の天

然現象の規模又は頻度を踏まえた抑止又は抑制の水準、地

すべり防止対策における目標安全率、森林整備において目

標とする林型などを事業の整備水準として記載する。

整備計画量 山地災害、水害、渇水、濁水等の災害や森林の機能の低

下がもたらす影響の規模、範囲、特性を設定するとともに

事業の実施によってもたらされる公益的機能発揮の投資効

果便益を総合的に勘案して整備対象地の復旧・整備を計画

する量及びその量の設定の考え方を記載する。

整備方針 整備目標を達成するため必要な治山施設及び森林整備の

主な種類、施工方法、配置及び施工の優先順位の考え方、

その他復旧整備にあたっての具体的な方針について記載す

る。

事業量 計画する治山施設、森林等の工種別の数量・金額（本工

事費）を算定したものを記載する。

全体計画図 全体計画の対象区域、荒廃地等の現況、整備計画量、治

山施設及び森林整備箇所の配置、施工の優先順位等につい

て一体的に明示した図面を作成する。

施工予定期間 整備方針及び事業量等から適切な施工予定期間について

定めたものを記載する。

他事業との関連 直轄治山事業、地方単独事業、他所管事業等との調整状

況や連携状況等について記載する。

事業評価の概要 当該事業の事前評価及び期中評価を実施している場合に

は、その概要について記載する。
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表－３ 成果品一覧

○ 調査目的

○ 調査項目

○ 調査方法

○ 調査収集資料分析検討書

○ 現地写真

○ 林況（森林面積、主要樹種、保安林種、面積等）

○ 自然的特性現況概要書・図

○ 荒廃地等現況概要書・図

○ 保全対象区域現況概要書・図

○ 治山施設等整備検討書

○ 治山施設等施工計画書

○ 工種別数量等概算書

○ 施工予定期間検討書

○ 全体計画図（縮尺＝特記仕様書による）

○ その他必要事項に関するもの
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第２章 地すべり調査

第１節 実態調査

(実態調査の概要)

第２２８条 実態調査は、当該地すべり地及びその周辺の自然的・社会的概況と地すべり

の移動状況を把握するものとする。

(予備調査)

第２２９条 予備調査は、現地踏査に先立って既往の資料等により、当該地すべり地及び

周辺地域の自然環境、社会環境及び法令・規制等を把握するものとする。

(現地踏査)

第２３０条 現地踏査は、地形・地質、植生及び水文について、次の各号により調査する

ものとする。

（１）地形・地質調査は、地形的特徴及び地質特性を観察し、地すべりの範囲、移動形態

及び移動方向の実態を把握する。

（２）植生調査は、植生の種類、分布及びその生態を調査し、地すべりの移動状況、湿地

帯の分布等を把握するとともに、地すべりブロック把握のための基礎資料とする。

（３）水文調査は、地すべり地及びその周辺での地表水及び地下水状況について地表から

調査する。

（４）現地踏査の結果は、植生図、地形図等に記入し、大まかなブロック区分、移動方向

等を表す。

(自然環境影響調査)

第２３１条 自然環境影響調査は、地すべり防止工事計画が地すべり地及びその周辺地域

の自然環境に与える影響を把握するために、第117条の調査をし解析を行うものとする。

(地形測量)

第２３２条 地形測量は、測量及び現地調査を通じて、当該地すべり地及びその周辺地域

の地すべり地形の特徴を示す滑落崖、亀裂、沼、湧水地点等を地形図等に図示する。
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(地表移動量調査)

第２３３条 地表移動量調査は、第120条から第123条の調査結果に基づき、測定地点の移

動量、移動方向（ベクトル）、隆起、沈下量等の移動実態を正確に把握し、測点相互の関

係、降水量、地下水位等と対照できるよう取りまとめるものとする。

(実態調査の取りまとめ)

第２３４条 実態調査の取りまとめは、今後の調査の方向付けに資するよう地形図、表層

地質図、概況地質断面図及び移動状況図等に整理し、地すべりブロック区分を把握し、

平面図及び想定縦断面図にまとめるものとする。

第２節 機構調査

(機構調査の概要)

第２３５条 機構調査は、示された調査方法により地すべり機構を把握するものとする。

(調査測線の設定)

第２３６条 調査測線は、実態調査の結果に基づき、地すべりブロックを立体的に把握可

能なように設定するものとする。

２ 主測線は、原則として地すべりの移動している中心部に余裕を持った長さで、移動方

向と平行に直線で設定するものとし、現場に測量杭を設置するなどして後日照査ができ

るようにするものとする。

３ 副測線は、地すべりブロックが大きいか、又は複雑で主測線のみでは十分な調査成果

が得られない場合に、監督職員と協議して設定するものとする。

(物理探査)

第２３７条 物理探査には、次の各号の方法があり、地すべりブロック内の地質構造及び

地下水の賦存状態等を把握するものとする。調査方法は、設計図書又は監督職員の指示

によるものとする。

（１）弾性波探査

第103条の調査結果により解析を行い、走時曲線、速度層断面図を作成し、ボーリ
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ング調査結果と対比して、崩積土層、破砕帯等を推定する。

（２）電気探査

第104条の調査結果により解析を行い、比抵抗断面図、比抵抗等高線図、比抵抗分

布図等を作成して、地下の地質構造及び地下水の状況等を推定する。

（３）地温探査

第126条の調査結果により解析を行い、１ｍ深地温分布図から地下水の分布及び流

動経路について推定して、平面図及び縦断図等に取りまとめる。

（４）自然放射能探査

第127条の調査結果により解析を行い、放射能の高測定値を示すゾーンの分布から

破砕帯、断層及び地下水脈等を推定して、平面図及び縦断図等に取りまとめる。

（５）電磁探査

第128条の調査結果により解析を行い、広域的な地層、岩層の分布の推定や変質帯

の境界、断層及び地下水分布脈等を推定し、平面図及び縦断図等に取りまとめる。

（６）リモートセンシング

第129条の調査結果により解析を行い、岩質判読、断層構造等の把握、地すべりの

動態観測するとともに、自然放射能探査と併せて、地下水脈等を解析し、図表に取り

まとめる。

２ 物理探査の結果は、ボーリング調査、物理検層等の他の調査結果と十分照合し、地形図

（断面図・平面図）、表層地質図、地質断面図等に取りまとめる。

(ボーリング調査)

第２３８条 ボーリング調査は、調査の目的及び実態調査の結果を踏まえ、監督職員と協

議し、第105条のボーリング調査の位置、深度等を選定するものとする。

２ 第105条の調査結果を解析し取りまとめるものとする。

３ ボーリング調査の解析結果から、次の各号の図面を作成する。

（１）地質柱状図

（２）地質断面図

（３）地質平面図
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（４）試錐日報解析図

(物理検層)

第２３９条 物理検層には、次の各号の方法があり、すべり面の位置、地質構造、滞水層

等を把握するために行う。調査方法は、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）電気検層

第131条の調査結果により解析を行い、見掛け比抵抗の変化を図表に取りまとめる。

（２）速度検層

第132条の調査結果により解析を行い、P 波及び S 波の走時曲線を作成して、各地

層の弾性波速度を決定し、図表に取りまとめる。また、弾性波速度は、地すべり層区

分判定の資料とするほか、各速度層のポアソン比（ν）、ヤング率（E）等を求めるこ

とにも利用する。

(貫入試験)

第２４０条 貫入試験は、地すべり地における土層の相対的な強さ及び密度等を把握する

ために行うもので、第133条の試験結果を試験の種類に応じて解析し、図表に取りまと

めるものとする。

(土質・岩石試験)

第２４１条 土質・岩石試験は、地すべり地及びその周辺における土質や基岩を構成する

岩石の物理的・力学的性質を把握するために行うもので、第134条から第136条の試験結

果を試験目的に応じて解析し、図表に取りまとめるものとする。

(粘土鉱物試験)

第２４２条 粘土鉱物試験は、地すべり地及びその周辺における粘土鉱物の科学的・物理

的性質を把握するために行うもので、第137条の試験結果を試験目的に応じて解析し、

図表に取りまとめるものとする。
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(年代測定調査)

第２４３条 年代測定調査は、初生地すべりの発生年代や地すべり履歴を把握するために

行うもので、第138条の調査結果を解析し図表に取りまとめるものとする。

(試掘観察調査)

第２４４条 試掘観察調査は、地層を直接観察して地質、土質、風化、破砕度、湧水状況

等を把握し、若しくは土質・岩石試験又は粘土鉱物試験のための資料採取のために行う

もので、第139条の調査結果を解析し、ボーリング調査等の結果とも照合し、展開図等

に取りまとめるものとする。

(気象調査)

第２４５条 気象調査は、第140条の結果を解析し、地すべり移動と気象要素の関連を図表

に整理し取りまとめるものとする。

(地下水調査)

第２４６条 地下水調査は、第141条から第148条の調査結果に基づいて、調査種に応じて

資料を分析し、地すべり移動と関連する地下水の量、分布及び水圧等が把握できるように、

図表に整理し取りまとめるものとする。

(地表移動量調査)

第２４７条 機構調査における地表移動量調査は、第248条の調査と併せて、移動量、移

動時間、移動速度を把握するものとする。

２ 解析は、既存の平面図に移動量及び移動方向等を図示し、地中変動量調査と関連付け

ができるように取りまとめるものとする。

(地中変動量調査)

第２４８条 地中変動量調査は、第149条から第153条の調査結果に基づき、地中のすべり面

や移動状況が把握できるように地下水調査等の結果と対比しながら、時系列的に図表に
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整理するとともに、すべり面の位置や移動状況について取りまとめるものとする。

(機構調査の取りまとめ)

第２４９条 機構調査の結果は、把握した資料に基づいて、地すべりの機構を立体的に解

析するとともに、各種調査を相互に関連付け、地質、地層、基盤面、すべり面、地すべ

りの形態・規模及び地下水面等を判定できるように取りまとめるものとする。

第３節 機構解析

(機構解析の概要)

第２５０条 機構解析は、実態調査及び機構調査の結果に基づき、地すべりの土質条件・

発生機構及び移動特性を明らかにするものとする。

(すべり面の判定)

第２５１条 すべり面の判定は、各調査孔ごとにボーリングコア判定、各種検層結果、試

錐日報解析、パイプひずみ計等の地中移動観測結果等を総合してボーリング孔別総括対

比表を作成し、総括的に判定する。

２ 判定したすべり面は、地下水層準区分及び地すべり層準区分を記入した地質断面図

（縦横断）、並びにすべり面等高線図にまとめるものとする。

３ 適切な地すべり面が得られない場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければなら

ない。

(地すべりブロック区分の確定)

第２５２条 地すべり地内の亀裂や地形（頭部滑落崖・末端部地形）を境に明らかに移動

特性や安定性が異なる場合には、地すべりをブロック区分し、隣接するブロック相互の

関係を明らかにする。

２ 区分した地すべりブロックごとに、区分の根拠・理由、移動状況、拡大の可能性、隣

接ブロックとの関係、保全対象への影響等をまとめ、必要に応じて図表等に整理する。
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(地すべり発生機構の判定)

第２５３条 地すべりの発生機構については、次の各号に示す調査を行うものとする。

（１）地すべり素因の把握

地すべり地及びその周辺の地形・地質、地質構造、水文地質条件と地すべり発生の

関連性、地すべりの拡大性を明らかにする。

（２）地すべり発生の誘因

自然的誘因又は人為的誘因を判定し、誘因に対する適切な防止工の組み合わせや施

工順序を検討する。

（３）地すべりの移動特性

誘因の変動と移動との応答関係、地すべりが活発化する可能性を明らかにする。ま

た、地すべりの臨界状態に対応する地下水圧分布を把握する。

(安定解析)

第２５４条 安定解析は、防止工の工種及び規模を決定、もしくは防止工施工後の効果判

定及び安定性を評価するために行うものとし、その方法及び種類は、監督職員と協議し

て決定するものとする。

（１）安定解析測線の設定

ア 安定解析は、ブロックを代表し、断面規模が 大級で、滑動力が 大かつ安全率

が 小となる縦断で行う。

イ 機構調査測線がアの条件を満たさない場合には、監督職員と協議し、必要に応じ

て縦断測量によって新たに測線を設定する。

ウ 三次元安定解析を行う場合、各測線の選定は地すべり滑動力及び安定度、防止工

効果を適切に評価できるように選定する。

（２）土質パラメータの設定

ア 地すべり安定解析に用いる土質パラメータは、地すべり移動の実態又はすべり面

粘土の土質試験結果等を評価した上で設定する。

イ 土質パラメータは、原則として、先に地すべり移動の実態に応じた安全率を決定

し、パラメータを逆算的に求める方法（逆算解析）により決定する。
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ウ 単位体積重量(γ)は、現場試料を用いた土質試験や文献情報を参照し、適切な値

を設定する。

（３）間隙水圧の設定

ア 安定解析に用いる間隙水圧は、原則としてすべり面に作用する水圧とする。

イ 土質パラメータの設定においては、原則として臨界時の間隙水圧を用いるものと

する。ただし、臨界状態が確認されない場合には、監督職員と協議し、観測 高水

位を用いる。

(機構解析の取りまとめ)

第２５５条 機構解析の取りまとめは、地すべりブロックの移動状況、危険度、保全対象

の重要度等を立体的かつ総合的に解析判定し、地すべり防止工事計画の基本方針並びに

工程、工法、施工位置及び規模等が判定できるように整理し、これを平面図、縦断面図、

横断面図、標準構造図等に明記するものとする。

第４節 地すべり防止工事計画の策定

(地すべり防止工事計画の策定)

第２５６条 地すべり防止工事計画は、地すべり防止に必要な工事の工種・工法、配置、

数量及び施工順序等について、目標安全率を達成するよう計画するものとする。

２ 応急対策工は、機構調査・機構解析後に再評価し、原則として地すべり防止工事計画

に組み入れるものとする。

(目標安全率)

第２５７条 地すべり防止工事の計画規模を決定する目標安全率は、対象地すべりの特性

流域の重要度及び保全対象との関連等を考慮し、監督職員と協議のうえ適正に設定する

ものとする。

第５節 地すべり防止調査の取りまとめ

(照査)
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第２５８条 照査は、次の各号により調査業務の各段階で行うものとする。

（１）基本条件の照査

現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あるいは収集可能

であるか、設計図書の内容を理解しているか等の確認を行う。特に、計画立案に重要

な項目の調査が、適切に実施可能であるかの照査を行う。

（２）細部条件の照査

発注者との協議内容が適切に調査に反映されているか、調査目的に合致した調査が

進められているか、計画立案に向けて適切な取りまとめが遂行中であるか等、調査中

の各段階において照査を行う。特に、計画内容が設計や工事等に十分に役立つものに

なるのか確認を行う。

（３）成果品の照査

契約図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映されているか、

取りまとめ内容が設計や工事等に十分に役立つものとして取りまとめられているか等

の確認を行う。また、図表や説明文、数量及び概算工事費等に誤りが無いかの確認を

行う。

(報告書等の作成)

第２５９条 地すべり防止調査の取りまとめは、有効かつ適切な防止工事が達成できるよ

う取りまとめる。

２ 表－４に示す成果品の一覧に準じて、必要なものを作成するものとする。

表－４ 成果品一覧

○ 調査目的

○ 調査項目

○ 調査方法

○ 調査収集資料分析検討書

○ 現地写真

○ 林況（森林面積、主要樹種、保安林種、面積等）

○ 自然環境影響等現況概要書・図
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○ 地表移動量等現況概要書・図

○ 保全対象区域現況概要書・図

○ 地すべり防止施設等整備検討書

○ 地すべり防止施設等施工計画書

○ 工種別数量等概算書

○ 施工予定期間検討書

○ 全体計画図（縮尺＝設計図書による）

○ その他必要事項に関するもの

第６節 施工計画調査

(施工計画調査)

第２６０条 施工計画調査は、地すべり防止工事計画の結果に基づき、地すべり防止工事

の実施設計に必要な次の各号の調査を設計図書又は監督職員の指示により行うものとす

る。

（１）現地照査

地すべり防止計画で計画された防止施設について、次の項目を現地で確認し、計画

内容を照査する。

ア 立木、亀裂分布、崩壊地形などの自然条件の確認

イ 既設構造物、電柱等の施工支障物件の有無

ウ 調査機器の現地での適合性、搬入の可能性

エ 周囲の自然・社会環境、景観及び地域住民への影響

（２）チェックボーリング調査

第105条の調査結果に基づき、杭工の長さ、集水井及び排水トンネルの線形等を決

定するために、機構調査で調査されていない箇所を補足的、細部的に調査し、すべり

面及び地下水の状況等が確認できるように、図表に取りまとめる。

（３）地下水検層

ボーリング暗きょ工、集水井工の位置、規模等を決定するために必要な調査を第14
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3条に準じて行う。

調査結果は、図表に取りまとめる。

（４）簡易揚水試験・揚水試験

ボーリング暗きょ工、集水井工の位置、規模等を決定するために必要な調査を第14

5条及び第146条に準じて行う。

調査結果は、図表に取りまとめる。

（５）地盤反力試験

構造物を支持する地盤の変形特性を把握するために行うもので、鉛直載荷試験と水

平載荷試験があり、試験方法は設計図書又は監督職員の指示による。

（６）アンカー試験

アンカー試験は第108条に準じて行い、試験方法は設計図書又は監督職員の指示に

よる。

（７）貫入試験

地すべり地の土層の相対的な強さ及び密度等を把握するために第133条に準じて試

験を行い、試験結果は、試験の種類に応じて解析し、図表に取りまとめる。

（８）岩石試験

地すべり地及びその周辺における土質や基岩を構成する岩石の物理的・力学的性質

を把握するために第134条から第136条に準じて試験を行い、試験結果は、試験の目的

に応じて解析し、図表に取まとめる。

（９）自然環境影響調査

地すべり防止工事計画が地すべり地及びその周辺地域の自然環境に与える影響を把

握するために第134条に準じて調査を行い、事業の実施に必要な解析を行う。

第７節 地すべり防止効果の検証

(地すべり防止効果の検証)

第２６１条 地すべり防止効果の検証は、地すべり防止工事の施工効果を判定し、適切な

維持管理を実施するために行うものとし、調査種は設計図書又は監督職員の指示による

ものとする。
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（１）現地点検

地すべり地を目視で調査し、地すべり移動による地形・構造物の変状、地下水状況、

周辺の自然環境の変化等を把握するもので、調査方法及び取りまとめは、第230条～

第234条に準ずる。

（２）地表移動量調査

地表における移動量を把握するもので、調査方法及び取りまとめは第247条に準ず

る。

（３）地中変動量調査

地中における変動量を把握するもので、調査方法及び取りまとめは第247条に準ず

る。

（４）地下水調査

地下水調査は、原則として機構調査で実施した調査孔等を用いて地下水の状況を把

握するもので、調査方法及び取りまとめは第246条に準ずる。

（５）気象調査

地すべり地及びその周辺における降水量、積雪量及び降雪量等を調査し、他の調査

種とあわせて施工効果を把握するもので、第140条に準じて調査を行い、その結果を

解析して、地すべり移動と気象要素の関連を図表に整理しとりまとめる。

（６）構造物挙動調査

センサー等により集水井・杭工・アンカー工等の構造物の変位や荷重を調査し、安

定性及び安全性を検証するもので、センサー等の設置及び解析等は設計図書による。

２ 調査に利用する計測機器等は、機構調査で設置したものを継続して使用することを標

準とするが、精度、耐久性等に疑問がある場合には、監督職員と協議するものとする。

(検証結果の取りまとめ)

第２６２条 それぞれの調査結果を対比し、時系列的に図表等にまとめ、地すべりの現況

について考察するものとする。
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第３章 治山流域別調査

第１節 調査の概要

（調査の概要）

第２６３条 治山流域別調査は、山地荒廃の実態を把握し、治山事業の計画及び実行に必

要な基礎資料を収集するために行う調査である。

第２節 調査の内容

（調査の内容）

第２６４条 調査は、流域ごとに現存する荒廃地及び今後荒廃が予想される林地等を対象

として概況調査を行い、「治山流域別調査要領の制定について」（55林野業第44号昭和55

年4月1日付け林野庁長官通達）（以下「治山流域別調査要領」という。）に基づき、自然

的社会的条件を総合的に勘案した効果的な治山事業の計画を検討するものとする。

２ 調査は、荒廃地調査、荒廃危険地調査、荒廃森林調査、地すべり調査、自然環境調査

及び既往治山施設調査に分けて行うものとする。

３ 調査は、流域という広大な区域を対象とすることから、経済性や効率性を考慮して行

うものとする。その調査方法については、空中写真等を用いたリモートセンシング、既

存の調査成果の有効活用等を基本とし、荒廃状況や保全対象等から重要度が高いと判断

された地域等については現地踏査を行うものとする。

４ 調査精度は、治山事業の計画及び実行のあり方検討する上で必要な範囲にとどめるこ

ととする。

第３節 調査の方法

（荒廃地調査）

第２６５条 現存する0.01ha以上の荒廃地の不安定土砂を対象として、「治山流域別調査要

領」に定める崩壊地調査表、荒廃渓流調査表、荒廃地復旧調査表により調査する。

（荒廃危険地調査）

第２６６条 新規に荒廃が予想される林地等について山腹崩壊及び地表浸食による新規発

生不安定土砂を対象として、「治山流域別調査要領」に定める荒廃危険地調査表、流出土

砂量推定調査表により調査する。
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（荒廃森林調査）

第２６７条 保安林及び保安林予定森林について、荒廃により公益的機能が低下した森林

を対象として、「治山流域別調査要領」に定める荒廃森林調査表により調査する。

（地すべり調査）

第２６８条 現に地すべりが発生している箇所及び発生する恐れのある箇所を対象として、

「治山流域別調査要領」に定める地すべり調査表により調査する。

（自然環境調査）

第２６９条 対象地の自然環境として、生態系保全に係る法指定等の状況及び保全すべき

対象について、調査説明書に流域全体の内容を記するほか、「治山流域別調査要領」に

定める自然環境調査表により単位流域毎の状況を調査する。

（既往治山施設調査）

第２７０条 既存のすべての治山施設（災害等により被害を受け初期の目的が果たし得な

いものを含む）を対象として、「治山流域別調査要領」に定める既往治山施設調査表によ

り調査する。

第４節 調査結果の取りまとめ

（取りまとめ項目）

第２７１条 調査結果は、次の各号に掲げる図表等に取りまとめるものとする。

（１）流域位置図

縮尺５万分の１の図面（管内図等）を使用し、基幹流域の本流、分流の関連を明示す

る。また、作図方法等の詳細事項は「治山流域別調査要領」によるものとする。

（２）調査図

縮尺２万分の１の地形図（施業実施計画図等）を使用し、国有林界を明示するとと

もに、「治山流域別調査要領」に定める荒廃地、既設治山施設、伐跡地等の位置を記入

する。また、作図方法等の詳細事項は「治山流域別調査要領」によるものとする。

（３）調査説明書
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「治山流域別調査要領」に定める位置、流域の概況、治山施設の内容、治山施設計画

の基本方針・個別的説明等を記述する。

（４）調査表

「治山流域別調査要領」に定める調査表に取りまとめる。

（５）再掲表及び総括表

「治山流域別調査要領」に定める再掲表及び総括表に取りまとめる。

（６）写真集

支流域ごとに作成する。

（報告書の作成）

第２７２条 各調査における収集資料の総合的な分析・検討結果を踏まえ、流域保全上必

要とされる施設計画の基本方針及び計画内容、治山施設の個別的説明等についてとりま

とめる。
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第２編の３ 測 量

第１章 測量に関する一般事項

（測量業務の種類）

第３０１条 測量業務の種類は、次の各号によるものとする。

（１）基準点測量等

ア 基準点測量

イ 用地測量

ウ 地形測量

（２）山地治山等測量

ア 渓間工の測量

イ 山腹工の測量

ウ 海岸防災林造成の測量

エ 防風林造成の測量

オ なだれ防止林造成の測量

カ 土砂流出防止林造成の測量

キ 保安林整備の測量

ク 保安林管理道の測量

ケ 水土保全治山等の測量

（３）地すべり防止測量

ア 実態調査の測量

イ 機構調査の測量

ウ 地すべり防止工の測量

（使用器材）

第３０２条 測量に用いる器材は、表－５に掲げるものと同等以上の性能を有し、点検整

備したものとする。

（公差及び測定方法）

第３０３条 測量公差及び測定方法は、表－６によるものとする。



159

（基準点）

第３０４条 基準点は、次の各号の点とするものとする。

（１） 国土地理院の設置した三角点、水準点又は公共測量に基づく多角点及び基準点測

量を実施して設置した基準点、水準点

（２）国土地理院発行の地形図に明示されている地点、地物等を基準として定めた水準点

（測量杭）

第３０５条 測量に使用する杭の材質、形状、寸法等は、次表を標準とするものとする。

名称 材質 杭の表示色

基準点杭 木又は 赤色

Ｉ．Ｐ杭 合成樹脂

測点杭 木又は 赤色

合成樹脂

２ 基準点杭は、測量の起点、終点及び工作物計画箇所付近に、移動や浮沈のないよう堅

固に設置するものとする。

３ Ｉ．Ｐ杭及び測点杭は、移動や浮沈のないよう堅固に設置するものとする。

４ 杭の設置が不可能な箇所は、岩盤等に設置し、鋲又はペンキ等で明示するものとする。

５ 測量杭は、原則として測点番号を前測点の方向に向けて設置するものとする。

６ 測量杭は、上端を赤ペンキ等で着色して識別し易くするとともに、移動、紛失を防ぐ

ため適宜保護し、必要ある場合は、引照点を設けるものとする。

（測量野帳等）

第３０６条 測量の結果は、測量野帳等に記入し、一件ごとに整理し、保存するものとす

る。

（図面）

第３０７条 平面図には、測点及び番号、基準点位置、引照点、方位、縮尺、標高、等高

線、計画及び既設工作物、築設年度、既施工地等設計に必要な諸元を記入するものとす



160

る。

２ 工種配置図には、測点及び番号、基準点位置、引照点、方位、縮尺、標高、計画及び

既設工作物等設計に必要な諸元を記入するものとする。

３ 縦断面図には、測点及び番号、水平距離、水平逓加距離、垂直距離、垂直逓加距離、

渓床及び山腹の勾配、Ｂ．Ｍ、縮尺、計画及び既設工作物の築設年度等設計に必要な諸

元を記入するものとする。

４ 横断面図には、測点及び番号、地盤変移点、露出岩盤、推定岩盤、土質区分線、既設

工作物等設計に必要な諸元を記入するものとする。

（図面の縮尺）

第３０８条 図面の縮尺は、表－７を標準とするものとする。

表－５ 測量に用いる器材

区分 器材の名称 測定区分 性 能

トータルステーシ 水平角 1 小読定値が㎜まで可能なもの。

一 ョン 鉛直角 2 精度（検定書による）

般 （光波測距儀） 距 離 (1)測定距離が2㎞以上可能なものは±(10㎜

の ＋D÷10万)

測 (2) 測定距離が2㎞未満のものは±30㎜以内

量 注）Dは測定距離で、㎞単位

G P S 観 測 機 座標・標 １ 水平成分⊿ N・⊿ E の差 20 ㎜√ N
高 N：辺数

２ 高さ成分⊿ u の差 30 ㎜√ N
N：辺数

レ ベ ル 水 準 1 水準器感度40秒／2㎜以内のものであること。

2 望遠鏡の倍率は20倍以上であること。

標 尺 距 離 長さが5ｍ以内で、目盛は0.5㎝であること。

ポケットコンパス 方位角 1 磁針の長さは７㎝を標準とし、望遠鏡つきであ

簡 鉛直角 ること。

易 2 水平目盛及び鉛直目盛の 小読定値が1度以内

な であること。

測 メ ー ト ル 縄 距 離 1 目盛のある部分の長さが100ｍ以内であること。

量 2 目盛は10㎝以内であること。

ポ ー ル 距 離 長さは2～3ｍ、目盛20㎝を標準とする。
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表－６ 測量の公差及び測定方法

トータルステー

測量器材 レベル ション ポケットコンパ GPS 基準点測量

(光波測距儀) ス （１～４級）

種別 区分

正位･反位 前視･後視

水平 測定方法 １対回 各１回 ⊿ S=10 ㎝+４㎝√ N
角 小読定値 １分以内 １度以内 水平位置 ⊿ S：既知点の成果

又は 既定角 の閉合差 値と仮定三次元網平

磁針 公 又は角 1.5分√ｎ 均計算から求められ

方位 差 規約と (n=測点数) 仮 定 た距離

の較差 三次元網 N：既知点までの

鉛直 測定方法 前視･後視 平均計算 短辺数

角 各１回 に よ る

小読定値 １分以内 １度 標 高 の 25 ㎝+4.5㎝√ N を標

測定方法 １回 ２セット ２回 閉 合 差 準とする

小読定値 (標尺) １㎝ 10㎝ N：辺数

距離 0.5㎝

公差 読定 ２㎝以内 10㎝ 新点水平

較差 位 置 の 10 ㎝

座標閉合差 距離の 図上距離の 標準偏差

総和の 総和の

1000分の1 100分の1

公差 高低閉合差 500ｍ 20㎝√ｎ 新点標高 20 ㎝

往復で n=使用した の

5㎝以内 辺数 標準偏差
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表－７ 図面の縮尺

区分 業 務 種 別 内 容 縮 尺

平 渓間工 通常規模のもの 1／1,000

防風林造成 工種分類に基づく記 膨大なもの 1／2,000

なだれ防止林造成 号で図示するもの

面 保安林整備 工種の複雑なもの及び工種の規模、方 1／200～

水土保全治山等 向を平面投影で図示するもの 1／500

地すべり防止

図 山腹工 1／500～

海岸防災林造成 一般地形測量 1／2,000

保安林整備 （山腹工に準ずるもの）

水土保全治山等 （山腹工に準ずるもの）

地すべり防止

工 各業務共通 1／200～

種 1／500

配

置

図

水平縮尺 平面図と同一

縦 渓間工 垂 渓床勾配 1／10未満 水平縮尺の5倍

防風林造成 直 渓床勾配1／10以上 水平縮尺の2倍

断 保安林整備 縮 渓床勾配特に緩やかな場合 水平縮尺の10倍

水土保全治山等 尺 渓床勾配特に急な場合 水平縮尺と同一

面 地すべり防止 流路工、護岸工の設計 水平縮尺と同一

山腹工 水平、垂直とも 工種配置図と同一

図 海岸防災林 のり切土量算定のためのもの 横断面図と同一

なだれ防止林造成 （山腹工に準ずるもの） 工種配置図と同一

保安林整備 （山腹工に準ずるもの）

水土保全治山等

地すべり防止

横 通常 1／100
断 各業務共通 必要に応じ 1／10～1／50
面 又は1／200
図
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第２章 基準点測量等

第１節 基準点測量

（規定の準用）

第３０９条 基準点測量は、本節に定めるもののほか、福島県公共測量作業規程第２編第

２章「基準点測量」及び第３章「水準測量」に準じて行うものとする。

（計画準備）

第３１０条 基準点測量にあたって、地形図上で新点の概略位置を決定し、利用する既知

点の資料の整備、測量の方法等計画の立案、使用器材の準備等を行うものとする。

（踏査選点）

第３１１条 既知点の異状の有無等現況調査するとともに、後続作業における利用等を考

慮し、新点を選点するものとする。

（測量標の設置）

第３１２条 新点には永久標識又は一時標識を設置するものとし、永久標識を設置した場

合は、点の記を作成するものとする。

（測量の方法）

第３１３条 基準点測量（４級基準点測量）は、原則として多角測量方式によるものとし、

トータルステーション（光波測距儀）を使用して水平角、鉛直角の測角及び測距を行っ

て新点の水平位置及び標高を定めるものとする。

２ ＧＰＳ観測による基準点測量は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信し、位相データ等を記

録して新点の水平位置及び標高を定めるものとし、観測については特記仕様書によるも

のとする。

３ 水準測量（４級水準測量）は、レベルを使用し、既知点から高低差を往復測定して、

新点の標高を定めるものとする。

（測量成果等）

第３１４条 基準点測量の成果は、成果表、成果数値データ、基準点網図、観測手簿、計
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算簿等に整理するものとする。

第２節 用地測量

（現地踏査）

第３１５条 用地測量の実施に先立ち、測量区域一帯について現地踏査を行い、地域の状

況、土地の筆界点、測量に支障となる物件の有無等の概況を把握するものとする。

（計画準備）

第３１６条 現地踏査に基づき、測量に必要な土地所有権者などの把握、土地登記簿、地

積測量図、境界図等の資料図書の整備、作業方法の策定、使用器材の準備等を行うもの

とする。

（境界測量）

第３１７条 境界測量は、国土地理院の設置した三角点及び公共測量に基づく多角点、又

は基準点測量により設置された基準点を基準として、トータルステーション（光波測距

儀）を使用し、原則として多角方式により行うものとする。

（用地境界杭設置）

第３１８条 関係者から同意を得た境界仮杭に代え、コンクリート標等の用地境界杭を設

置し、設置位置座標一覧表等を作成するものとする。

（図面等の作成）

第３１９条 測量の成果は、実測平面図、用地求積図、位置図、地積測量図、土地所在図、

土地調書等にとりまとめるものとする。

第３節 地形測量

（測量の方法）

第３２０条 地形測量は、トータルステーションによって地形図を作成するために行うも

のとし、電子データによる作図を含むものとする。空中写真測量及びレーザープロファ

イラーによる場合は、特記仕様書によるものとする。
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第３章 山地治山等測量

第１節 渓間工の測量

（踏査選点）

第３２１条 踏査選点は、計画地付近一帯の区域について概況を把握し、測量点を選点す

るものとする。

（中心線測量）

第３２２条 中心線測量は、片側50ｍ程度の範囲を対象に、既知点又は任意の不動点を出

発点とし、出発点から他の既知等まで測量し、渓床・渓岸の現況、土地利用区分、各種

構造物等の位置が明らかにするものとする。測定方法は次の各号による方法を標準とし、

設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）中心線測量

中心線測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用し、渓床の主要点及び

中心部の位置を多角方式により測量する。

（２）簡易中心線測量

簡易中心線測量は、ポケットコンパス等を使用し、渓床の主要点及び中心部の位置

を測量する。

（３）中心線縦断測量

中心線縦断測量は、ポケットコンパス等を使用し、渓床の主要点及び中心部の位置、

地盤高を測量する。

２ 測量成果に基づき閉合差を求め平面図、縦断面図を作成するものとする。

（平面測量）

第３２３条 平面測量は、中心線測量で設置した測点を基準として、保全対象、所有者界、

土砂捨場、林相区分等を明らかにするものとする。測量方法は次の各号による方法を標

準とし、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）平面測量

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用し、測量する。

（２）簡易平面測量

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用し、測量する。
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２ 測量成果に基づき、平面図を作成するものとする。

（縦断測量）

第３２４条 縦断測量は、中心線測量で設置した測点、渓床勾配の変化点等の地盤高及び

既設構造物の高さ等を測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、

設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）縦断測量

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用し、往復測量

とする。

（２）簡易縦断測量

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用し、片道測量とする。

２ 測量成果に基づき縦断面図を作成するものとする。

（横断測量）

第３２５条 横断測量は、次の各号による測量方法を標準とし、設計図書又は監督職員の

指示によるものとする。

（１）横断測量

横断測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルとポケットコンパス

を使用し、縦断測量の測点を基点として、中心線に対して直角方向の地形の変化点及

び設計上必要な地点の地盤高を測量する。

（２）簡易横断測量

簡易横断測量は、ポケットコンパス等を使用し、ダム堆砂量等の簡易な横断測量を

行う。

２ 測量成果に基づき横断面図を作成するものとする。

（構造物計画位置横断測量）

第３２６条 構造物計画位置横断測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はレベ

ルとポケットコンパスを使用し、構造物計画位置の地形の変化点の地盤高を詳細に測量

するとともに、土量計算の区分等に必要な土質区分を行うものとする。

２ 測量成果に基づき、横断面図を作成するものとする。
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第２節 山腹工の測量

（踏査選点）

第３２７条 踏査選点は、第321条に準ずるものとする。

（平面測量）

第３２８条 平面測量は、崩壊地の周囲を測量し、基礎工、緑化工等の数量、面積の算出

及び工種配置を明らかにするものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、

設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）山腹平面測量

山腹平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易山腹平面測量

簡易山腹平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量に基づき、平面図、工種配置図を作成するものとする。

（縦断測量）

第３２９条 縦断測量は、崩壊地の下部に基準点を設け、主要な縦断面の地形の変化点、

構造物の計画位置及びのり切計画位置等測量するものとする。測量方法は次の各号によ

る方法を標準とし、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）山腹縦断測量

山腹縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量

する。

（２）簡易山腹縦断測量

簡易山腹縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 第324条第２項に準じ、縦断面図を作成するものとする。

（横断測量）

第３３０条 横断測量は、縦断測量の測点を基点として、構造物の計画位置及びのり切計

画位置等を測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書

又は監督職員の指示によるものとする。

（１）山腹横断測量
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山腹横断測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルとポケットコン

パスを使用して測量する。

（２）簡易山腹横断測量

簡易山腹横断測量は、ポケットコンパス等を使用し、簡易な構造物等について測量

する。

２ 測量成果に基づき、横断面図を作成するものとする。

第３節 海岸防災林造成の測量

（踏査選点）

第３３１条 汀線から計画地付近一帯の区域を踏査し、測量点を選点するものとする。

（一般地形測量）

第３３２条 一般地形測量は、海岸地域の地形の現況、各種構造物等の位置を測量し、砂

丘造成、森林造成の各工種の数量、面積の算出及び工種配置を明らかにするものとする。

測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監督職員の指示によるものと

する。

（１）一般地形測量

一般地形測量は、汀線測量、深浅測量と関連づけを行い、トータルステーション

（光波測距儀）を使用して、多角方式により測量する。

（２）簡易一般地形測量

簡易一般地形測量は、汀線測量、深浅測量との関連づけを要しない簡易なものとし、

ポケットコンパス等を使用し測量する。

２ 測量成果に基づき、平面図、縦断面図、横断面図を作成するものとする。

（汀線測量）

第３３３条 汀線測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルを使用し、海

面と海浜との交線付近に計画する構造物等の位置、方向、構造等を決定するため、次の

各号に留意して平面測量、縦断測量、横断測量を行うものとする。

（１）汀線測量の法線は、防潮工又は人工砂丘を設ける位置を考慮して、全体の地形が把

握できる位置に設定する。
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（２）法線は、原則として波浪等により浸食されない地点に基準点（水準点）を設置する。

止むを得ず滅失するおそれのある地点に設ける場合は、引照点を設置する。

（３）平面測量は、法線、基準点（水準点）、縦・横断測線及び測点等を測量する。

（４）縦断測量は汀線に平行に、横断測量は、直角方向に測量する。横断測量の間隔は測

量の目的、汀線の平面形状などを勘案して決定する。

２ 測量成果に基づき平面図、縦断面図、横断面図を作成するものとする。

図面の縮尺は次を標準とする。

（１）平面図 1／1,000又は1／500

（２）縦断面図 1／1,000又は1／500

（３）横断面図 1／100

（深浅測量）

第３３４条 深浅測量は、トータルステーション（光波測距儀）、電波測位器、音響測探

器、作業船等を使用し、次の各号に留意して海底地形等を測量するものとする。

（１）測線の間隔は、測量の目的、海底の起伏の状態などを勘案して決定する。測線の方

向は、できるだけ海底の 大傾斜方向に一致させる。

（２）深浅測量に必要な補助原点は、主要原点(水準点)を基準として測定する。

（３）主要原点（水準点）、補助原点及び補点に埋標する場合の杭の材質、規格は、次表

を標準とする。

名 称 材 質 形状寸法 杭の表示色

（cm）

主要原点杭 コンクリート 12×12×120 赤色

（ｔ＝5cm）

補助原点杭 木 9×9×90 赤色

（ｔ＝5cm）

補 点 杭 木 6×6×60 赤色

（ｔ＝5cm）

２ 測量成果に基づき、海底縦断面図、等深線図を作成するものとする。

図面の縮尺は、原則として汀線測量の平面図、縦断図と同一とする。
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第４節 防風林造成の測量

（踏査選点）

第３３５条 防風林の設置予定箇所の風上側、風下側一帯の区域を踏査し、計画地の概況

を把握の上、測量点を選点するものとする。

（平面測量）

第３３６条 平面測量は、風害の区域、地形、地物、土地の利用状況、保全対象の位置等

を測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監督

職員の指示によるものとする。

（１）平面測量

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易平面測量

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、平面図を作成するものとする。

（縦断測量）

第３３７条 縦断測量は、造成する林帯のおおむね中心点を縦方向に結び等間隔及び地形

の変化点に測点を設けて測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準と

し、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）縦断測量

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易縦断測量

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、縦断面図を作成するものとする。

（横断測量）

第３３８条 横断測量は、縦断測量の測点を基点として、必要な範囲について測量するも

のとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、選択は設計図書又は監督職員の

指示によるものとする。

（１）横断測量
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横断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易横断測量

簡易横断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、横断面図を作成するものとする。

第５節 なだれ防止林造成の測量

（踏査選点）

第３３９条 なだれの発生区から堆積区に至る付近一帯の区域を踏査し、計画地の概況を

把握の上、測量点を選点するものとする。

（平面測量）

第３４０条 平面測量は、なだれの発生区から堆積区に至る中心線に沿って法線を設定し

て、法線とその周囲を測量し、防止施設、森林造成等の数量、面積の算出及び工種配置

を明らかにするものとし、測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監

督職員の指示によるものとする。

（１）平面測量

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易平面測量

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、平面図を作成するものとする。

（縦断測量）

第３４１条 縦断測量は、法線の地形変化点、構造物の計画位置等を測量するものとする。

測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監督職員の指示によるものと

する。

（１）縦断測量

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易縦断測量

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、縦断面図を作成するものとする。
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（横断測量）

第３４２条 横断測量は、第330条に準ずるものとする。

第６節 土砂流出防止林造成の測量

（踏査選点）

第３４３条 踏査選点は、森林造成計画地の付近一帯を踏査し、計画地の概況を把握の上、

測量点を選点するものとする。

（平面測量）

第３４４条 平面測量は、森林造成地の周囲を測量し造成基礎工、植栽準備工等の数量、

面積の算出及び工種配置を明らかにするものとする。測量方法は次の各号による方法を

標準とし、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。

（１）平面測量

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易平面測量

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、平面図を作成するものとする。

（縦断測量）

第３４５条 縦断測量は、造成基礎工等の位置、方向、配置規模等を把握できるよう測線

を設定して測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書

又は監督職員の指示によるものとする。

（１）縦断測量

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易縦断測量

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、縦断面図を作成するものとする。

（横断測量）

第３４６条 横断測量は、第338条に準ずるものとする。
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第７節 保安林整備の測量

（踏査選点）

第３４７条 森林造成計画地の付近一帯を踏査し、計画地の概況を把握の上、測量点を選

点するものとする。

（平面測量）

第３４８条 平面測量は、第344条に準ずるものとする。

（縦断測量）

第３４９条 縦断測量は、第345条に準ずるものとする。

（横断測量）

第３５０条 横断測量は、第338条に準ずるものとする。

第８節 保安林管理道の測量

（通 則）

第３５１条 保安林管理道の測量は、第３編 林道編 第３章「測量」に準じて行うもの

とする。

第９節 水土保全治山等の測量

（水土保全治山等の測量）

第３５２条 水土保全治山等の測量範囲は、設計図書又は監督職員の指示によるものとす

る。

２ 水土保全治山等の各施設の測量は、第１節「渓間工の測量」及び第２節「山腹工の測

量」に準ずるものとする。

３ 森林整備等に係る区域測量又は標準地測量等は、ポケットコンパス等によることがで

きるものとする。
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第４章 地すべり防止測量

第１節 実態調査測量

(踏査選点)

第３５３条 地すべり区域を含む周辺一帯を踏査し、地すべりの実態調査測量の測量点を

選点するものとする。

(地形測量)

第３５４条 地形測量は、第304条に定める「基準点」のほか、当該地すべり地の周辺に

も基準点を設け、トータルステーション（光波測距儀）又はポケットコンパスを使用し、

不動地、滑落崖、亀裂、沼、凹地、隆起地帯、断層等の位置、方向、湧水地点及び保全

対象の位置等を測量するものとする。

２ 基準点は、地すべりの移動後も旧位置が照査できるとともに各種測量に共通して使用

できるよう、地すべり地外の不動点に２点以上設けるものとする。

３ 測量の成果に基づき、測点及び番号、基準点位置、方位、縮尺、標高、等高線、滑落

崖、亀裂、地すべりの移動範囲、地すべりブロックの範囲、湧水点、池沼湿地、舌端部、

調査地点等必要な地形、地物を記入した平面図を作成するものとする。

４ 図面の縮尺は1/500を標準とする。

５ 空中写真及びレーザープロファイラーによる測量図化は、設計図書又は監督職員の指

示によるものとする。

第２節 機構調査測量

(測線測量)

第３５５条 測線測量は、地すべりの調査及び安定解析等の基準線として設定された主測

線、副測線を、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルとポケットコンパスを

使用し、平面､縦断及び横断測量するものとする。

２ 測線の測点は、平均的な地形の変換点に設ける測量杭に加え、微地形を正確に表すこ

とができるよう亀裂、隆起の地点、滑落崖等においてもプラス杭を設けなければならな

い。

３ 基準点は、地形測量で設置した基準点を基準として、各測線ごとに不動点に２点以上

設けるものとする。
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第３節 地すべり防止工の測量

(地すべり防止工の測量)

第３５６条 地すべり防止工の測量は、地すべり防止工の位置及び規模の決定に必要で、

十分な範囲を測量する。

(測量の種類)

第３５７条 測量の種類は、測線測量、平面測量、縦断測量及び横断測量とする。

(測線測量)

第３５８条 測線測量は、第355条に準ずるものとする。

２ 測量の成果に基づき縦断面図、横断面図を作成するものとする。なお、主測線並びに

副測線の位置は平面図等に記入するものとする。

３ 縦断面図及び横断面図は、地形、防止施設の断面のほかに、ボーリング柱状図の要点、

地層区分、地下水文状況、すべり面、基盤面等の調査成果を記入するものとする。

４ 図面の縮尺は１／500を標準とし、地すべりブロックの面積、重要度、保全対象の位置

などから１／1,000又は１／2,000等とすることができるものとする。また、縦断面図及

び横断面図における縮尺は、水平、垂直とも平面図と同一とするものとする。

(平面測量)

第３５９条 平面測量は、第354条に準ずるものとする。

２ 主測線、副測線、横断線と関連させるとともに、調査ボーリング等の位置を測量杭に

て明確に表す。

３ 測量の成果に基づき平面図（地形図）を作成する。図面の縮尺は１／500を標準とする

が、地すべりブロックの面積、重要度、保全対象の位置などから１／1,000又は１／2,00

0等とすることができるものとする。

(縦断測量)

第３６０条 縦断測量は、地すべり防止施設の配置及び規模を決定するために必要な、施

工対象地の主要な縦断面の地形を測量するものとする。

２ 縦断面図には、縦断地形、防止施設の断面のほか、必要に応じてボーリング柱状図の
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要点、地層区分、地下水文状況、すべり面、基盤面等の調査成果を記入するものとする。

３ 測量の成果に基づき縦断面図を作成する。図面の縮尺は１／500を標準とするが、地す

べりブロックの面積、重要度、保全対象の位置などから１／1,000又は１／2,000等とす

ることができるものとする。縦断面図の縮尺は、水平、垂直とも平面図と同一とするも

のとする。

(横断測量)

第３６１条 横断測量は、地すべり防止工の形状・切取・盛土量等を決定するために必要

な、施工対象地の横断面の地形を測量するものとする。

２ 測量の成果に基づいて、横断面図を作成するものとする。

３ 横断面図には、横断地形のほか、必要に応じて地層区分、水文状況、すべり面、基盤

面等の調査成果を記入するものとする。

４ 測量の成果に基づき横断面図を作成する。図面の縮尺は１／500を標準とするが、地す

べりブロックの面積、重要度、保全対象の位置などから１／1,000又は１／2,000等とす

ることができるものとする。横断面図の縮尺は、水平、垂直とも平面図と同一とするも

のとする。
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第２編の４ 設 計

第１章 設計業務一般

（設計に関する一般事項）

第４０１条 受注者は、設計に先立ち現地調査を行い、施工地域の地形、地質、湧水、用

排水、気象及び植生等の状況を把握するものとする。

２ 受注者は、設計に当たり特許工法等特殊な工法を採用する場合は、監督職員の承諾を

得るとともに、設計図書等に特許番号等を明示するものとする。

３ 設計に採用する材料・製品は、原則としてＪＩＳ・ＪＡＳの規格品とする。なお、こ

れ以外のものを採用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

４ 標準図集等に収録されている標準設計図を採用する場合には、現場条件が標準設計図

に合致しているか十分チェックするとともに、設計図等に採用した標準設計図の呼び名

等を明示するものとする。

５ 受注者は､各技術基準に基づき､維持管理の方法､容易さ等を考慮し設計を行うものと

する｡

（設計業務の種類）

第４０２条 設計業務の種類は、次の各号に定めるところによるものとする。

（１）山地治山等設計

ア 渓間工の設計

イ 山腹工の設計

ウ 海岸防災林造成（防潮工等施設）の設計

エ 防風林造成の設計

オ なだれ防止林造成の設計

カ 土砂流出防止林造成の設計

キ 保安林整備の設計

ク 保安林管理道の設計

ケ 水土保全治山等の設計

（２）地すべり防止設計

ア 抑制工の設計
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イ 抑止工の設計

（照査）

第４０３条 照査は、次の各号により設計業務の各段階で行うものとする。

（１）基本条件の照査

現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あるいは収集可能

であるか、設計図書の内容を理解しているか等の確認を行う。全体計画が存在してい

れば、それに準じて設計が遂行されているかの確認を行う。

（２）細部条件の照査

発注者との協議内容が適切に設計に反映されているか、施工目的に合致した設計が

進められているか、工事に向けて適切な設計が遂行中であるか等、設計中の各段階に

おいて照査を行う。特に、設計内容が現場条件に十分に合致しており、工事内容を解

りやすく、かつ必要事項を適切に取りまとめているかの確認を行う。

（３）成果品の照査

設計図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映されているか、

取りまとめ内容が工事に十分に役立つものとして取りまとめられているか等の確認を

行う。また、設計図や数量計算、設計説明書等に誤りが無いかの確認を行う。

（設計業務成果）

第４０４条 設計業務の成果は、次の各号に留意して、表－８により取りまとめるものと

する。

（１）設計説明書

設計条件、構造物の規模、型式等の決定に至る経緯、検討内容、施工上留意すべき

事項、維持管理に関すること等を簡潔に記載する。

（２）設計図面等

第401条又は設計図書により作成する。

（３）数量計算書等

数量計算書及び材料表等は、根拠を明確にして算出し、工種別等に区分して作成す

る。

（４）設計計算書
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設計条件、使用した理論、計算式、文献等及び計算過程を明記する。

第２章 山地治山等設計

第１節 渓間工の設計

（渓間工の設計内容）

第４０５条 渓間工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）治山ダム工の設計

（４）護岸工の設計

（５）水制工等の設計

（６）流路工等の設計

（現地調査）

第４０６条 渓間工の工種、配置、構造、規格及び施工方法等の決定に必要な自然的特性、

社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、

現地確認を行うものとする。

（基本事項の決定）

第４０７条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を定め、

各工種及び構造物の配置を決定するものとする。

（治山ダム工の設計）

第４０８条 治山ダム工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

基本事項の決定に基づき、設計施設等の位置、高さ、型式、構造、規模及び施工方

法等を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水、安全設備及び運搬方法等の仮設

計画も含める。

（２）安定計算

構造物の型式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。
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（３）設計図作成

平面図、縦断面図、構造図、横断面図等を作成する。複雑な構造物は、細部構造が

判るよう構造詳細図を別途作成する。

（４）数量計算

工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。

（護岸工の設計）

第４０９条 護岸工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

前条第１号に準ずる。

（２）安定計算

前条第２号に準ずる。

（３）設計図作成

前条第３号に準ずる。

（４）数量計算

前条第４号に準ずる。

（水制工等の設計）

第４１０条 水制工等の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

第408条第１号に準ずる。

（２）安定計算

第408条第２号に準ずる。

（３）設計図作成

第408条第３号に準ずる。

（４）数量計算

第408条第４号に準ずる。

（流路工の設計）

第４１１条 流路工の設計は、次の各号によるものとする。
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（１）設計計画

第408条第１号に準ずる。

（２）安定計算

第408条第２号に準ずる。

（３）設計図作成

第408条第３号に準ずる。

（４）数量計算

第408条第４号に準ずる。

第２節 山腹工の設計

（山腹工の設計内容）

第４１２条 山腹工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）山腹工の設計

（現地調査）

第４１３条 山腹工の工種、配置、構造、規格及び施工方法等の決定に必要な自然的特性、

社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、

現地確認を行うものとする。

（基本事項の決定）

第４１４条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を定め、

基礎工・緑化工等各工種及び構造物の配置を決定するものとする。

（山腹工の設計）

第４１５条 山腹工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

基本事項の決定に基づき、土留工、水路工、のり切工等の山腹工の工種、型式、規

模、構造等を決定する。工事施工上必要な資材などの運搬方法等の仮設計画も含める。
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（２）安定計算

第408条第２号に準ずる。

（３）設計図作成

平面図（工種配置図を兼ねる）、構造図（詳細図等を含む）、縦断面図、横断面図等

を作成する。簡易な構造物は、標準図、模式図等を作成する。

（４）数量計算

第408条第４号に準ずる。

第３節 海岸防災林造成の設計

（海岸防災林造成の設計内容）

第４１６条 海岸防災林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）海岸防災林造成の設計

（現地調査）

第４１７条 海岸防災林造成の種類、各構造物の位置、高さ、型式、構造、規格及び施工

方法等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものと

するが、治山全体計画がある場合は、現地確認を行ものとする。

（基本事項の決定）

第４１８条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を定め、

各工種及び構造物等の配置を決定する。

（海岸防災林造成の設計）

第４１９条 海岸防災林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

基本事項の決定に基づき、防潮工の工種、型式、規模、構造等及び砂丘造成、森林

造成の工種を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水等の仮設計画も含める。

（２）安定計算
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構造物の型式、規模、構造等の決定に必要な安定計算を行う。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、構造図（詳細図等を含む）、海底縦断面図、横断面図、等深線

図等を作成する。

（４）数量計算

第408条第４号に準ずる。

第４節 防風林造成の設計

（防風林造成の設計内容）

第４２０条 防風林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）防風林造成の設計

（現地調査）

第４２１条 防風林造成の適用工種及び林帯の配置、間隔、幅、植栽樹種等及び施工方法

等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとする

が、治山全体計画がある場合は、現地確認を行う。

（基本事項の決定）

第４２２条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、防風林造成の適用工種及び造成す

る林帯の配置、間隔、幅、植栽樹種等及び施工方法等を決定するものとする。

（防風林造成の設計）

第４２３条 防風林造成の設計は、次の各号により行うものとする。

（１）設計計画

基本事項の決定に基づき、防風林造成の適用工種及び林帯の配置、間隔等を決定す

る。

（２）安定計算

防風工の種類、型式等の決定に必要な安定計算を行う。
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（３）設計図作成

平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成する。

（４）数量計算

第408条第４号に準ずる。

第５節 なだれ防止林造成の設計

（なだれ防止林造成の設計内容）

第４２４条 なだれ防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）なだれ防止林造成の設計

（現地調査）

第４２５条 なだれ防止林造成の適用工種及び各構造物の配置、高さ、種別、構造、規模

等及び施工方法等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を

行うものとするが、治山全体計画がある場合は、現地確認を行うものとする。

（基本事項の決定）

第４２６条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、なだれ防止林造成施設の適用工種

及び構造物の配置、高さ、種別、構造、規模等及び施工方法等を決定するものとする。

（なだれ防止林造成の設計）

第４２７条 なだれ防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

基本事項の決定に基づき、なだれ防止林造成の適用工種及び構造物の配置、高さ、

種別、構造、規模並びに林帯の配置等を決定する。工事施工上必要な資材などの運搬

方法等の仮設計画も含める。

（２）安定計算

なだれ防護擁壁等の種類、形式等の決定に必要な安定計算を行う。

（３）設計図作成
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平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成するものとし、複雑な構造物は、

細部構造がわかる構造詳細図を別途作成する。

（４）数量計算

第408条第４号に準ずる。

第６節 土砂流出防止林造成の設計

（土砂流出防止林造成の設計内容）

第４２８条 土砂流出防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）土砂流出防止林造成の設計

（現地調査）

第４２９条 土砂流出防止林造成の工種、植栽樹種及び施工方法等の決定に必要な自然的

特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある

場合は、現地確認を行うものとする。

（基本事項の決定）

第４３０条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、土砂流出防止林造成の工種及び植

栽樹種及び施工方法等を決定するものとする。

（土砂流出防止林造成の設計）

第４３１条 土砂流出防止林造成の設計は、次の各号により行うものとする。

（１）設計計画

基本事項の決定に基づき、土砂流出防止林造成の工種及び植栽樹種等を決定する。

（２）安定計算

第408条第２号に準ずる。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な構造物は、標準図、模式

図等を作成する。
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（４）数量計算

植栽の面積、数量、構造物の数量、設置に係る資材等を根拠を明確にして算出する。

第７節 保安林整備の設計

（保安林整備の設計内容）

第４３２条 保安林整備の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）保安林整備の設計

（現地調査）

第４３３条 保安林整備の森林造成及び造成後の保育等の具体的施業方法等の決定に必要

な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計

画がある場合は、現地確認を行うものとする。

（基本事項の決定）

第４３４条 現地調査の結果及び設定条件等に基づき、森林造成及び保育等の具体的施業

方法を決定するものとする。

（保安林整備の設計）

第４３５条 保安林整備の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

基本事項の決定に基づき、森林造成及び保育の工種、数量等を決定する。

（２）設計図作成

平面図（施業平面図）、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な構造物は、

標準図、模式図等を作成する。

（３）数量計算

植栽準備工、植生導入工の作業種別面積、数量、構造図物の数量、設置に係る資材

等を根拠を明確にして算出する。
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第８節 保安林管理道の設計

（通則）

第４３６条 保安林管理道の設計は、第３編 林道編 第５章「設計」に準じて行うもの

とする。

第９節 水土保全治山等の設計

（水土保全治山等の設計内容）

第４３７条 水土保全治山等の設計は、次によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）水土保全治山等の設計

（現地調査）

第４３８条 渓間工、山腹工等各種構造物の位置、高さ、型式、構造、規模及び施工方法

等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとする

が、治山全体計画がある場合は、現地確認を行うものとする。

（基本事項の決定）

第４３９条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、渓間工・山腹工の工種及び構造物

の配置並びに森林造成・保育等の具体的施業方法を決定するものとする。

（水土保全治山等の設計）

第４４０条 水土保全治山等の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

基本事項の決定に基づき、渓間工の位置、型式、規模、構造及び山腹工の工種等並

びに森林造成、保育の工種等を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水、安全設

備及び運搬方法等の仮設計画も含める。

（２）安定計算

第408条第２号に準ずる。

（３）設計図作成
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平面図、工種配置図、構造図、横断面図等を作成し、複雑な構造物は細部構造がわ

かる構造詳細図を、山腹緑化工等の簡易な構造物は標準図、模式図等を作成する。

（４）数量計算

第408条第４号に準ずる。

第３章 地すべり防止工の設計

第１節 地すべり防止工の位置の決定

(現地確認)

第４４１条 地すべり防止工事の設計に当たっては、次の各号を現地確認し、防止工の位

置等を決定するものとする。

（１）立木、亀裂の分布、崩壊地形などの自然条件

（２）既設構造物、電柱等の施工支障物件の有無

（３）施工機械の現地での適性、搬入、仮設条件

（４）周囲の自然、社会環境、景観及び地域住民への影響

第２節 抑制工の設計

(浸透防止工の設計)

第４４２条 浸透防止工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべりの状況（亀裂の分布、移動状況等）に応じて、水密性を有し、柔軟かつ早

急に対応できる工法を選定する。

（２）設計図作成

平面図上に計画位置を図示し、必要に応じて縦断面図、横断面図、標準図等を作成

する。

（３）数量計算

数量計算は延長数量を基本とし、土工が必要となる場合には土量計算を行う。

(水路工の設計)

第４４３条 水路工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画
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地すべり防止工事計画に基づき、水路工の材質、平面形、縦断形及び断面等を決定

する。

（２）断面計算

水路工の断面は、現況水量及び暗きょ工、ボーリング暗きょ工、集水井、排水トン

ネルからの排水量に対して、十分な断面を確保する。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成し、水路に設置する桝等は

別途構造図を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、水路工の路線ごと、断面の違いごとに延長、土工数量を算出する。

(流路工の設計)

第４４４条 流路工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、帯工、落差工及び流路の平面形、縦断形、材質及

び断面等を決定する。

（２）断面計算

流路工の断面は、現況水量又は確率雨量計算によって求められる水量に対して、十

分な断面を確保する。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、帯工、落差工、護岸工及び底張等構造物ごとの数量、掘削土量等を算

出する。

(暗きょ工の設計)

第４４５条 暗きょ工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、暗きょ工の平面形、縦断形及び材質等の決定をす

る。
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（２）設計図作成

平面図、構造図、標準図等を作成する。

（３）数量計算

数量計算は、暗きょ工の路線ごとに、断面の違いに応じて延長、土工数量を算出す

る。

(ボーリング暗きょ工の設計)

第４４６条 ボーリング暗きょ工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、ボーリング暗きょ工の施工位置、施工間隔、施工

箇所数等を決定する。

（２）設計図作成

平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、孔口保護の構造図等を作成する。

（３）数量計算

数量計算は、設置箇所ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長、土工量及び孔口構

造物の数量等を算出する。

（４）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な足場、仮設道路等を設計する。

(集水井工の設計)

第４４７条 集水井工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）集水井の構造・設計

（２）集水ボーリング工の設計

（３）排水ボーリング工の設計

(集水井の構造・設計)

第４４８条 集水井の構造・設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、集水井の位置、深さ、規模、材質、構造等を決定

する。
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（２）構造計算

集水井に用いる土留材の仕様は、ライナープレートを標準とし、作用する土圧に対

して十分に安全となるように、原則として構造計算によって算出する。

（３）設計図作成

平面図、配置図、断面図、構造図、標準図、縦断面図及び横断面図等を作成し、必

要に応じて各部の詳細構造図を作成するもの。

（４）数量計算

数量計算は、材料種別ごとに使用数量、土工数量等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、安全施設及び運搬方法等を設計する。

(集水ボーリング工の設計)

第４４９条 集水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、集水ボーリングの施工深度、施工間隔、仕様等を

決定する。

（２）設計図作成

平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。

（３）数量計算

数量計算は、各地点ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長等を算出する。

（４）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な足場等を設計する。

(排水ボーリング工の設計)

第４５０条 排水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、排水ボーリングの施工深度、延長、仕様等を決定

する。

（２）流量計算

排水ボーリングの管径は、根拠を持って決定する。
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（３）設計図作成

平面図、縦断面図、標準図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、排水ボーリングの掘削延長、排水管延長等を算出する。

（５）仮設工

前条第４号に準ずる。

(排水トンネル工の設計)

第４５１条 排水トンネル工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）排水トンネルの設計

（２）集水ボーリング工の設計

(排水トンネルの構造・設計)

第４５２条 排水トンネルの構造・設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、排水トンネルの路線計画、坑口位置、縦断勾配、

断面形状、支保・履工、構造等を決定する。

（２）構造計算

支保・履工の仕様は、地質（地山）の状態を考慮した上で、土圧計算を行い決定す

る。

（３）設計図作成

平面図、配置図、構造図、標準断面図等を作成し、必要に応じて各部の詳細構造図

を作成する。

（４）数量計算

材料種別ごとの使用数量、地質ごとの掘削土量等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、排水設備、安全施設、坑内設備及び運

搬方法等を設計する。
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(排水トンネル内からの集水ボーリング工の設計)

第４５３条 排水トンネル内からの集水ボーリングの設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、集水ボーリングの施工位置、施工間隔、配列等の

仕様を決定する。

（２）設計図作成

平面図、ボーリング箇所ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。

（３）数量計算

数量計算は、ボーリング箇所ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長等を算出する。

（４）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な坑内設備、安全施設等を設計する。

(排土工の設計)

第４５４条 排土工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、排土区域及び排土深さ、切土法面の勾配及び保護

工等を決定する。

（２）安定計算

も効果的な切土範囲及び切土深さを安定計算により決定する。また、排土区域背

後の地すべりや法面の安定計算を行い、新たな地すべりや斜面崩壊を助長しないこと

を確認する。

（３）設計図作成

平面図、排土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が行える断

面数とする。必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、切土量、法面保護工等の数量を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、仮排水、安全施設及び運搬方法を設計

する。
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(押え盛土工の設計)

第４５５条 押え盛土工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、盛土範囲及び盛土厚さ、法面勾配及び保護工等を

決定する。

（２）安定計算

も効果的な盛土範囲及び盛土厚さを、安定計算により決定する。また、盛土基礎

地盤を含む盛土の安定計算を行い、新たな地すべりや斜面崩壊を助長しないことを確

認する。

（３）設計図作成

平面図、盛土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が行える断

面数とする。必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、盛土量、法面保護工等の数量を算出するものとする。

（５）仮設工

前条第５号に準ずる。

(ガス排除工の設計)

第４５６条 ガス排除工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、原則としてボーリングにより地すべりに作用する

有害ガスを排除することとし、その仕様を決定する。

（２）設計図作成

平面図、縦断面図、横断面図，標準図等を作成し、必要に応じて孔口保護工の構造

図等を作成する。

（３）数量計算

数量計算は、ボーリングの掘削延長、排気管の延長等を算出する。

（４）仮設工

第446条第４号に準ずる。
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(治山ダム工等の設計)

第４５７条 治山ダム工等の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、第408条第１号に準じて決定する。

（２）安定計算

第408条第２号に準ずる。

（３）設計図作成

第408条第３号に準ずる。

（４）数量計算

第408条第４号に準ずる。

(土留工等の設計)

第４５８条 土留工等の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、土留工の位置、高さ、型式、構造、規模等を決定

する。

（２）安定計算

第415条第２号に準ずる。

（３）設計図作成

第415条第３号に準ずる。

（４）数量計算

第415条第４号に準ずる。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路及び運搬方法等を設計する。

第３節 抑止工の設計

(杭工の設計)

第４５９条 杭工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、杭工の施工位置、杭長、規格、構造、間隔及び配
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列、施工方法等を決定する。

（２）安定検討

杭工に発生するせん断力、曲げモーメント、たわみ及び杭周辺地盤の破壊に対する

安全性を、適切な設計式により検討・確認する。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、ボーリングの掘削延長、杭材の延長（または重量）、中詰め及び外周

充填量、切り盛り土量等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な整地工、足場、安全設備、仮設道路及び運搬方法

等を設計する。

(シャフト工の設計)

第４６０条 シャフト工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、施工位置、杭長、規格、構造、間隔及び配列、施

工方法等を決定する。

（２）安定検討

シャフト工の曲げ耐力、せん断耐力、付着耐力、不動層への根入れ長、周辺地盤の

破壊に対する安全性を、適切な設計式により検討・確認する。また、土圧に対する土

留め材の構造計算を行う。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図、鉄筋配筋図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、土留め材及び鉄筋の数量、中詰め及び外周充填量、掘削土量、切り盛

り土量等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な整地工、安全設備、仮設道路及び運搬方法を設計

する。
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(アンカー工の設計)

第４６１条 アンカー工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、施工位置、打設角度、配列、型式、受圧板、構造

及び施工方法等を決定する。

（２）安定計算

地すべりの滑動力による引抜作用に対する安全性を確認する。また、受圧板支持地

盤の沈下、受圧板の曲げ破壊及び押し抜きせん断破壊に対する安全性を確認する。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、ボーリング掘削長、アンカーの各種材料、グラウト量、受圧板の数量

（鉄筋、コンクリート等）、土工数量等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、足場、安全設備及び運搬方法等を設計

する。
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表－８ 成果品一覧表

設計の種類 成果品 縮 尺 成果品数 摘 要

原図 コピー

渓間工 設計説明書 Ａ４判

位置図 1/50,000・ 原則として国土地理院発

1/25,000 行の地形図とする。

平面図 1/1,000 必要に応じ1/200～1/2,0

00

等高線の間隔は2～10mと

する。

縦断面図 水平1/1,000

垂直は渓床勾配1/

10未満は水平の５

倍

渓床勾配1/10以上

は水平の2倍を標

準とする

横断面図 1/100 必要に応じ1/10～1/200

構造図 1/100又は1/200

詳細図 1/10～1/50

標準図 適宜

間詰図等 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

掘削（床掘）図 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

数量計算書又は 適宜 CD 等による電子納品

計算図

設計計算書

その他参考資料 写真その他(設計説明書･

設計計算書等の補足説明

資料等)

山腹工 設計説明書 Ａ４判

位置図 1/50,000・ 原則として国土地理院発

1/25,000 行の地形図とする。

平面図 1/1,000 必要に応じ1/200～1/2,0

00工種配置図を兼ねる。
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設計の種類 成果品 縮 尺 成果品数 摘 要

原図 コピー

山腹工 縦断面図 水平、垂直ともに 但し、のり切土量算定の

1/1,000 ための縦断面図の縮尺は

横断面図に同じ。

横断面図 1/100 必要に応じ1/10～1/200

構造図 1/100又は1/200

詳細図 1/10～1/50

定規図 適宜

標準図 適宜

模式図等 適宜

掘削（床掘）図 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

間詰図等 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

数量計算書又は 適宜 CD 等による電子納品

計算図

設計計算書

その他参考資料 写真その他(設計説明書･

設計計算書等の補足説明

資料等)

海岸防災林造 設計説明書 Ａ４判

成 位置図 1/50,000・ 原則として国土地理院発

1/25,000 行の地形図とする。

平面図 1/1,000又は 一般地形測量と汀線測量

1/500 とを兼ねる。砂丘造成、

森林造成については工種

配置図を兼ねる。

縦断面図及び 水平は、1/1,000

海底縦断面図 又は1/500

垂直は、地形に応

じ適宜決定する。

等深線図 1/1,000又は

1/500

横断面図 1/100
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設計の種類 成果品 縮 尺 成果品数 摘 要

原図 コピー

海岸防災林造 構造図 1/100又は1/200

成 詳細図 1/10～1/50

標準図等 適宜

掘削（床掘）図 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

間詰図等 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

数量計算書又は 適宜 CD 等による電子納品

計算図

設計計算書

その他参考資料 写真その他(設計説明書･

設計計算書等の補足説明

資料等)

防風林造成 設計説明書 Ａ４判

位置図 1/50,000・ 原則として国土地理院発

1/25,000 行の地形図とする。

平面図 1/1,000 必要に応じ1/200～

1/2,000

縦断面図 水平、垂直とも

1/1,000

横断面図 1/100

構造図 1/100又は1/200

詳細図 1/10～1/50

標準図等 適宜

掘削（床掘）図 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

間詰図等 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

数量計算書又は 適宜 CD 等による電子納品

計算図

設計説明書

その他参考資料 写真その他(設計説明書･

設計計算書等の補足説明

資料等)
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設計の種類 成果品 縮 尺 成果品数 摘 要

原図 コピー

なだれ防止林 設計説明書 Ａ４判

造成 位置図 1/50,000・ 原則として国土地理院発

1/25,000 行の地形図とする。

平面図 1/1,000 必要に応じ1/200～

1/2,000工種配置図を兼

ねる。

縦断面図 水平、垂直とも 但し、床掘数量算定のた

1/1,000 めの縦断面図の縮尺は横

断面図に同じ。

横断面図 1/100 必要に応じ1/10～1/200

構造図 1/100又は1/200

詳細図 1/10～1/50

定規図 適宜

標準図 適宜

模式図等 適宜

掘削（床掘）図 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

間詰図等 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

数量計算書又は 適宜 CD 等による電子納品

計算図

設計計算書

その他参考資料 写真その他(設計説明書･

設計計算書等の補足説明

資料等)

土砂流出防止 設計説明書 Ａ４判

林造成 位置図 1/50,000・ 原則として国土地理院発

1/25,000 行の地形図とする。

平面図 1/5,000・

1/20,000

植栽計画図等 適宜

縦断面図 水平、垂直とも

1/1,000

横断面図 1/100 必要に応じ1/10～1/200
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設計の種類 成果品 縮 尺 成果品数 摘 要

原図 コピー

土砂流出防止 構造図 1/100又は1/200

林造成 詳細図 1/10～1/50

定規図 適宜

標準図 適宜

設計計算書

その他参考資料 写真その他(設計説明書･

設計計算書等の補足説明

資料等)

保安林整備 設計説明書 Ａ４判

位置図 1/50,000・ 原則として国土地理院発

1/25,000 行の地形図とする。

施業平面図 1/5,000・ 森林基本図又は施業管理

1/20,000 図等とする。

植栽計画図等 適宜 植栽計画図等作業種別ご

との図面は特記仕様書で

定めるものとする。

縦断面図 水平、垂直とも

1/1,000

横断面図 1/100 必要に応じ1/10～1/200

構造図 1/100又は1/200

詳細図 1/10～1/50

定規図 適宜

標準図 適宜

設計計算書

その他参考資料 写真その他(設計説明書･

設計計算書等の補足説明

資料等)

保安林管理道 位置図 1/50,000以上 地形図等を利用する。

平面図 1/1,000 詳細平面図は、1/200～

1/500とすることができ

る。
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設計の種類 成果品 縮 尺 成果品数 摘 要

原図 コピー

保安林管理道 縦断面図 縦1/100、1/200

横1/1,000、

1/2,000

横断面図 1/100、1/200

構造物図 一般図1/100 各構造物ごとに、必要に

のり面保護工図 構造図1/50 応じて一般図、構造図、

排水施設図 詳細図及び展開図に区分

擁壁図 詳細図及び展開図 する。「その他調査」に

橋梁図 1/20 示す諸施設等。

トンネル図

その他

残土処理場図 関係する各図面に準ず

る。

標準図 1/10～1/100 土工標準図及び構造標準

図に区分する。

用地図 所定縮尺 法令等に定める種類及び

縮尺による。

潰地図 1/1,000 平面図を利用する。

法令関係図 所定縮尺 法令等に定める種類及び

縮尺による。

数量計算書又は 適宜 CD 等による電子納品

計算図

設計計算書

その他参考資料 写真その他(設計説明書･

設計計算書等の補足説明

資料等)

水土保全治山 渓間工、山腹工、保安林

等 整備に準ずるものとす

る。

地すべり防止 設計説明書 Ａ４判

位置図 1/50,000・ 原則として国土地理院発

1/25,000 行の地形図とする。
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設計の種類 成果品 縮 尺 成果品数 摘 要

原図 コピー

地すべり防止 平面図 1/1,000 必要に応じ1/200～

1/2,000

工種配置図を兼ねる。

縦断面図 水平、垂直ともに 但し、のり切土量算定の

1/1,000 ための縦断面図の縮尺は

横断面図に同じ。

横断面図 1/100 必要に応じ1/10～1/200

構造図 1/100又は1/200

詳細図 1/10～1/50

定規図 適宜

標準図 適宜

模式図等 適宜

掘削（床掘）図 1/100又は1/200 数量計算を兼ねる場合も

ある。

その他の図面 適宜 数量計算を兼ねる場合も

ある。

数量計算書又は 適宜 CD 等による電子納品

計算図

設計計算書

その他参考資料 写真その他(設計説明書･

設計計算書等の補足説明

資料等)
（注）特記仕様書に定めのある場合を除き標準的なものを示したものである。
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第３編 林道編



206

第１章 解析等調査

第１節 調査の区分

（解析等調査の種類）

第１０１条 解析等調査は、目的に応じて、次の各号により区分する。

（１）路線全体計画調査

路線全体計画調査は、林道が森林環境整備のための不可欠な施設であることを基本

として、森林の多様な機能の持続的発揮、山村の生活環境整備及び地域産業振興のた

めに必要な林道の適切な配置と、円滑な実施を目的とした全体計画を策定するものと

する。

（２）地区全体計画調査

地区全体計画調査は、それぞれの事業目的に沿った各種施設等の適切な規模・配置

及び円滑な実施を目的とした全体計画を策定するものとする。

なお、地区全体計画に林道開設計画がある場合は、路線ごとに前号に示す路線全体

計画を適用し策定された路線全体計画を基に、地区事業において実施する路線等につ

いて計画を行うものとする。

第２節 林業、社会的特性等調査

（調査準備等）

第１０２条 調査に先立ち、受注者は、発注者と全体計画調査の進め方及び特に考慮しな

ければならない内容等について打合せ・協議を行うとともに、調査に必要な文献・各種

資料を収集する。また、必要により関係機関とも事前協議を行うものとする。

２ 現地調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区について、地形・地質・林況等

の概況を把握し、調査指針の決定等調査計画立案を行うものとする。

(社会的特性調査)

第１０３条 社会的特性調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区について、次の

各号により行うものとする。

（１）社会環境調査
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ア 路線全体計画調査においては、調査対象路線を含む市町村の都道府県における位

置付け、人口、産業、土地利用等について市町村要覧、産業統計、管内図等の既往

の資料を利用して調査する。

イ 地区全体計画調査においては、アの調査事項に加え、中核都市との関連等の地利

的条件、交通、観光資源等について既往の資料を利用して調査する。

（２）地域路網調査

地域路網調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区と調査対象路線の利用区

域内における他の既設道路（国道、都道府県道、市町村道、農道等）及び計画道路等

からなる地域路網を空中写真、管内図、道路図等既往の資料によって調査するものと

する。

ア 道路状況

計画路線の地域交通網の中での位置付け及び林内路網の一環としての機能を明ら

かにするため、道路現況図を作成する。縮尺は５万分の１又は２万５千分の１とし、

利用区域内の林内路網は、５千分の１又は１万分の１の平面図に記載する。林内道

路の定量的把握については、林内道路密度又は平均集材距離によるものとする。

イ 林道の利用形態

林道の利用形態には、国県道等と連絡又は集落と集落を連絡するもので、一般の

通行も相当あり、その通行が経常的と予想されるものと、一般の通行は少なく、主

として森林管理や森林施業のために利用されるものとがあり、計画路線の利用形態

がどのようになるかを調査する。

(生活環境調査)

第１０４条 生活環境調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区内に存する集落に

ついて、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

ア 文献及び聞き取りによる調査

調査範囲は、原則として調査対象路線の利用区域及びその周辺地域又は実施地区

内とする。
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イ 現地調査

現地調査を行う範囲は、調査範囲に存する集落の分布状況、形態区分（散在、散

居、集居、密居）、自然エネルギーの供給の可能性、コミュニティ活動の状況、都市

住民との交流、人口集中地区等、地区の生活環境の現状等について、路線計画又は

地区事業による施設整備と関連すると判断される区域とする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

市町村要覧、住宅地図、観光資料等既往の資料及び聞き取りにより集落の分布状

況、形態区分、戸数、林野率、土地利用状況を把握するとともに、現地調査実施の

要否等について検討を行う。

イ 現地調査

現地調査は、アの調査結果を踏まえ、アの調査事項等について監督職員の指示に

より行うものとする。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、調査結果の一覧表、集落の位置図等を作成するとともに、市町村が樹

立した地域全体開発構想及び市町村森林整備計画等における本事業の位置付けの明確

化、路線計画又は施設整備計画等に当たって、今後の地域の活性化・定住化を図る上

での留意点及び改善の方向について取りまとめるものとする。

(森林施業等調査)

第１０５条 森林施業等調査は、次の各号により行うものとする。

（１）地域林業の振興に関する調査

ア 路線全体計画調査においては、次の事項について調査する。

（ア）調査対象路線を含む市町村の林業・林産業の現状（林業・林産業の生産活動状況、

林業協業化の現状、林家経営の現状、林業労働力の現状、林産物加工・流通施設の

整備状況等）と問題点及び調査対象路線の路網整備の位置づけと問題点

（イ）今後の林業・林産業育成計画について、地域森林計画書、市町村森林整備計画書、

世界農林業センサス等既往の資料に基づく調査
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（ウ）調査対象路線の路網整備地域及び利用区域における造林、伐採等森林施業の現状

と将来の施業に向けての問題点及び造林、伐採等の計画

イ 地区全体計画調査においては、次の事項について調査する。

（ア) 実施地区内の林業・林産業の現状（林業・林産業の生産活動状況、林業協業化

の現状、林家経営の現状、林業労働力の現状、林産物加工・流通施設の整備状況

等）と問題点及び今後の林業・林産業育成計画

（イ) 実施地区内の造林、伐採等森林施業の現状と将来の施業に向けての問題点及

び造林、伐採等の計画

（ウ) 実施地区内の林道等林内路網整備の現状と問題点及び今後の林道等林内路網

の整備計画

（２）森林資源に関する調査

森林資源に関する調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区内の森林資源の

現状と将来の森林整備の目標等について重視すべき機能に応じた森林の機能区分毎の

路網整備の目的に合わせて次の事項により行うものとする。

ア 路線全体計画調査

調査対象路線の利用区域内の森林について、森林簿、森林施業図、空中写真等を

利用して林相区分図及び森林情報集計資料を作成し、森林資源の分布及び施業方法

別面積を定量的に把握する。なお、林相区分図に明示する林相区分の記号は、次表

によるものとし、縮尺５千分の１又は１万分の１で作成する。

イ 地区全体計画調査

市町村森林整備計画書、流域林業活性化指針、世界農林業センサス等既往の資料

を利用して調査する。
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林相区分基準

区 分 記 号

林種又は 人工林（スギ、ヒノキ、カラマ ス、ヒ、

樹種 ツ、アカマツ等） カ、ア

単層林 単

複層林 複

天然林 天

伐跡地 伐

その他 他

齢級 １～３齢級 Y

４～標準伐期齢 M

標準伐期齢以上 O

（３）森林の総合利用に関する調査

森林の総合利用に関する調査は、前号の成果をもとに、次の事項について調査する。

ア 路線全体計画調査

計画路線と森林施業、林業機械（適用機種等）、林内路網（計画路線と支線、分線

等）、森林の保健・文化・教育等総合利用等との関係を明らかにする。

イ 地区全体計画調査

実施地区内の森林の総合利用の現状と問題点を明らかにするとともに、今後の森

林の保健・文化・教育等総合利用計画について調査する。

第３節 基本計画の策定

（路線開設又は地区事業実施の目的）

第１０６条 路線開設又は地区事業実施の目的を、第103条から第105条の調査データによ

り明らかにする。

（基本計画の策定）

第１０７条 基本計画の策定は、次の各号により行うものとする。

（１）路線全体計画

ア 基本計画路線の位置

基本計画路線は、第103条から第106条を踏まえ、縮尺５千分の１又は１万分の１
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の地形図に、起点、終点及び主要な通過点を図示し、等高線間隔によって縦断勾配

を検討して基本計画路線を記入する。さらに、簡易測量法により空中写真に基本計

画路線を移写する。

イ 基本計画路線の規格、構造

第103条から第105条の調査データ、第106条及び路線の利用形態及び交通量の推計、

地形図又は空中写真による地形判読等に基づき、基本計画路線の規格、構造を検討

する。

ウ 重要構造物等

橋梁やトンネル等の重要構造物等の要不要等について検討する。

なお、重要構造物等とは、次に該当する構造物又は工種・工法とする。

（ア）トンネル、橋梁、片桟橋、ロックシェッド等

（イ）地すべり防止事業、治山事業による構造物

エ 利用区域等

基本計画路線の利用区域を検討する。

（２）地区全体計画

ア 地区事業の基本計画内容

地区事業の基本計画内容は、第103条から第106条を踏まえ、縮尺５万分の１又は

２万５千分の１の地形図に実施内容を記入する。

イ 整備する施設等の規模、構造

第103条から第105条の調査データ、第106条及び整備予定の各施設の利用形態及

び利用者の推計、基本計画路線等を勘案し、整備する施設等の規模、構造を検討す

る。

第４節 自然環境等調査

(自然環境等調査)

第１０８条 自然環境等調査は、調査対象路線の利用区域及びその周辺地域又は実施地区

内の地形、地質、動物、植物等の自然環境及び崩壊地や地すべり地、保安林等の法令制

限を受けている森林の位置等の現況を把握し、路線全体計画又は地区全体計画の策定に
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おける留意すべき事項及び箇所を明らかにするとともに、所要の対策を立案し、林道開

設又は実施地区の施設整備工事の施工等に係る予測、評価に資することを目的として行

うものとする。

２ 自然環境等調査の範囲、手法及び時期は、次の各号により行うものとし、各調査対象

事項に関する縮尺は原則として５万分の１又は２万５千分の１とする。

なお、既往の調査データ等を使用する場合は、各調査事項ごとに調査範囲が重複してい

ることを確認する。

（１）調査範囲

調査範囲は、原則として基本計画路線の利用区域及びその周辺地域又は実施地区内

とするが、各調査事項に定めのある場合はその範囲によるものとする。なお、調査事

項ごとの調査範囲の決定根拠は明らかにしておくものとする。

（２）調査手法

文献、聞き取りによる基礎調査及び必要に応じて現地調査により行うものとする。

特に現地調査については、調査事項に応じて、踏査、プロット設定、捕獲、定点観察、

シミュレーション等から適切な手法を選定して行うものとする。なお、選定した手法

は、その選定根拠を明らかにしておくものとする。

（３）調査時期

調査時期は、調査事項の現況等の確認に も適した時期を選定して行うものとする。

なお、調査時期の選定根拠は明らかにしておくものとする。

(地形)

第１０９条 地形調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

第108条第２項第１号に準ずるものとする。

（２）調査方法

既往の地形分類図、文献、地形図、空中写真等と現地調査により地形の概況を調査す

るものとする。

局所地形区分及び等傾斜区分の基準は、次の基準による。ただし、各地方の実情に応
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じて基準の区分は変更しても差し支えない。地形区分の単位は 1.0 ヘクタールを標準と

する。

局所地形区分基準

区 分 説 明

山 頂 面 Ｃ 山頂、主尾根及び支尾根上部の15°以下の緩斜地

台 地 Ｄ 台地の上部で15°以下の緩斜地

山腹平衡面 Ｈ 斜面の横断形が平衡な部分（等高線の曲率15分の１以下）

山 腹 凸 面 Ｔ 斜面の横断形が凸型

山 腹 凹 面 Ｏ 斜面の横断形が凹型

等傾斜区分基準

区 分 記号

20°以下 １

21°～35° ２

36°～45° ３

46°以上 ４
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（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、路線全体計画及び地区事業における地形改変を伴う施設整備においては、

環境保全に配慮した計画路線の選定及び施設整備計画のための基礎資料とするため、局

所地形区分図と等傾斜区分図を作成し、特に急峻な地形（露岩地、急崖地）の箇所を山

地保全図に表記するとともに、計画路線選定又は施設整備計画にあたっての留意点を取

りまとめるものとする。

山地保全図の縮尺は、５千分の１又は１万分の１とする。

(地質)

第１１０条 地質調査は、次の各号によるものとする。

（１）調査範囲

第108条第２項第１号に準ずるものとする。

（２）調査方法

既往の地質図、文献等と必要に応じて現地調査により調査範囲内の岩質、地質の年

代、走向及び傾斜等の構造、断層等を明らかにするとともに、計画路線選定又は施設

整備計画にあたっての留意点を取りまとめるものとする。

(気象)

第１１１条 気象調査は、 寄り観測所等の既往 10 年間以上の資料に基づき、次号につい

て調査するものとする。

（１）年（月）の平均気温

（２）年（月）の平均降雨量、 大日（時）雨量（大規模な災害を伴ったものは別記す

る。）

（３）降雪及び積雪の時期、年（月）の平均降雪量、 大積雪深及び平均積雪深

（４）年（月）の主風向、平均風速、 大風速

地区事業により風速を考慮する必要のある施設整備を行う場合等、必要に応じて調

査する（大規模な災害を伴ったものは別記する。）。

（５）気象条件に関し、計画路線選定又は施設整備計画にあたっての留意点を取りまとめ
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る。

(植物)

第１１２条 植物調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、次の事項によるものとし、植物調査図に表記するものとする。なお、

調査範囲の設定は監督職員の指示によるものとする。

ア 文献及び聞き取りによる調査

第108条第２項第１号に準ずるものとする。

イ 現地調査

（ア）路線全体計画

原則として基本計画路線の中心から概ね片側50ｍの幅で帯状に行うものとする。

ただし、残土処理や作業ポイント、長大な法面が形成されることが予想される区間

については、必要な範囲を決定して行うものとする。

（イ）地区全体計画

原則として地形改変を伴う施設整備箇所の外縁から概ね50ｍの範囲とする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真判読、縮尺５万分の１植生図、レッドデータリスト等既往の資料及び関

係機関等への聞き込みにより植生の分布及び注目すべき植物種・群落の状況等を把

握するとともに、現地調査実施の要否、現地調査の調査手法について検討を行う。

イ 現地調査

（ア）自然度の高い群落等

監督職員の指示又は特記仕様書に基づき、プロット調査等によりその群落の実

態を把握する。

（イ）特に貴重な植物個体、植物種、植物群落がある場合

監督職員の指示又は特記仕様書に基づき、調査報告書、研究論文等の収集、地

域の有識者からの聞き取り及び詳細な現地調査を行う。
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（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、植生区分図、植物調査図又は自然環境調査図、確認された植物の一覧

表等に記載するとともに、図上のオーバーレイ又は必要に応じてメッシュサイズ0.25～

1.00haのメッシュ法で基準点による客観的な判定を行い、計画路線選定又は施設整備計

画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。

なお、図面の縮尺は、５千分の１又は１万分の１とする。

(動物)

第１１３条 動物調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、次の事項によるものとする。なお、調査範囲の設定は監督職員の指示

によるものとする。

ア 文献及び聞き取りによる調査

第108条第２項第１号に準ずるものとする。

イ 現地調査

調査対象事項ごとに設定するものとし、調査範囲の設定は監督職員の指示による

ものとする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

レッドデータリスト等の既往の調査資料及び関係機関等への聞き込みにより生息す

る動物及び注目すべき動物種、生息地等を把握するとともに、現地調査実施の要否、

現地調査の調査手法について検討を行う。

イ 現地調査

特に保護を要する動物が生息する場合は、監督職員の指示又は特記仕様書に基づき、

ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫、魚類等に細分し、調査報告書、研究論文等の

収集、地域の有識者からの聞き取り及び詳細な現地調査を行う。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、生息区域図、動物調査図又は自然環境調査図、確認された動物の一覧
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表等に記載するとともに、図上のオーバーレイ又は必要に応じてメッシュサイズ0.25

～1.00haのメッシュ法で基準点による客観的な判定を行い、計画路線選定又は施設整備

計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。

なお、鳥獣保護法の指定を受けている区域等については、関係する保護事項等を明ら

かにするものとする。

図面の縮尺は、５千分の１又は１万分の１とする。

(荒廃地)

第１１４条 荒廃地調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、次の事項によるものとし、山地保全図に表記する。なお、調査範囲の

設定は監督職員の指示によるものとする。

ア 文献及び聞き取りによる調査

第108条第２項第１号に準ずるものとする。

イ 現地調査

（ア）路線全体計画

原則として、路線選定に影響が及ぶと判断される区域とする。

（イ）地区全体計画

原則として地形改変を伴う施設整備箇所に影響が及ぶと判断される区域とする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真、治山流域別調査報告書等既往の資料及び聞き取りにより荒廃地の位置

及び規模等を把握するとともに、現地調査実施の要否、現地調査の調査手法につい

て検討を行う。

イ 現地調査

著しい荒廃地等が存在し、現地調査を行う必要がある場合には、監督職員の指示

又は特記仕様書に基づき、調査報告書、研究論文等の収集、地域の有識者からの聞

き取り及び詳細な現地調査を行う。
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（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、縮尺５千分の１又は１万分の１の荒廃現況図に記載するとともに、計

画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。なお、

荒廃地の取扱いは次によることとする。

ア 崩壊地は0.01ｈａ以上のもの、荒廃渓流は幅５ｍ長さ50m以上のものとし、その傾

斜が20度以上のものは崩壊地として取り扱う。

イ 崩壊地及び荒廃渓流の面積を測定集計し、荒廃率を算定する。

ウ 地すべりについては、指定地の範囲、活動の状況、地すべり地塊の位置、防止施

設の状況等について、既往の資料により明らかにする。既往の資料がなくても、地

形の状況、聞き込み等で地すべりの存在が明らかなものについては、その位置を図

上に表記する。

(土地利用)

第１１５条 土地利用調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、前条第１号に準ずるものとし、調査範囲は、土地利用現況図に表記す

るものとする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真、市町村要覧、住宅地図等既往の資料及び聞き取りにより土地利用状況

を把握するとともに、現地調査実施の要否等について検討を行う。

イ 現地調査

用水の取水及び導水の施設用地、耕地等に関して現地調査を行う必要がある場合

に行うものとする。現地調査を行う場合は、監督職員の指示により行うものとする。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、林地、耕地、住宅地その他施設用地等について縮尺２万５千分の１又

は５万分の１を標準とする土地利用現況図を作成するものとし、詳細な土地利用現況

図が必要な場合は５千分の１又は１万分の１の縮尺の図面を作成するものとする。



219

また、調査結果に基づき、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取

りまとめるものとする。

(水系利用)

第１１６条 水系利用調査は、調査区域内を流下する河川における農業用水利用（主にワ

サビ田）、生活用水利用、内水面漁業、レクリェーション利用等の実態及び利用計画につ

いて、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、次の事項によるものとし、水系利用図に表記するものとする。なお、

調査範囲の設定は監督職員の指示によるものとする。

ア 文献及び聞き取りによる調査

第108条第２項第１号に準ずるものとする。

イ 現地調査

（ア）路線全体計画

原則として基本計画路線の利用区域の外縁から概ね２km下流までの範囲を標準

とし、路線選定あるいは施工又は施工後に影響を及ぼすと判断される範囲につい

て行うものとする。

（イ）地区全体計画

原則として地形改変を伴う施設整備箇所の外縁から概ね２km下流までの範囲を

標準とし、施設整備計画あるいは施工又は施工後に影響を及ぼすと判断される範

囲とする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真、地形図、市町村要覧等既往の資料及び聞き取りにより水系利用状況を

把握するとともに、現地調査実施の要否等について検討を行う。

イ 現地調査

用水の取水及び導水の施設用地、耕地等に関して現地調査を行う必要がある場合

に行うものとする。現地調査を行う場合は監督職員の指示によるものとする。
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（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、縮尺５万分の１又は２万５千分の１又は５千分の１の水系利用図を作

成するとともに、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめる

ものとする。

(文化財)

第１１７条 文化財調査は、遺跡、建築物等文化財保護法の対象となるものや、史跡名勝、

天然記念物等の分布状況について次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、前条第１号に準ずるものとし、調査範囲は土地利用現況図に標記する

ものとする。なお、調査範囲の設定は監督職員の指示によるものとする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真、市町村要覧、住宅地図等既往の資料及び聞き取りにより分布状況を把

握するとともに、現地調査実施の要否等について検討を行う。

イ 現地調査

遺跡、建築物等文化財保護法の対象となるもの及び史跡名勝、天然記念物等に関

して調査する必要がある場合に行うものとする。現地調査を行う場合は、監督職員

の指示により行うものとする。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、土地利用現況図等に記入する。また、観光施設としての利用状況や計

画路線との位置関係を明らかにする。なお、調査結果に基づき、計画路線選定又は施

設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。

(法令・規制等)

第１１８条 法令・規制等調査は、法令等による制限がある森林について次の各号により

行うものとする。

（１）調査範囲
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調査範囲は、第108条第２項第１号に準ずるものとする。

（２）調査方法

地域森林計画等既往文献により法令・規制による制限を受けている森林について、制

限又は規制の内容、区域等について調査を行う。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、土地利用現況図等に 次の内容により記入するとともに、計画路線選定

又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。

保 安 林（保安林種別に区分） 保 水

国 立 公 園（特別保護区、特別地域１～３種） 国 特保 特１

国 定 公 園（ 〃 ） 定 特保 特１

県 立 公 園 県

自然環境保全地域 自

文化財保護地区（史跡、名勝、天然記念物） 文 史

砂 防 指 定 地 砂

地すべり防止区域 地

鳥 獣 保 護 区 鳥

急傾斜地指定地 急

治山・砂防・農地事業施工地及び計画地 治・計

市街化区域等都市計画区域その他

表示は、土地利用現況図（国土交通省）に準拠する。

(森林レクリエーション)

第１１９条 森林レクリエーションの調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、第108条第２項第１号に準ずるものとする。

（２）調査方法

市町村要覧、観光資料等既往文献等により、事業対象地域及びその周辺地域の不特定
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多数の者が利用可能な森林レクリェーション地の位置、種類、規模、利用状況等の調査

を行う。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、土地利用現況図等を作成するとともに、計画路線選定又は施設整備計画

に当たっての留意点を取りまとめるものとする。

特に自然公園特別地域内の施設については、計画路線との位置関係を明らかにし、保

全対象となるものの位置図を作成する。

(景観)

第１２０条 景観調査は、次の各号によるものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、主要な景勝地等から眺望可能な基本計画路線の区間又は地区事業によ

る施設整備計画箇所とする。

（２）調査方法

文献又は資料により、事業対象地域及びその周辺の主要景勝地からの景観の概要、主

要眺望点からの眺望を把握する。特殊な景観（文化財等）が分布する場合等で、学識経

験者等の意見を参考にしながら別途詳細な調査を行う場合は、監督職員の指示によるも

のとする。

市街地や主要眺望点から基本計画路線が遠望される場合は、遠望写真を作成する。

なお、主要景勝地等の定義は次のとおりとする。

ア 主要景勝地

主として国立公園、国定公園及び都道府県立公園等自然公園法に基づいた地域、文

化財保護法により、天然記念物に指定された地域、その他特徴的風景を有する地域

イ 主要眺望点

不特定多数の人々によって景観を鑑賞する展望地点として位置付けられている公共

の場所であって、一般には道路、公園等における展望台や展望地、峠、観光道路等

ウ 眺望の状況に含まれる主な内容は、次のものである。

（ア）景観を構成する要素（山岳、渓流、森林、構造物等）の形態及び組み合わせのま



223

とまりと変化

（イ）色彩の多様性の程度（空の青、山の緑、水の青、林道の白及び集落の色等）

（ウ）主要な眺めの視野において占める程度及び可視の程度

（エ）景観を取り巻く雰囲気（静的、動的、穏やかさ等）

（オ）利用状況

（カ）景観の価値

（キ）対象の大小等

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、主要景勝地及び主要眺望点からの眺望写真、必要に応じて景観図を作

成するとともに、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめる

ものとする。

第５節 全体計画作成

（計画の立案）

第１２１条 第103条から第104条及び第108条の結果を踏まえて、次号により全体計画を立

案するものとする。

（１）路線全体計画

基本計画路線について、路線選定、現地測設に基づいて補正を行い、全体計画路線の

立案を行う。

（２）地区全体計画

施設整備及び森林整備等の事業区分ごとに計画を作成し、動線計画、事業の進め方に

関する方針等を含めた全体計画の立案を行う。

(路線選定・比較路線の検討)

第１２２条 路線選定は、基本計画路線と比較路線の設定により、第103条から第105条及

び第108条の結果を踏まえて、開設目的を達成し、かつ山地保全、自然環境保全及び林道

開設の低コスト化、維持管理経費の低減に寄与する路線を選定するものとする。

２ 比較路線は、複数の路線を設定するものとし、特に自然環境や国土保全上留意する必
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要のある箇所及び開設工事費の影響が大きい区間等については、比較検討を行うものと

する。

３ 路線の比較に当たっては、計画策定の基本方針、延長、概略設計による経済性、施工

性の難易などを対比して、総合的判断に基づいて行うものとする。

（１）図上測設

図上測設は、基本計画路線及び自然環境調査等の調査結果を基に、できるだけ大縮尺

の地形図等を用いて、比較路線を含め３路線程度の位置を図上に設定し、主として平面

線形及び縦断線形を検討する。

ア 主な通過地等の位置の設定

図上測設に当たっては、開設目的を達成するために必要な主な通過地等の概略位

置を設定する。

イ 図上測設に用いる地形図等

図上測設に際して、縮尺が５千分の１以上で等高線間隔が小さい地形図を用いるこ

とを標準とし、地形図では判断できない等高線間の地形は、空中写真等により補正す

るものとする。また、基岩の種類、地層の走向・傾斜、断層等の地質に関する判断は、

地質図を用いて行うものとする。

ウ 図上測設が困難な場合

図上測設において、地形図、空中写真、地質図等のみでは比較路線の設定が困難な

場合は、各比較線の対比因子を基として、次号の現地踏査を踏まえて設定するものと

する。

（２）現地踏査

現地踏査は、図上測設された路線を基に、第103条から第105条及び第108条の結果並

びに図上測設において明らかになった検討事項等を現地で検証又は確認を行うとともに、

通過地の位置の設定等を行うものとする。

ア 現地踏査においては、簡単な計測器具を用いて、縦断勾配を測定するなどにより、

基本計画路線、比較路線、通過地の位置等を検討するものとする。

イ 現地踏査においては、基本計画路線及び比較路線に係る地形、地質、林況、動物、

植物などの自然条件並びに路線選定に必要な保全施設などの計画位置の確認を行う
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ものとする。

（３）概略設計

橋梁やトンネル等の重要構造物等については、監督職員の指示により現地踏査を行い

ながら構造物ごとに概略設計を実施するものとする。

なお、概略設計の範囲は、規模及び一般的な構造の検討等までを行うものとし、比較

案、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合等の具体的な検討を含む予備

設計及び詳細設計は第411条によるものとする。

（現地測設）

第１２３条 現地測設は、前条により現地に選定した路線を対象として次の各号により全

体計画線形を決定するものとする。

（１）踏査

踏査は、選定路線について、起終点、通過地の確認等を行うものとする。

（２）予測

予測は、選定路線について簡易な計測器具を用いて距離、縦断勾配、測角、検討を

要する曲線等について中心線測量を行い、現地に概ね 40 ｍごとの中心線杭を設置し

て横断測量を実施し図化するものとする。

なお、現場条件等必要に応じて図上で中心線を調整して全体計画線形の位置を決定

するものとする。

(総合解析)

第１２４条 総合解析は、全体計画の立案前及び全体計画の立案後の予測・評価の段階に

おいて、それぞれ次により行うものとする。

（１）路線全体計画調査

ア 全体計画の立案前

第103条から第120条において作成した山地保全図及び第115条の土地利用現況図か

ら作成した自然環境調査図等、各調査結果により作成した図及び各調査の結果取り

まとめた路線選定に当たっての留意点等に基づく総合的な検討を行い、計画路線選
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定に当たっての留意点及び路線計画上講ずべき対策について取りまとめるものとす

る。

(ア）山地保全図の作成

位置、範囲等が明らかになった崩壊地、土石流箇所、地すべり地、露岩地、急傾

斜地、断層、不安定な地質の分布等山地保全に関する事項を記入する。作成縮尺は

５千分の 1 又は 1 万分の 1 とする。なお、ある程度関連性(相関)が認められる場合

には、次の手順により山地保全図を作成する。

ア）調査によって作成された各図面を重複させて関連の深い因子を求め、(統計処

理の場合は判別分析、数量化Ⅱ類等)留意度の軽重によってランク分けを行う。

イ）崩壊地の分布と地形、地質、植生との関係を求めるに当たり資料不足の場合

は、比較的環境条件の類似した地域を求め、これから相関する因子を求めるこ

ととする。

ウ）イ）の因子決定の経過の概要を記録する。

（イ）自然環境保全上留意すべき事項・箇所

山地保全図、土地利用現況図を踏まえ自然環境調査図を作成する。特に保全す

べき動植物、文化財、施設等の所在位置が明らかな場合には、自然環境調査図に

位置及び範囲を明記する。作成縮尺は５千分の 1 又は 1 万分の 1 とする。なお、

自然環境調査図の作成に当たって、事象の広がりが複雑で図上のオーバーレイで

は影響度合いの判定が困難な場合には、メッシュ法で基準点による判定を行う等

客観的な方法をとることが望ましい。メッシュ法のメッシュのサイズは0.25～1.0

0ヘクタールとする。

（ウ）自然環境調査のとりまとめ

（ア）及び（イ）による問題点を踏まえ、林道開設についての問題点及びその対

策を総合解析として取りまとめる。総合解析には、上記事項に併せて、写真判定に

よる事項と資料による調査事項を具体的に記入する。総合解析のとりまとめ基準は

以下のとおりとし、各区分に該当する範囲を自然環境調査図に明記する。

Ａランク 路線通過に当たり法的規制等に関わるため、林道の開設に当たって関係機

関との協議調整が必要であり、かつ、その調整がかなり困難な区域又は現
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場条件が厳しいため技術的な対策が困難であって、林道の開設はできれば

避けたい区域とする。

Ｂランク 路線通過に当たり法的規制等に関わるため、林道の開設に当たって関係

機関との協議調整が必要であるが、通常その調整が整うことが見込まれる

区域又は自然、社会環境を損なうことのないように対策を講じることが必

要であるが、現場条件に応じて適切な対策を講じることが可能な区域とす

る。

Ｃランク 路線通過に当たり法的規制等に関わらないが、林道の開設に当たって、

現場条件に応じて適切な対策を講じる必要がある区域とする。

Ｄランク 路線通過に当たり、特に対策を必要としない区域とする。

イ 全体計画の立案後

全体計画として決定した路線と各調査結果及び前号アによる総合解析の結果取り

まとめられた留意点並びに対策について、各調査結果ごとに比較し、回避できた事

項又は講じた対策、路線開設時に更に講ずる必要がある事項、開設後における維持

管理上留意すべき事項及び開設後の効果等について総合的な解析を行い、その結果

を取りまとめるものとする。

（２）地区全体計画調査

ア 全体計画の立案前

第103条から第120条において作成した山地保全図及び第115条の土地利用現況図

から作成した自然環境調査図等、各調査結果により作成した図及び各調査の結果取

りまとめた施設整備計画に当たっての留意点等に基づく総合的な検討を行い、施設

整備計画に当たっての留意点及び施設整備計画上講ずべき対策等について取りまと

めるものとする。

イ 全体計画の立案後

全体計画として決定した施設整備計画等と各調査結果及び前号アによる総合解析

の結果取りまとめられた留意点並びに対策を各調査結果ごとに比較し、回避できた

事項又は講じた対策、施設整備実施時に更に講ずる必要がある事項、施設整備後に

おける維持管理上留意すべき事項及び施設整備による効果等について総合的な解析
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を行い、その結果を取りまとめるものとする。総合解析のとりまとめは路線全体計

画に準じて行うものとする。

（動線計画）

第１２５条 動線計画は、実施地区内の林道整備計画等を踏まえつつ、当該事業期間内で

実施可能な林道、遊歩道等の規模・配置等動線の線形について計画する。

（１）林道の動線計画

林道については、施設計画で整備する各種施設のアクセス等を十分に勘案し、当該

事業で実施する動線計画と各路線全体計画との関係を整理するものとし、動線計画で

実施する開設、改良及び舗装の路線、区間等について監督職員と協議の上決定し、数

量の集計を行う。

（２）遊歩道等の動線計画

遊歩道等の開設については、規模、配置及び線形について自然環境の保全等に配慮

して計画を行う。計画に当たっては、事業主体、開設目的及び利用形態区分、起点及

び終点、概略の平面線形、構造物の位置及び数量、箇所ごとの事業期間、開設に当た

り特に留意すべき事項について、明確にするものとする。

（施設計画・森林整備計画）

第１２６条 施設計画は、実施地区内の既存施設の整備状況を踏まえつつ、総合解析の結

果を基に各種施設の位置・規模を計画する。計画する施設は、次の各号に区分するもの

とし、採択された事業の内容ごとに選択する。施設等整備計画ごとに内容は、別表―１.

３～１.15によるものとする。

（１）用水施設

（２）排水施設

（３）施設用地整備

（４）作業ポイント整備

（５）自然エネルギー利活用施設整備

（６）融雪施設整備
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（７）林業集落内健康増進広場整備

（８）林業集落内防災安全施設

（９）森林利用施設等用排水施設

（10）フォレストアメニティ施設

（11）林道沿線修景施設

（12）滞在施設整備

（13）森林コミュニティ施設

（14）その他施設整備

２ 森林整備計画は、実施地区内の林地の造成・改良地区の選定や植栽樹種、森林整備に

必要な付帯施設等についての計画を行うものとする。

事業の内容は、別表―１.16 によるものとする。

（全体計画図・事業費の積算）

第１２７条 全体計画図及び全体計画事業費の積算は、次の各号によるものとする。

（１）路線全体計画

ア 全体計画設計図書

次の全体計画設計図書を作成する。

(ア) 平面図

(イ) 縦断面図

(ウ) 横断面図

(エ) 構造図

(オ) 全体計画計算書

(カ) 標準図

イ 全体計画工事費

全体計画設計図書に基づいて全体計画工事費の積算を行う。

ウ 事業評価の概要

当該路線の開設により期待される便益（費用対効果分析等）の概要については、

監督職員と協議の上、総合説明書に記載する。
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（２）地区全体計画

ア 全体計画設計図書

次の全体計画設計図書を作成する。

(ア) 地区全域の事業配置、林道等の配置、区域、施設の配置及び森林整備箇所を図

示した平面図

(イ) 林道等の構造を図示した標準断面図

(ウ) 施設の構造図

イ 全体計画工事費

全体計画設計図書に基づいて全体計画概略工事費の積算を行う。

ウ 事業評価の概要

当該事業により期待される便益（費用対効果分析等）の概要については、監督職

員と協議のうえ、総合説明書に記載する。

（予測・評価）

第１２８条 全体計画線形又は地区全体計画における施設整備内容について、第103条か

ら第105条及び第108条から第120条等の調査の結果並びに路線計画に当たっての留意点と

の比較を行い、調査した各事項ごとに、工事実施段階並びに事業実施後における山地保

全、自然環境保全、生活環境等に与える影響及び所要の対策等に関する予測・評価を行

うものとする。

（照査）

第１２９条 照査は、現場条件、計画条件、基本事項の決定、全体計画の立案等の妥当性

及び数量計算等の結果について、次の各号により調査の各段階で行うものとする。

（１）基本条件の照査

路線の開設目的若しくは事業の目的の決定に際し、計画の目的、計画範囲、運用す

る計画の体系、社会的特性、生活環境、森林施業等の状況の他、文献及び資料等の基

礎情報を収集把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を

行う。また、計画の策定にあたっての道路幾何構造等や計画施設の規模等の計画基本
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条件の確認と適用する基準、自然環境保全上留意しなければならない点等について照

査を行う。

（２）全体計画の細部条件等の照査

調査の中間段階で行うものであり、全体計画立案前において、関係者との協議事項

の反映、路線若しくは施設等の計画内容と位置、その他の計画条件等の適用に対して、

環境への影響及び技術的妥当性についての照査を行い、全体計画案が当初の目的に合

致しているかの確認を行う。

（３）成果品の照査

全体計画書、各種図面、事業費積算について、計画事項が事業計画に適合した施設

であることの照査を行うとともに、全ての成果品について協議事項の反映、正確性､

適切性､および整合性に着目し照査を行うものとする。

(成果品)

第１３０条 成果品は、第103条から第128条の結果等について、具体的に表現した総合説

明書として取りまとめるものとし、事業ごとには別表―１.１～１.２によるものとする。
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別表―１.１ 路線全体計画調査

調査区分 調査・計画項目等 主 な 内 容

調査の目的 調査の目的 本調査の実施目的の明確化

調査準備等 調査準備、資料収集 調査に必要な文献・各種資料を収集、事前協議等

社会的特性調 社会環境調査 ①社会的特性調査、生活環境調査、森林施業等調

査 地域路網調査 査データの取りまとめ

生活環境調査 生活環境調査 ②調査データに基づく路線開設の目的や必要性の

森林施業等調 地域林業の振興 明確化

査 森林資源 ③基本計画路線の策定、全体計画路線策定及び路

森林の総合利用 線全体計画策定後における予測・評価の基礎資

料の作成

路線計画の策 開設目的 ①路線開設目的の明確化

定 基本計画の策定 ②基本計画路線の位置、路線規模、構造の検討、

主要構造物の有無、基本計画路線利用区域の設

定、自然環境等調査の範囲等の確定

自然環境等調 地形、地質、気象、 ①自然環境等調査のデータ取りまとめ（山地保全

査 植物、動物、荒廃 図、自然環境調査図等、各調査図面の作成）

地、土地利用、水系 ②調査データに基づく調査項目ごとの計画路線選

利用、文化財、法 定に当たっての留意点の取りまとめ

令・規制等、森林ﾚｸ

ﾘｴｰｼｮﾝ、景観等の調

査

総合解析 調査データの取りま 自然環境等調査において取りまとめられた山地保

とめ及び路線選定の 全図、自然環境調査図等の図面及び路線選定にあ

留意点、路線計画上 たっての留意点等の総合的な取りまとめ及び路線

講ずべき対策に係る 計画上講ずべき対策の取りまとめ

総合解析

全体計画作成 計画の立案 自然環境等調査の各調査データ、調査結果による

留意点、総合解析による路線選定の留意点及び路

線計画上講ずべき対策に基づく全体計画線形の作

成

路線選定・比較路線 ①基本計画路線と各調査結果による留意点及び総

の検討 合解析による計画路線選定の留意点等との比

図上測設 較、基本計画路線と比較路線（３路線程度を設

現地踏査 定） による検討

重要構造物等の概 ②図上における測設と検討経緯の取りまとめ

略設計 ③基本計画路線及び比較路線に係る現地踏査及び

現地における位置の特定

④重要構造物等の概略設計

全体計画線形の作成 全体計画線形の作成

踏査 踏査及び現地測設による全体計画路線の現地への

現地測設 位置の特定
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全体計画図・事業費 全体計画路線の平面図、縦断図、横断図の作成

全体計画工事量の算出

全体計画事業費の積算

総合解析 予測・評価 全体計画作成前の総合解析に基づく路線計画にあ

たっての留意点の回避及び講ずべき対策の状況、

路線開設時における留意点及び講ずべき対策、維

持管理上の留意点及び路線開設による効果等の予

測・評価

成果品 調査報告書の作成 ①調査目的

②社会的特性調査、森林施業等調査データの取り

まとめ、基本計画路線の選定にあたっての留意

点

③基本計画路線選定の経緯

④自然環境等調査における各調査データの取りま

とめ、計画路線選定にあたっての留意点

⑤全体計画路線選定のための留意点、講ずべき対

策に係る総合解析

⑥全体計画路線の特定、基本計画路線と比較路線

による検討経緯の取りまとめ及び平面図等の関

係図面、全体計画工事量、全体計画事業費の積

算

⑦全体計画線形選定の留意点等の回避、講じた対

策及び路線開設時の留意点、講ずべき対策、維

持管理上の留意点、路線開設の効果等の総合解

析（予測・評価）
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別表―１.２ 地区全体計画調査

調査区分 調査・計画項目等 主 な 内 容

調査の目的 調査の目的 本調査の実施目的の明確化

調査準備等 調査準備、資料収集 調査に必要な文献・各種資料を収集、事前協議等

社会的特性調 社会環境調査 ①社会的特性調査、生活環境調査、森林施業等調

査 地域路網調査 査のデータの取りまとめ

生活環境調査 生活環境調査 ②調査データに基づき地区事業による施設整備実

森林施業等調 地域林業の振興 施の目的や必要性の明確化のための基礎資料の

査 森林資源 作成

森林の総合利用 ③地区事業基本計画の策定及び地区事業基本計画

策定後における予測・評価の基礎資料の作成

地区事業計画 地区事業実施目的 ①地区事業実施目的の明確化、計画する各施設及

の策定 施設整備等の基本計 び森林整備の目的及び必要性の明確化

画の策定 ②計画する各施設の規模、構造の検討、施設用地

区域の設定、自然環境等調査範囲の確定、動線

計画の検討

自然環境等調 地形、地質、気象、 ①自然環境等調査のデータ取りまとめ（山地保全

査 植物、動物、荒廃 図、自然環境調査図等、各調査図面の作成）

地、土地利用、水系 ②調査データに基づく調査項目ごとの施設整備計

利用、文化財、法 画に当たっての留意点の取りまとめ

令・規制等、森林ﾚｸ

ﾘｴｰｼｮﾝ、景観等の調

査

総合解析 調査データの取りま 自然環境等調査により取りまとめられた山地保全

とめ及び施設整備計 図、自然環境調査図等の図面及び施設整備計画及

画等の留意点、施設 び森林整備計画に当たっての留意点及び施設整備

整備計画上講ずべき 計画上講ずべき対策の取りまとめ

対策に係る総合解析

全体計画作成 計画の立案 自然環境等調査等の各調査データ、調査結果によ

る留意点、総合解析による施設整備計画の留意点

及び施設整備計画上講ずべき対策等に基づく全体

計画の作成

【共生林整備事業】

①森林空間総合整備事業

・森林環境教育促進整備

・森林健康促進整備

・里山林機能強化整備

②絆の森整備事業

・市民参加型森林整備（行政支援タイプの

み）

【ﾌｫﾚｽﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｲ整備事業】

・森林活用基盤整備計画

・居住環境基盤整備計画

・居住地森林環境整備計画



235

動線計画 ①自然環境調査等の各調査データ、調査結果によ

る留意点、総合解析による施設整備計画の留意

点、施設整備計画上講ずべき対策及び施設整備

等の基本計画等に基づく林道の開設、改良、舗

装、遊歩道等動線の規模、配置及び線形又は区

間の開設計画

② 動線計画検討経緯の取りまとめ

施設計画・森林整備 ①自然環境調査等の各調査データ、調査結果によ

計画 る留意点、総合解析による施設整備計画の留意

点、施設整備計画上講ずべき対策及び施設整備

等の基本計画、動線計画の検討結果に基づく施

設整備計画の確定

②施設整備計画の検討経緯取りまとめ

③森林整備計画の確定

④森林整備計画の検討経緯取りまとめ

全体計画図・事業費 ①地区事業により実施する施設整備及び森林整備

の位置を明記した地区全体計画図の作成

②計画施設の配置図、主要な計画施設の見取図、

構造図の作成

③全体計画工事量の算出

④全体計画事業費の積算

総合解析 予測・評価 全体計画作成前の総合解析に基づく施設整備計画

等にあたっての留意点の回避及び講ずべき対策の

状況、施設整備実施時における留意点及び講ずべ

き対策、維持管理上の留意点及び施設整備等実施

による効果等の予測・評価

成果品 調査報告書の作成 ①調査目的
②社会的特性調査、生活環境調査、森林施業等調

査、踏査結果のデータの取りまとめ、施設整備
等の基本計画作成にあたっての留意点

③施設整備等の基本計画作成の経緯
④自然環境等調査における各調査データの取りま

とめ、施設整備計画作成にあたっての留意点
⑤地区全体計画作成のための留意点、講ずべき対

策に係る総合解析
⑥動線計画の作成及び検討経緯
⑦施設整備計画の確定、施設整備計画の検討経緯
⑧森林整備計画及び森林整備計画の検討経緯
⑨施設整備及び森林整備の位置を明記した地区全

体計画図の作成
⑩計画施設の配置図、主要な計画施設の見取図、

構造図の作成、全体計画工事量の算出及び全体
計画事業費の積算

⑪施設整備計画等にあたっての留意点の回避及び
講ずべき対策の状況、施設整備実施時における
留意点及び講ずべき対策、維持管理上の留意
点、施設整備等実施による効果等の総合解析
（予測・評価）
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別表―１.３ 用水施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業経営及び 集落の用水施設の状況、受益 （１）用水とは、わさび田の栽培、育苗、

集落の用水に 対象の戸数及び林業用施設 山菜加工等の林業経営及び林業集落に

必要な取水、 等、給水予定量を含む用水施 必要な飲料水、生活用水をいう。

導水、浄水、 設の設置目的、管理主体及び （２）取水施設とは、取水門、取水ぜき、

配水その他関 管理方法、事業費及び事業期 取水塔、井戸、集水埋渠、取水ポン

連施設等 間、用水施設の種類別数量 プ、その他取水に必要な施設をいう。

（３）導水及び送水施設とは、導水管、送

水管、その他導水及び送水に必要な施

設をいう。

（４）浄水施設とは、浄水池、滅菌施設、

その他浄水に必要な施設をいう。

（５）配水施設とは、配水池、配水管、そ

の他配水に必要な施設をいう。

（６）その他関連施設とは、上記(1)～(5)

の管理に必要な道路及び上記施設に関

連した付帯施設として、導水施設等の

保護と安全のために必要な施設及び消

火栓をいう。
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表―１.４ 排水施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業経営及び 排水施設の設置目的(集落の （１）排水管及び排水路

集落における 排水施設の状況、受益対象の 集水管、公共汚水枡、マンホール、

し尿及び雑排 戸数及び林業用施設等、降雨 中継ポンプ施設、側溝、排水溝、その

水を集合して 量、降雪量を含む)、管理主 他これらに類する施設。

処理するため 体、事業費及び事業期間、排 （２）汚水施設

に必要な施設 水施設の延長、排水施設設置 汚水処理施設、管理施設、その他汚

に当たり特に留意すべき事項 水処理に必要な施設。（個別の合併浄

化槽は除く）

（３）付帯施設

管理用道路、照明施設、植栽、その

他排水又は汚水処理に付帯して必要な

施設。



238

別表―１.５ 施設用地整備

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業用施設、 施設用地整備にあっては、用 （１）林業用公共施設

林業用公共施 地整備の目的（公共施設の現 木材加工施設、山菜加工施設、木材

設の用地及び 況と今後の整備予定、用地整 集出荷販売施設、貯木場、林業用車両

付帯施設の整 備の対象となる施設名及び設 の仮置場、特用林産物集出荷販売施設

備 置予定年度を含む）、管理主 （２）公共施設

体、事業費及び事業期間（付 集会場、研修施設、診療施設、体育

帯施設がある場合は、付帯施 館、通信連絡施設

設別事業費及び事業期間）、 （３）排水管及び排水路

整備箇所ごとの用地面積及び 集水管、公共汚水枡、マンホール、

付帯施設別数量、用地整備に 中継ポンプ施設、側溝、排水溝、その

当たり特に留意すべき事項 他これらに類する施設。

（４）付帯施設

取付道路、管理用道路、駐車場、側

溝等、フェンス及びその他これらに類

する施設。
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別表―１.６ 作業ポイント

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

高性能林業機 作業ポイント整備の設置目的 （１）作業用地

械等による効 （伐採、造林等の森林施業 伐採、搬出集積、造林、保育の各工

率的な林業生 量、作業システムの内容を含 程において も集約的な作業の実施が

産活動に資す む）、管理及び事業主体、事 可能な地点とする。（木材輸送用のヘ

るための森林 業費及び事業期間（付帯施設 リポートを含む）

活用基盤施設 がある場合は、作業ポイント （２）付帯施設

箇所ごとの付帯施設別事業費 取付道路、排水施設、ゲート等遮断

及び事業期間）、作業ポイン 施設、その他これらに類する施設。

トの設置箇所数、面積及び付

帯施設別設置数量、作業ポイ

ント設置に当たり特に留意す

べき事項



240

別表―１.７ 自然エネルギー利活用施設整備

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

山村の活性化 用地整備の目的（エネルギー （１）対象となる施設

に資する公共 の需給に係わる現況及び今後 発電施設、温水製造施設

施設（自然エ の動向、電力等エネルギー生 （２）付帯施設

ネルギーを利 産施設の現況及び整備計画を 導水管、配水管、取付道路、管理用

用した電気、 含む）、事業及管理主体、事 道路、駐車場、側溝、フェンス及びそ

熱等供給施設 業費及び事業期間（付帯施設 の他これらに類する施設（送電線及び

等）の設置に がある場合は、付帯施設別事 送電に必要な支柱の設置は除く）

必要な用地及 業費及び事業期間）、整備箇 （３）導水管

び付帯施設の 所ごとの用地面積及び付帯施 水力発電施設に係わるものは、取水

整備 設別数量、用地整備に当たり 施設から圧力管までの区間、地熱発電

特に留意すべき事項 に係わるものは、地表の蒸気吹き出し

部から発電施設用地外までの区間とす

る。また、温水製造に係わるものは、

浄水場から温水製造施設用地外までの

区間とする。

（４）配水管

温水製造施設から温水を配給する施

設までの幹線及び主たる支線の区間と

する。
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別表―１.８ 融雪施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

積雪地域にお 施設整備の目的（降雪量と道 （１）対象となる施設

ける林業及び 路状況、冬期間の通行量の予 融雪パイプ、流雪溝、路面流水

集落林道の冬 測を含む）、事業及び管理主 （２）付帯施設

期の通行の確 体、事業費及び事業期間（付 流水及び融雪水を排除するための排

保を図るため 帯施設がある場合は、付帯施 水路

に必要な施設 設別事業費及び事業期間）、

及び付帯施設 施設の延長等数量、施設の設

置に当たり特に留意すべき事

項

別表―１.９ 林業集落内健康増進広場

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業集落にお 用地整備の目的、管理主体、 （１）対象となる広場

いて林業者等 事業費及び事業期間（付帯施 運動の用に供する多目的な広場及び

の労働環境整 設がある場合は、付帯施設別 その他これに類するもの

備を目的とし 事業費及び事業期間）、整備 （２）付帯施設

た広場及び付 箇所ごとの用地面積及び付帯 取付道路、用排水路等、植樹、芝

帯施設 施設別数量、用地整備に当た 生、花だん、生け垣、その他これに類

り特に留意すべき事項 する簡易な修景施設、ぶらんこ、すべ

り台、砂場等の簡易な遊具施設、ベン

チ、水飲み場、周囲柵等の簡易な休憩

施設、安全施設等



242

別表―１.10 林業集落内防災安全施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業集落の防 防災安全施設設置の目的（地 （１）斜面崩落防止施設

災安全のため 形・地質の状況、降雨又は降 土留工、落石防止柵、落石防護柵、

の施設 雪量の状況、落石又は崩壊あ のり面工等ののり面工（緑化工を含

るいは土砂流出の状況、山火 む）、のり面に設置する水路工。

事の発生状況、地域の避難場 （２）土砂流出防止施設

所の状況等を含む）、事業及 谷止工、床固工、流路工、護岸工

び管理主体、事業費及び事業 （３）雪害防止施設

期間、施設の設置箇所数及び なだれ防止柵、雪庇防止柵、吹きだ

施設の数量、防災安全施設設 め柵、吹き払い柵

置に当たり特に留意すべき事 （４）火災防止施設

項 山火事防止用水槽（防火水槽までの

取付道路を含む）、消火栓、防火用歩

道（防火用施設を連絡する役割のもの

に限る）、ヘリポート（消化器材の保

管庫、排水施設を含む）
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別表―１.11 森林利用施設等用排水施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

広場、キャン 施設設置の目的（森林利用施 別表―１.３、１.４に準ずる

プ施設、休憩 設の設置状況及び利用の動

施設及びこれ 向、森林利用施設における用

らの機能保持 排水施設の現況及び動向、森

上必要な施設 林利用施設に隣接する集落の

等の森林利用 用排水施設の整備状況及び整

施設及び併せ 備に係わる動向、受益対象戸

て利用可能な 数、給排水予定量等を含

周辺集落を対 む）、事業及び管理主体、事

象とした給水 業費及び事業期間（付帯施設

又は排水に必 がある場合は、付帯施設別事

要な施設 業費及び事業期間）、用排水

施設の種類別の数量、施設設

置に当たり特に留意すべき事

項
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別表―１.12 フォレストアメニティ施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

フォレストア 整備予定地の森林の状況、整 （１）運動施設は、テニスコート、多目的

メニティ（森 備予定区域へのアクセス道路 グラウンド、スキーゲレンデ等

林公園）内に の現況及び動向、森林の利用 （２）広場施設は、芝生広場、林間広場等

必要に応じて 実態（レクリエーションの場 （３）キャンプ施設は、キャンプ場、オー

整備する各種 としての利用実態を含む）、 トキャンプ場等

施設 地域の林業・林産業その他産 （４）休憩施設は、あずま屋、ベンチ、バ

業・経済の状況、地域の意向 ンガロー等

等施設の整備の目的、事業及 （５）遊具施設は、ブランコ、すべり台、

び管理主体、事業費及び事業 砂場等

期間（付帯施設がある場合 （６）修景施設は、植樹、芝生、花壇、人

は、付帯施設別事業費及び事 工池等

業期間）、フォレストアメニ （７）駐車場、遊歩道、サイクリングロー

ティ区域面積、設置施設別の ド

規模及び数量、フォレストア （８）機能保持上必要な施設は、管理棟、

メニティ施設整備に当たり特 防災安全施設、管理道等

に留意すべき事項

別表―１.13 林道沿線修景施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

フォレストア 施設設置の目的（既存フォレ フォレストアメニティ施設整備に準ずる

メニティ（森 ストアメニティ施設の整備状

林公園）内及 況及び入り込み者の動向、既

びその周辺の 存林道の整備状況及び通行量

林道沿線並び の動向を含む）、事業及び管

に 林 道 の 路 理主体、事業費及び事業期

側・のり面に 間、修景施設の設置箇所及び

設置する修景 数量、施設設置に当たり特に

施設 留意すべき事項
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別表―１.14 滞在施設整備

施設等の説 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

明

公営の宿泊 既存の滞在施設の整備状況及 （１）取付道路等

施設や山村 び利用の動向、地形・地質の 取付道路、駐車場、側溝、フェンス及

留学施設等 状況、降雨量又は降雪量の状 びその他これらに類する施設。

の滞在施設 況、地域の避難場所の状況、 （２）防災施設

に係わる用 給排水施設の状況、給排水量 公営の滞在施設の防災と安全を図るた

地及び用排 の予測等を含む整備の目的、 めの施設（林業集落内防災安全施設に準

水施設等 事業及び管理主体、事業費及 ずる）

び事業期間（付帯施設がある

場合は、付帯施設別事業費及

び事業期間）、滞在施設整備

箇所及び付帯施設別数量、滞

在施設整備に当たり特に留意

すべき事項
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別表―１.15 森林コミュニティ施設

施設等の説 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

明

滞在施設周 既存の滞在施設の整備状況又 修景施設、広場、遊歩道、運動場、休憩施

辺の生活環 は設置予定の滞在施設の利用 設、遊具施設、キャンプ施設、機能保持上必

境の整備を に係わる予測、滞在施設周辺 要な施設（フォレストアメニティ施設整備に

図るための の運動広場等施設の整備状況 準ずる）

花 木 の 植 を含む施設設置の目的、事業

栽、広場、 及び管理主体、事業費及び事

遊歩道、運 業期間（付帯施設がある場合

動場、駐車 は、付帯施設別事業費及び事

場、休憩施 業期間）、設置施設別の規模

設等 及び数量、森林コミュニティ

環境整備にあたり特に留意す

べき事項

別表―１.16 森林整備

施設等の説 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

明

共生林整備 整備の目的、事業及び管理主 （１）不用木の除去、不良木の伐倒等

及び居住地 体、事業費及び事業期間（付 （２）樹木の植栽

森林環境整 帯施設がある場合は、付帯施 （３）駐車場

備において 設別事業費及び事業期間）、 （４）林間広場

行う、森林 設置施設別の規模及び数量、 （５）林内作業場

の造成・整 整備に当たり特に留意すべき （６）林内歩道等

備等及びそ 事項 （７）野生生物の生息場所に適した水辺環境

れに必要な 整備

付帯施設の （８）野生動植物観察ゾーン

整備等 （９）用水路

（10）簡易な休憩施設等
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第２章 一般調査

第１節 基本調査

（資材調査）

第２０１条 資材調査は、工事施工に必要な資材で、搬入材料、現地採取材料、特殊材料

等について、その品質、形状、寸法、単価、使用量、調達場所、調達時期、運搬系統、

輸送条件などを調査する。

（仮設物調査）

第２０２条 仮設物調査は、工事施工に必要な次の各号の仮設物等について、その規模、

構造、寸法、数量等を調査するものとし、必要に応じて実測する。

（１）土構造物基礎等の一時的な仮排水工等

（２）資材、機械等の搬出入のために必要とする仮橋及び仮道

（３）水中施工箇所の瀬替工、締切工及び水替工

（４）転落、飛来、爆破等のために特に必要とする防護施設

（５）交通及び作業のための特に必要とする安全施設

（６）橋梁等の製作、加工、組立及び架設のために必要とする場所

（７）工事用資材、機械等の仮置場所

（８）その他工事施工上必要な仮設物

（道路調査）

第２０３条 道路調査は、現場から 寄駅、市町村役場等に至る道路の種類、名称、延長、

小幅員、 小曲線半径、資材等の 大搬入長等の実態を調査する。

（現場環境調査）

第２０４条 現場環境調査は、次の各号の調査を行い、対策工等の設計に必要な因子を明

らかにする。

（１）水質汚濁等が流域下方に及ぼす影響

（２）岩石の亀裂、走向等が崩壊の発生に、また、岩石の飛散が樹木等に及ぼす影響
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（３）地下水の変化が周辺地域及び工事施工に及ぼす影響

（４）降雨、降雪、気温、凍結等の気象条件が工事施工に及ぼす影響

（５）軟弱地盤、湧水、流水等が工事施工に及ぼす影響

（６）騒音、震動等が周辺地域に及ぼす影響

（７）工事の施工が漁業権、水利権、鉱業権等の各種権益に及ぼす影響

（８）工事の施工が文化財、墓地、用水等に及ぼす影響

（９）工事の施工が法令に基づく制限地等に及ぼす影響

（10) その他工事施工上必要な現場環境調査

（障害物調査）

第２０５条 障害物調査は、工事施工に障害となる次の各号の施設等の名称、位置、数量、

所有者等とその支障部分を調査するものとする。

（１）家屋及び関連施設

（２）電柱、電線、電話線等

（３）他の道路、鉄道、水路等

（４）その他の構造物等

（水系調査）

第２０６条 水系調査は、調査路線付近における地形等から、関連する集水区域内の地表

水の動向及び地表から明視できる湧水などの地下水の動向を調査する。

２ 水系調査は測線を基準として、図上測設に用いた地形図などに確定した測線を記入し、

集水区域内の河川、沢、谷及び大きな凹地形ごとに、それぞれの集水区域を区分して、

水系調査図を作成する。

３ 水系調査図には、各集水区域ごとの、流出係数及び安全率等の因子となる地表面の状

態、地表の傾斜、流域の勾配、常水量等を調査して記入する。

４ 土石流等による土砂等の流出が発生するおそれのある渓流を林道が横断する場合は、

その危険度を検討するために、渓流の荒廃状況等を調査するものとする。
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（支障木調査）

第２０７条 支障木調査は、工事施工区域内及び工事施工上支障となる立木等について、

原則として毎木調査を行うものとする。

（伐開・除根調査）

第２０８条 伐開・除根調査は、工事施工区域内の地表を被覆し、工事施工上又は維持管

理上支障となる草木根等について次の各号により行うものとし、伐開、除根に区分して

積算工種別の数量を調査する。なお、測定範囲は、原則として横断測量の測定範囲幅程

度とする。

（１）伐開調査は、原則としてサンプリング調査によって行うものとする。

（２）除根調査は、原則として除根を要する工事施工区域内について調査するものとし、

路床仕上面での覆土が0.5m 以上(アスファルト舗装の場合は1.0m 以上)となる区間は

除くものする。ただし、伐開区域内の林況がほぼ均一とみなされる場合にあっては、

測線を基準とした帯状サンプリング調査とし、除根区分ごとの単位面積当たり蓄積を

サンプル量とする。

２ 根株等を林地還元処理又は工事用資材として利用する場合は、その処理方法や利用方

法について調査するものとする。また、根株等を廃棄物処理する場合も同様とする。

第２節 土質調査

（土質区分調査）

第２０９条 土質区分調査は、切土、床堀、その他土質区分を必要とする箇所及び盛土不

適土について、原則として外見的判断又は過去の実績資料等によって調査するものとし、

外見的判断が困難な箇所については、穴掘り又はオーガ等によって調査し区分する。

（基礎地盤調査）

第２１０条 基礎地盤調査は、盛土の基礎地盤及び各種構造物の設計地盤面又は支持層等

に対して、設計に必要な地盤の諸定数を調査する。

２ 直接基礎工、木杭を使用した基礎工以外の基礎工及び主要な構造物等の基礎地盤調査
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は、原則としてサウンディング等を実施するものとし、設計図書又は監督職員の示す方

法により、次の調査を併用する。なお、実施方法は、第 2 編治山編によるものとする。

ア 弾性波探査

イ 電気探査

ウ ボーリング調査

エ 土質試験

オ 載荷試験

第３節 排水施設調査

（排水施設調査）

第２１１条 排水施設調査は水系調査の結果を基として、集水区域内ごとの 大流出量を

求め、次号により構造物の種類、断面、構造等を決定する。

なお、必要に応じて第３章第４節実測量と併せて行う。

（１）側溝

側溝は、流入区域、土質区分、縦断勾配及び地表水による侵食性などを勘案し、設

置する位置、区間及び形式について調査する。特に必要に応じて路肩内に設ける場合

は、その区間等を調査する。

（２）横断溝

横断溝は、線形や縦断勾配、設置間隔、路面の構造などから路面水による侵食性を

勘案のうえ、設置する位置などについて調査する。

（３）溝きょ等

開きょ、暗きょ及び洗越工は、それぞれの機能及び設置条件に応じて、設置する位

置、方向、傾斜、延長、水位等を測定し、その種類、構造等を調査する。この場合、

必要に応じて本測線と関連させて調査測線を設け、実測量の中心線測量、縦断測量、

横断測量等に準じて実測する。

第４節 路盤工調査

（路床土調査）
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第２１２条 路床土調査は、砂利道による路盤工を行う場合に簡易なコーン貫入試験又は

外的判断により路床土の種類等を調査して強度特性を求め、路盤厚を決定するものとす

る。

２ 調査は、切土及び盛土箇所別に、土質がほぼ均一とみられる区間ごとに行うものとし、

路床土が未定の場合の切土箇所は現地の地山、盛土箇所は既設道等の類似土質の路肩付

近について行うものとする。

３ 路盤や路床の支持力の改善を図るために安定処理を行う場合は、「セメント及びセメ

ント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」

（平成 12 年 5 月 1 日付け 12 農検第 84 号部長通知）によるものとする。

（実績調査）

第２１３条 実績調査は、路床土調査により求めた路盤厚が不適当な場合に行うものとし、

土質条件等が類似する既設道の路盤厚を調査し、路盤厚を決定するものとする。

第５節 舗装工調査

（路床土調査）

第２１４条 路床土調査は、試験箇所の選定、試料の採取及び試験とし、次によって行う

ものとする。

（１）盛土路床の場合には、土取場の露出面より 50cm 以上深い箇所から乱した状態で、

路床土となる土を採取してＣＢＲ試験を行う。

切土においては、路床面下 50cm 以上深い箇所から乱した状態の路床土を採取する

が、路床面下１ｍの間で土質が変化している場合には、この各層の土を採取してＣＢ

Ｒ試験を行う。

（２）ＣＢＲ試験用の資料の採取は、調査区間が比較的短い場合や、路床土がほぼ同一と

みなされる場合であっても、道路延長上に３箇所以上とすることが望ましい。

また、資料の採取は、雨期や凍結融解期間を避け、寒冷地では融解期が終了したと

思われる時期（通常５～６月）に行う。

（３）切土路床などで、乱すことで極端にＣＢＲ値が小さくなることが経験的にわかって
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おり、しかも路床土をほとんど乱すことなく施工できる場合は、乱さない試料のＣＢ

Ｒを用いてもよい。乱さない試料は、路床面より 50cm 以上深い箇所から採取し、含

水率を変化させないようにして試験室に送る。

（４）路床に多量の礫が含まれていて、これらを除いて試験することが現場を代表しない

場合などには、平板載荷試験によるｋ値や経験などを参考にしてＣＢＲ値を推定する。

（５）凍結作用を受ける寒冷地にあっては、凍結深度を調査する。

（６）砂利道上に舗装する場合のＣＢＲ試験は、切土に準じるものとする。

(現況調査)

第２１５条 既設道又は在来砂利層等を利用する場合は、監督職員の指示により調査を行

うものとする。

（１）現況調査は、実測量に準じた中心線測量、縦断測量、横断測量及び関連調査とし、

現場条件に応じて関係設計図等を作成する。

（２）関連調査は、舗装止め、側溝の種類及び断面、他の構造物等との取り合わせ等につ

いて調査する。なお、在来砂利層等の品質について必要ある場合は、路盤材料の品質

の規定項目に従い、修正ＣＢＲ試験、粒度試験などを行うものとする。

第６節 のり面保護工調査

（資料調査）

第２１６条 資料調査は、第204条及び第209条の調査結果を基に、のり面保護工を計画す

るための必要な因子について把握する。

（地表調査）

第２１７条 地表調査は、地表における観察、測定又は過去の実績資料等によって、次の

区分ごとに土及び岩石の種類、分布範囲、深度等を調査する。地表における判断が困難

な箇所については、穴掘り等によって調査する。

（１）シラス、マサ土、砂及び砂質土並びに寒冷地におけるシルト質土及び火山灰質土

（２）土壌硬度が27㎜を超える砂質土、粘性土又は土壌硬度が23㎜を超える粘質土
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（３）PH が4.0～8.5以外の土

（４）礫及び転石層並びに亀裂及び節理の多い岩石

（５）強風化岩及び泥岩（土丹）

２ 落石のおそれのある箇所においては、予想される落石の平均重量、 大重量、落下速

度、落下方向、路肩までの地形等を調査する。

３ 地層の走向が流れ目の箇所は、傾斜角度及び粘性等を調査する。

４ 湧水又は流水等のある箇所は、位置、水量、水源等を調査する。

（実態調査）

第２１８条 実態調査は、現地条件の類似する周辺既設道等の、のり面保護工の種類、経

年別の植生成績、安定度、周辺斜面からの侵入植生の種類、優劣度等の実態を調査する。

また、寒冷地にあっては、凍結深度とこれによる崩壊層の厚さ等も調査する。

２ のり面保護工を設ける箇所の自然植生の種類、密度、成育度等の実態を調査する。

（のり面調査）

第２１９条 のり面調査は、のり面保護工を必要とする箇所の位置、延長、のり長、工法

等について調査する。

なお、必要に応じて第３章第４節実測量と併せて行う。

第７節 地すべり・崩壊地調査

（調査測線の設定）

第２２０条 調査測線は主測線及び副測線とし、地すべり又は崩壊地の運動ブロック及び

その原因と考えられる周辺部を一体とし、運動方向のほぼ中心部に主測線を設けるもの

とする。また、ブロックの幅が100m 以上にわたる広域の場合は、主測線の両側に50m

程度以内の間隔で副測線を設定する。なお、主測線及び副測線は、本測線との位置関係

を明らかにしておくものとする。

（規模及び形態）
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第２２１条 規模及び形態は、次により調査する。

（１）調査測線を基準とし、実測量に準じて中心線測量、縦断測量、横断測量及び平面測

量を実施し、関係設計図等を作成する。

（２）平面測量においては、冠頂部、滑落崖、脚部、先端、側面、湧水箇所及び露出すべ

り面又は崩壊面などの位置を明らかにする。

（３）すべり面又は崩壊面の位置は、その中央部、頭部及び末端部付近でそれぞれ１箇所

以上調査する。

（４）間隙水圧の認められる場合は、すべり面又は崩壊面の位置調査の箇所等について、

監督職員と協議の上、間隙水圧又は地下水等を調査する。なお、実施方法は、第 2 編

治山編によるものとする。

（土質調査）

第２２２条 土質調査は、すべり面又は崩壊面までの土質を外見的判断又はサウンディン

グ等で調査する。なお、実施方法は、第 2 編治山編によるものとする。

（その他調査）

第２２３条 その他の調査は、大規模な対策工を必要とする場合に地質調査、地下水調査、

計測調査などを行うものとする。なお、実施方法は、第 2 編治山編によるものとする。

第８節 擁壁工調査

（背面土調査）

第２２４条 背面土調査は、擁壁背面に作用する土の種類を外見的判断によって調査する。

適用する背面土の種類は、次表によるものとする。



255

区 種 類 内部摩擦角

分

風化しにくい岩砕、転石等で、中硬岩、硬岩及び土中では風化し

ａ にくい軟岩類の破砕されたものとし、粒度分布の良好な砂、砂礫又 40°

は礫なども含む。

ｂ 砂利まじりの良質な土砂などで、礫まじり土、転石まじり土、砂 35°

又は良質な砂質土とし、良好な部類に属する土砂とする。

ｃ
普通土又はこれに類する土砂で、砂質土、砂質ローム、砂質粘土

30°

等とし、良質の粘土も含む。

ｄ
粘土等を含む土で、普通土以下の粘性土、シルト、ローム等の多

25°

い土とし、盛土不適土は除く。

（地山調査）

第２２５条 地山調査は、擁壁背面に安定した地山が接近している場合の地山接近調査と、

擁壁背面の地山に湧水等がある場合の湧水調査に区分して行うものとする。

（１）地山接近調査は、擁壁背面の地山の傾斜角が60度より急な斜面を対象とし、地山の

緊結度等を考慮し、背面土調査にならって地山の内部摩擦角を調査する。

（２）湧水調査は、擁壁背面の地山に湧水、浸透水等のある場合又はそのおそれのある場

合に、位置、水量、排水工法等を調査する。

（基礎地盤調査）

第２２６条 基礎地盤調査は、設計地盤面を次の各号により定め、床掘りの土質区分及び
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許容支持力度を調査する。

（１）設計地盤面下の浅い位置に岩盤層のある場合は、岩盤層まで掘削して地山基礎の設

計地盤面とする。

（２）設計地盤面は、地盤の変動等の影響を受けた深さ及び今後における侵食等を検討し

て設定するものとする。

（位置調査）

第２２７条 位置調査は、擁壁の設置箇所の位置、延長、水位等を調査する。また、監督

職員の指示によりその延長方向に本測線と関連する調査測線を設け、実測量の中心線測

量、縦断測量、横断測量等に準じて実測する。

（盛土材調査）

第２２８条 補強土擁壁を計画する場合は、現地の土質が補強土擁壁の盛土材として適正

かどうかの調査を 第224条に定める背面土の種類別に、外見的判断により行うものとし、

特記仕様書に定める土質試験を実施するものとする。

第９節 橋梁工調査

（河川管理調査）

第２２９条 河川管理調査は、河川法の適用を受ける河川に橋梁を設置する場合に、次の

各号について調査する。

（１）河川改修計画の概要

（２）河川の横断及び縦断形状、寸法、低水位等の現況

（３）流下方向、計画断面寸法、計画高水流量、計画高水位及び河床勾配

（４）河川管理者に提出する設計図書の種類及びその作成要領

（５）河川管理者と協議する次のような事項

ア 径間長

イ 橋台及び橋脚の位置、形状、寸法、低水位等の現況

ウ 橋下余裕高さ



257

エ 護岸工

オ その他河川管理者が必要とする事項

（河相等調査）

第２３０条 河相等調査は、橋梁と交差する河川、道路、その他の地物等と、当該橋梁と

の関連を明らかにするために行うものとし、交差するそれらのほぼ中央付近に本測線と

関連する調査測線を設け、実測量に準じた中心測量、縦断測量、横断測量、平面測量、

土質調査等を実施するとともに、現場条件に応じて監督職員の指示により、次の各号に

ついて調査する。

（１）既往の流跡等から高水位及び高水敷を調査し、計画又は計算流量を照査する。

（２）流達時間後の水位現況及び流跡等から低水位を求め、その場合の低水敷及び流心を

調査する。

（３）計画高水流量が明らかでない場合は、流量計算などに必要な流出係数、水面勾配、

粗度係数等を調査する。

（４）河川の上流部における森林施業及び地すべり又は崩壊などによる流下物の現状と今

後の推移を基に、河床及び水位の変化を調査する。

（５）調査測線の各横断面形状及び橋梁前後の線形から、位置の選定に必要な箇所及び橋

梁の線形を調査する。

（６）現場環境調査資料を基に、橋梁施工に関連する事項を具体的に調査する。

（７）橋下が交通路又は構造物等の場合は、その 大外縁の幅及び高さ等の寸法並びに将

来の変動等を予定した余裕量を調査する。

（８）橋下が大きな凹み又は低地などの場合は、その地形を調査する。

（９）橋下が地すべり又は崩壊地などの場合は、地すべり・崩壊地調査に準じて、規模、

形態、影響圏等を調査する。

（位置調査）

第２３１条 位置調査は、橋台、橋脚及び護岸等を設置する位置等について調査する。

なお、必要に応じて第３章第４節実測量と併せて行う。
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（設計条件調査）

第２３２条 設計条件調査は、橋梁の設計に当たって必要な現地諸条件等を、河相等調査

資料によるほか、次の各号により調査する。

（１）橋面上の 大積雪量及びその単位重量の実態を調査する。

（２）必要に応じ、 大風速及び 高 低気温を調査する。

（３）橋台の背面を埋戻す土の種類は、第224条に定める背面土の種類別に、外見的判断

によって調査する。

（４）橋台背面の地山に湧水、浸透水等のある場合又はそのおそれのある場合は、位置、

水量、排水工法等を調査する。

（５）上部構造資材、架設用機材などの 大搬入長は、道路調査によって決定する。

（６）仮設物等調査資料を基に、橋梁施工に関連する属所的事項を具体的に調査する。

（基礎地盤調査）

第２３３条 基礎地盤調査は、設計地盤面を定め、床掘りの土質区分及び許容支持力度等

を調査する。なお、基礎工を設ける場合には、第210条により調査を行うものとする。

第10節 トンネル工調査

（概査）

第２３４条 概査は路線選定のための調査で次の各号により行うものとする。

（１）既存資料調査

既存資料調査は「図上測設」の地形図、地質図、空中写真などの資料のほか、次の

資料についても収集及び分析調査を行い、路線付近の地形、地質、地下水などの概要

を把握する。

ア 周辺の災害記録において、地質をどのように区分しているかを調査する。

イ 当該地域を含む周辺の地形及び地質に関する学術論文又は調査記録において、ど

のように分析、判断しているかを調査する。

ウ 鉱区図、坑道図、工事記録などにおける地質構造及び地下水を調査する。

（２）現地調査
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現地調査は、既存資料調査の結果に基づき、予定路線周辺の地質条件等を把握する

ため、次の各号により調査する。

ア しゅう曲、断層、破砕帯、崖錐、段丘、扇状地、地すべり地、崩壊地等の不安定

地形及び土石流、落石、なだれ等の既往発生地又はおそれのある箇所の位置とその

態様を調査する。

イ 表土、風化土、堆積土、火山噴出物等の表層堆物について、各種類別の分布範囲、

厚さ、固結程度、含水状態、透水性、匍行性などの概要を調査する。

ウ 岩石名と層序、変質及び風化の程度並びに地層、節理、劈開、片理などの走向及

び傾斜を調査する。

エ 隣接する流域の流路勾配、流域形状係数、設置側の片面の谷密度、平均比高及び

降雨後の流量の減水特性を調査する。

オ 地熱及び地下水の有無並びにその水量、温度、水質、帯水層、しゃ水層、地下水

面の位置及びその分布を調査する。

カ トンネル工事の影響が予想される範囲の温度、井戸、貯水池、河谷等の着工前の

水利用状況及び水量の季節的変化を調査する。

キ 膨張性地山の有無とその程度及び分布状態を調査する。

ク 既存資料調査、現場環境調査及び障害物調査の各資料中、トンネル施工上特に関

連する属所的事項を調査する。

（精査）

第２３５条 精査は、設計・施工計画のための調査とし、次の各号により行うものとする。

（１）精密調査は、地山の状況により次の試験より必要なものを選定し、調査を行うもの

とする。なお、調査方法は、調査方法は、第 2 編治山編によるものとする。

ア 弾性波探査

イ 電気探査

ウ ボーリング調査

エ 孔内試験・検層（標準貫入試験、孔内水平載荷試験、透水試験、速度検層、電気

検層等）
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オ 室内試験

（２）地山分類調査は、精密調査の結果を基にして、岩質、地質構造、風化・変質の状況、

地下水の状況等を把握して総合的かつ技術的な判断を加えて地山分類を行い、トンネ

ルの設計・施工計画のための資料とする。

第11節 林業作業用施設調査

（設置箇所の選定）

第２３６条 土場施設は、原則として調査路線内とし、高性能林業機械の効率的な稼働が

可能で、極力路体と一体的に設置が可能な箇所を選定する。

２ 防火施設等は、地形、地質、水利状況、林況等を勘案して極力路体の近くに設置が可

能な箇所を選定する。

（位置調査）

第２３７条 位置調査は、選定された箇所ごとに規模、構造等について調査する。

なお、必要に応じて第３章第４節実測量と併せて行う。

（防護施設調査）

第２３８条 のり面又はのり尻等に防護施設を必要とする場合は、第３節排水施設調査、

第 6 節のり面保護工調査、第８節擁壁工調査等に準じて調査する。

第12節 土取場調査

（設置箇所の選定）

第２３９条 土取場は、原則として調査路線内とし、次の各号よりその箇所を選定する。

（１）盛土材料の土取りが可能な箇所

（２）基礎地盤の傾斜ができるだけ緩い箇所

（３）運搬距離及び処理時間が 小となる箇所

（４）人家、学校、その他の公共施設等に隣接しない箇所

（５）林地等の周辺の環境を著しく阻害しない箇所
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（位置調査）

第２４０条 位置調査は、第237条に準じて行うものとする。

（防護施設調査）

第２４１条 のり面又はのり尻等に防護施設を必要とする場合は、第238条に準じて調査

する。

第13節 残土処理場調査

（設置箇所の選定）

第２４２条 残土処理場の設置に当たっては、原則として調査路線内とし、次の各号より

その箇所を選定する。

（１）残土処理場は、押え盛土に残土を利用できる箇所

（２）基礎地盤の傾斜ができるだけ緩い箇所

（３）運搬距離及び処理時間が 小となる箇所

（４）人家、学校、その他の公共施設等に隣接しない箇所

（５）林地等の周辺の環境を著しく阻害しない箇所

（６）車廻し、待避所として利用可能な箇所

（位置調査）

第２４３条 位置調査は、第237条に準じて行うものとする。

（防護施設調査）

第２４４条 のり面又はのり尻等に防護施設を必要とする場合は、第238条に準じて調査

する。

第14節 建設副産物調査

（建設副産物調査）

第２４５条 林道工事によって、建設副産物の発生が予想される場合は、次の事項を調査
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する。

（１）再生資源として利用できる建設発生土は利用方法ごと（現地での盛土材料としての

再利用等）に種類、数量等

（２）根株、伐採木及び末木枝条等の原材料として利用できるものは、種類、数量、利用

方法等

（３）やむを得ず、廃棄物処理を予定するものは、種類、数量、処理場までの距離等

第15節 用地調査

（用地幅杭表の作成）

第２４６条 用地幅杭表は、実測量によって作成した横断面図を基として、各測点ごとの

横断面上に用地幅を記入し、中心線からの距離を求めて作成する。なお、距離測定の単

位は横断測量に準ずる。

（登記調査）

第２４７条 土地登記簿、公図等により、次号について一筆地ごとの境界に関する記録を

調査する。

（１）土地の所在、地番、地目、地積

（２）所有者の住所、氏名又は名称

（３）土地所有権以外の権利の種類、権利者の住所、氏名又は名称

（４）その他必要な事項

（基準点調査）

第２４８条 用地測量及び用地図作成の基本となる 寄りの基準点の種類、位置及びその

内容を調査する。

第16節 その他調査

（その他調査）

第２４９条 その他調査は、鉄道等との平面交差、自動車道の取付け、待避所及び車廻し、
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防雪施設その他の防護施設、交通安全施設及び標識について、現地の諸条件を調査の上、

必要とする箇所及び工法等を選定し、現場条件に応じて実測量又は本調査に準じ設置す

る位置、区間、構造、寸法等を調査し、関係設計図等を作成する。

第３章 測量

第１節 測量に関する一般事項

（測量業務の区分）

第３０１条 測量は一般測量と、一般測量よりも精度の高い詳細測量に区分し、求められ

る精度により使い分けるものとする。

（使用器材）

第３０２条 測量に用いる器材は、別表－３.１ 測量に用いる器材に掲げるものと同等以

上の性能を有し、点検整備したものを使用しなければならない。

（１）Ｉ.Ｐ測量及び詳細測量のトラバース測量は、所要の精度を有するトランシットまた

は光波測距儀などのトータルステーションを使用する。ただし、地形の状況その他の

事由によりやむを得ない場合においては、 小読定値30分以内のポケットコンパスと

することができる。

（２）縦断測量は原則としてレベル及び標尺を使用するものとする。

（３）横断測量は、一般測量の場合、直角器を併用した水準装置又は勾配定規付ポールに

よる。詳細測量は原則としてレベル、トランシット、トータルステーション、標尺等

を使用するものとする。

（４）主要構造物の位置決定などの場合は、レベル、トランシット、トータルステーショ

ン、標尺等を使用するものとする。

（測量の精度等）

第３０３条 測量の精度及び単位は、別表－３.２、３.３に掲げるとおりとする。

（基準点）
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第３０４条 基準点は、測量の目的に応じて次の区分により、取扱うものとする。

（１）国土地理院の設置した三角点、水準点又は公共測量に基づく多角点及び基準点測量

を実施して設置した基準点、水準点

（２）国土地理院発行の地形図に明示されている地点、地物等を基準として判読した水準

点

（測量杭）

第３０５条 測量に使用する杭の規格及び設置方法は、次の各号によるものとする。

（１）杭の材質は、下表を標準とする。

（２）基準点杭は、測量の起点、終点及び工作物計画箇所付近に、移動や浮沈のないよう

堅固に設置するものとする。

（３）Ｉ.Ｐ杭及び測点杭は、移動や浮沈のないよう堅固に設置するものとする。

（４）杭の設置が不可能な箇所は、岩盤等に設置し、鋲又はペンキ等で明示するものとす

る。

（５）測量杭は、原則として測点番号を前測点の方向に向けて設置するものとする。

（６）必要がある場合は、測量杭の引照点を設けるものとする。

名称 材質

基準点杭 木又は

Ｉ.Ｐ杭 合成樹脂

引照点杭

測点杭(ﾌﾟﾗｽ杭、曲線

杭)

（測量野帳等）

第３０６条 測量の結果は、測量野帳等に記入し、一件ごとに整理のうえ保存するものと

する。なお、トータルステーション等を使用した場合でデータコレクタによる観測値の

記録を発注者が指示又は承認する場合は、特記仕様書により整理するものとする。

（図面）

第３０７条 図面は、測量の成果に基づく平面図、縦断面図、横断面図等とし、作図の詳
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細は、第413条によるものとする。

（図面の縮尺）

第３０８条 図面の縮尺は、第403条によるものとする。

第２節 基準点測量

（規程の準用）

第３０９条 基準点測量については、本節に定めるもののほか、福島県公共測量作業規程

第２編第２章「基準点測量」 及び 第３章「水準測量」に準じて行うものとする。

（計画準備）

第３１０条 基準点測量にあたって、地形図上で新点の概略位置を決定し、利用する既知

点の資料の整備、測量の方法等計画の立案、使用器材の準備等を行うものとする。

（踏査選点）

第３１１条 踏査選点は、利用する既知点の現況について異状の有無を調査するとともに

既知点から新点間の路線について選点を行うものとする。

（測量標の設置）

第３１２条 測量標の設置は、新点に対して永久標識又は一時標識を埋設するものとし、

永久標識を設置した場合は、点の記を作成するものとする。

（測量の方法）

第３１３条 測量の方法は、次の各号によるものとする。

（１）基準点測量（４級基準点測量）は、原則として多角測量方式によるものとし、トー

タルステーション等を使用して水平角、鉛直角の測角及び測距を行って新点の水平位

置及び標高を定めるものとする。

（２）ＧＰＳ測量は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録して新点の水
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平位置及び標高を定めるものとする。ＧＰＳ観測は、干渉測位方式で所定の観測を行

うものとし、その取扱いについては特記仕様書によるものとする。

（３）水準測量（４級水準測量）は、レベルを使用し、既知点から高低差を往復測定して、

新点の標高を定めるものとする。

（測量成果等）

第３１４条 測量成果等は、次の各号により整理するものとする。

（１）基準点測量については、成果表、成果数値データ、基準点網図、観測手簿、計算簿

等について整理するものとする。

（２）水準測量については、観測成果表及び平均成果表、成果数値データ、水準路線図、

観測手簿、計算簿等について整理するものとする。

第３節 予備測量

（予備測量）

第３１５条 予備測量は、全体計画調査で設定した路線の位置を現地に設定するために行

うものとする。

（１）一般測量

一般測量は、次の各号によるものとする。

ア 予定施工基面高の設定

概略の路線位置は、全体計画調査の結果等を踏まえ、踏査によって設定する。当

該路線の予定施工基面高の設定は、図上測設及び踏査によって決定した区間ごとの

予定縦断勾配を基に、ハンドレベルとポールを併用して勾配杭又は見通し杭を設定

する。勾配杭等には赤の布テープ等を結び、前後の位置関係が明確になるように設

置する。なお、勾配杭等、設置する際、併せて杭間の水平距離を測距しておき、予

定縦断勾配の修正の参考にする。

イ 概測

踏査によって概略の路線位置が決定し難い等の場合は、折線による中心線を基に、

簡易な計測器具によって距離、縦断勾配、横断勾配、検討を要する曲線等を概測の
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上図化し、図上で中心線を検討して路線位置を調整する。

（２）詳細測量

詳細測量は、次の手順によるものとする。

ア 仮測点の設置

予定施工基面高に沿ってトラバース点を設置する。

イ トラバース測量及び座標値計算

基準点測量（結合多角方式）に基づき、トラバース測量を行い、それぞれの測点

の座標値を計算する。

ウ 地形測量

トータルステーションを用いた電子平板方式による測量により、谷や尾根、その

他急激な地形の変化のある地域を対象に地形測量を実施する。さらに、路線通過予

定地の概略地形を把握するために、仮測点の横断測量を実施し、これらの結果を踏

まえて１千分の１の概略地形図を作成する。

エ 各種構造物の限界高さの調査

土構造物としての限界切土高及び限界盛土高を現地調査により把握する。

オ 平面線形の計画

概略地形図へトラバース点を座標値により挿入し、トラバース点の横断測量の成

果により地形図を補正する。次に路線全体の線形及び各種構造物との関連、Ｉ.Ｐ選

点条件等を勘案しながらＩ.Ｐを選点して、曲線半径及びパラメーターを検討し、ク

ロソイド曲線と円曲線を組み合せた曲線を図上に設置する。さらに、起点側から20

ｍごとの測点を図示するとともに、クロソイド始点、クロソイド終点等の必要点を

図示する。これら図上に設置した各点は、いずれも座標値計算をする。ただし、一

車線の場合はクロソイド曲線の設置は行わない。

なお、平面線形の測量設計は通常二車線の中央で行い、拡幅量は一車線分の２倍、

片勾配は二車線を直線形で結ぶ方法とする。

第４節 実測量

（一般事項）
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第３１６条 実測量は、全体計画等を基として、現地実測によることを原則とする。調査

で設定した路線の位置を現地に設定するために行うものとする。

（Ｉ.Ｐの選定）

第３１７条 Ｉ.Ｐの選定は、予備測量の成果に基づき、路線選定条件、施工基面高の選定

条件等を検討して、交点（Ｉ.Ｐ）杭を設置するものとし、次の各号により行うものとす

る。

（１）選点条件

Ｉ.Ｐの位置選定は、施工基面高の選定条件のほか、次の選点条件を十分検討して決

定する。

ア Ｉ.Ｐ予定点の前後における交点が、 も適切な位置となるよう設定する。

イ 土工量の近距離の流用又は残土処理を考慮した位置とする。

ウ 地形が急な箇所においても、できるだけ拡幅を必要としない位置とする。

エ 平面及び縦断線形の急激な変化をできるだけ避けた位置とする。

オ 原則としてトンネル区間内には設定しない。

カ 橋梁区間内においては、橋長の中間点又は橋脚付近とすることができる。

（２）Ｉ.Ｐ間の距離

Ｉ.Ｐ間距離は地形に応じて適切な距離とし、30～50ｍ程度を基本とする。また、路

線又は区間におけるＩ.Ｐ間平均距離が長い場合は適切か否かのチェックを行い、現地

検討や必要に応じて監督職員との協議のうえ再測を行うこととする。

（３）Ｉ.Ｐ杭の設置

Ｉ.Ｐ杭の設置は次の各号により行うものとする。

ア 選点によって決定された交点位置には交点杭を設置し、移動や紛失のおそれのあ

る場合は、引照点杭を設ける。

イ 詳細測量の場合は、予備測量で図上測設したＩ.Ｐを座標値から現地へ設置する。

ウ 座標値だけでＩ.Ｐの設置が困難な場合は、近隣のトラバース点を基準点として、

放射法等によりＩ.Ｐを設置する。
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（中心線測量）

第３１８条 中心線測量は、林道規程に定める車線に関する平面、縦断及び横断線形の各

要素に適合する直線及び曲線の中心線を設置し、平面線形を明らかにする。

（１）測点杭の設置

測点杭の設置は、次の各号によるものとする。

ア 測点杭は、20ｍ単位の番号杭又は追加距離杭とする。

イ プラス杭は、縦断及び横断方向の地形並びに土質区分の変化する点、切土又は盛

土が相互に変化する零断面の箇所、構造物を設置する箇所等に設けるものとする。

なお、曲線杭はプラス杭を兼ねることができる。

ウ 起点及び終点の測点杭は、起点杭及び終点杭を兼ねることができる。

エ 二車線林道の中心線測量は、二車線の中央線で行うが、直線及び曲線の中心線に

は、再計算した座標値を基に、Ｉ.Ｐ又は近隣のトラバース点からプラス杭、クロソ

イド始点杭、クロソイド終点杭（Ｂ.Ｃ又はＥ.Ｃと重複）曲線中点杭等の主要点を

設置して測距する。

オ 上記で設置した主要点間に番号杭又は追加距離杭、プラス杭等を設置して測距す

る。

カ 地形が単純な場合又はＩ.Ｐ間距離が短い場合は、Ｉ.Ｐの位置の設置と併せて各

主要点を設置することができる。

キ 詳細測量の場合は、中心線の各種測点杭を設置した後、各測点の横断方向を計算

し、それぞれの方向杭を設置する。

（２）曲線杭の設置

曲線杭の設置は、次の各号によるものとする。

ア 曲線設置に当たっては、交点（Ｉ.Ｐ）杭を基準とし、曲線始点（Ｂ.Ｃ）杭、曲

線終点（Ｅ.Ｃ）杭、曲線中点（Ｍ.Ｃ）杭等の曲線杭を設置する。

イ クロソイド曲線の設置は、一般的に主接線から直角座標法又は極角動径法等によ

り中間点を設置するが、さらに正確な中間点を必要とする場合は、２方法以上を併

用することとする。

（３）距離
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測定する距離は、起点又は終点と隣接するＩ.Ｐ間、測点間、曲線設置に要する距離

等とする。

（４）測角

Ｉ.Ｐの測角は直接法を原則とするが、機械が据付けられないなどの場合は、できる

だけ精度の高い間接測角法によることができる。また、真北又は磁北方向を測定し、

路線の方位を明らかにする。

（５）単曲線の選定条件

単曲線の選定は、適用した選点条件のほか、次の各号によるものとする。

ア 交角（Ｉ.A）が15度以下の箇所にあっては、曲線を設置しないことができる。

イ できるだけ拡幅量の少ない曲線半径を適用するものとする。

ウ 隣接する各曲線間の半径は、それぞれが調和した平面線形を構成するよう選定す

る。

エ 隣接する各曲線間にあっては、原則として両曲線の緩和区間長が確保できる曲線

半径を選定する。

オ 両曲線間の緩和区間長が確保できない場合は、複合曲線又は背向曲線とすること

ができる。

カ 地形的条件等によって、折り返し線形を必要とする場合は、ヘアピン曲線とする

ことができる。

（６）曲線の設置

交点の屈曲部の曲線設置は、円曲線によるものとし、単曲線、複合曲線、背向曲線

及びヘアピン曲線に区分する。

ア 曲線中に測点杭を設置するには、接線支距法を原則とするが、大きな曲線半径又

は重要な箇所にあっては、偏角法によることができる。

イ 曲線の起終点又はＩ.Ｐを曲線設置の基準にできない場合は、曲線の中点、任意点

の接線又は両接線間を結ぶ見通し線を曲線設置の基準線とするなどの方法によるこ

とができる。

ウ 間接測角法によりＩ.A を求める場合は、両接線を結ぶ補助測線の延長とその角度

からＩ.A を求める方法、又はトラバースを設けるなどの方法によることができる。
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エ トンネル内などの狭い箇所における測点杭の設置は、接線偏倚距や弦偏倚距法等

によることができる。

（７）クロソイド曲線の設置

クロソイド曲線の設置は、主接線からの直角座標法又は極角動径法等により中間点

を設置するが、更に正確な中間点を必要とする場合は、２方向以上を併用することと

する。

（８）緩和区間

緩和区間は、次の各号によるものとする。

ア 緩和区間の線形は、原則として緩和接線によるものとする。

イ 緩和接線は、曲線のＢ.Ｃ又はＥ.Ｃを基準として所定の接線長を設定する。

ウ 緩和接線のすり付けが著しく不連続になるなどの場合は、その接線長を曲線内

に延長して設定することができる。

（縦断測量）

第３１９条 縦断測量は、中心線測量によって決定した各測点を基に、水準基標を基準と

して地盤高を測定するものとする。

（１）地盤高の測定

地盤高の測定は、各測点の地盤における高さについて行うものとする。また、地形

急峻などのため直接測量が困難な場合は、直近する測点の地盤高を基準とし、間接測

量によることができる。なお、地盤高の測定は、水準基標を基準とした往復測定を原

則とし、その誤差を確認する。

（２）水準基標

縦断測量に当たっては、次により水準基標（B.M）を設置する。

ア B.M の位置は、起終点付近、起終点間500ｍ程度の間隔の箇所、重要構造物付近

等とする。

イ B.M は測点に近接し、かつ保全に支障のない堅固な箇所に設けるものとして、番

号、基準高、施行機関名などを表示する。

ウ B.M の基準高は、原則として既設林道その他の既知点によるものとするが、これ
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らの値が明らかでない場合は、地形図等の標高から求めることができる。

（横断測量）

第３２０条 横断測量は、各測点の中心線から左右に対して直角方向に設定し、その横断

線上の地形の変化点及び道路、施設、水面などについて、位置、形状、地盤高等を測定

する。

（１）測定範囲

横断測量の測定範囲は、予測に用いた勾配杭等を基準とし、のり尻、のり頭、構造

物の位置などを推定して決定する。

（２）地盤高等の測定

横断測量は測点を基準として、横断線上の各地盤高及び水平距離又は斜長及び勾配

を測定する。

（平面測量）

第３２１条 平面測量は、中心線及び各測点を基準として、横断測量の測量範囲以上の区

域について、地形、地物、地域などの位置を測定する。

（１）測定範囲

平面測量の測定範囲は、一般測量の場合は、特別の場合を除き中心線から両側へそ

れぞれ20ｍ程度とし、詳細測量の場合は、原則として中心線から両側へそれぞれ50ｍ

程度以上とする

（２）測量の対象

平面測量の対象は、次によるものとする。

ア 河川、沢、谷、崩壊地、露岩などの地形及び地質構造

イ 人家、学校、道路等の公共施設、その他の構造物、Ｂ．Ｍ等

ウ 法令に基づく制限地等の名称、地域等

エ 行政区界及び林地、果樹園、草地、田畑、住宅地等の土地利用区分

オ 林地にあっては、所有者界、林班界、林小班界等

（３）位置の測定
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位置測定のための測量は、原則としてオフセット法等によるものとし、用地、地物

などの確定を要する場合は、用地測量に準じて測定する。

（伐開）

第３２２条 伐開は、必要 小限度にとどめるものとする。

第５節 用地測量

（一般事項）

第３２３条 用地測量は、林道に関連して用地を確定する必要がある場合に行うものとす

る。なお、買収又は賃貸借等を伴わない用地の場合は、実測量の成果又は必要事項の調

査によって作成する潰地図をもって、用地測量を実施しないことができる。

２ 林道に関連した用地幅は、林道構造の各外縁線に2.0m を加えたものを標準とし、林

道構造の規模、安定度、維持管理、周辺に与える影響度等を考慮して増減する。林道構

造の外縁は、維持管理上必要とする深度の地中部分を含むものとし、その深度は林道の

構造等に応じて決定する。

（実測量）

第３２４条 実測量は、用地調査によって得られた各種資料を基に、関係者の現地立会そ

の他の諸手続を行い、現地において分筆等に必要な用地幅、境界等を確定する。

（１）用地幅杭

用地幅杭表に示された測点ごとに、これと直角方向に用地幅を測定して用地幅杭を

設定する。なお、各用地幅杭を結ぶ隣接折線間が、地形等に適合しない場合又は直線

に近似する場合は、その間の用地幅杭を設けないことができる。

（２）測量

測量は原則としてトータルステーションを用いた電子平板方式による測量又は多角

測量によるものとし、あらかじめ方位及び基準点の位置を明らかにし、これと関連さ

せた測点、用地幅杭、筆界点等を基に、用地の分筆又は一筆ごとの所有者等を明らか

にする。
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（３）単位及び精度

用地測量に用いる単位及び精度は、福島県公共測量作業規定及び同運用基準を準用

する。

第６節 構造物設置箇所の測量

（構造物設置箇所）

第３２５条 構造物設置箇所の測量は、次の各号により行うものとする。

（１）排水施設、擁壁工

設置する位置、方向、傾斜、延長、水位等を測定して、その種類、構造等を調査す

る。この場合、現地条件に応じて本測線に関連させて調査測線を設け、実測量の中心

線測量、縦断測量、横断測量等に準じて実測する。

（２）橋梁工

橋梁工は橋台、橋脚、護岸等の設置位置について行うものとし、前号に準じるもの

とする。

（３）トンネル工

実測量の中心線測量、縦断測量、横断測量等に準じて実測する。

（４）その他

第１号に準じるものとする。

第７節 残土処理箇所の測量

（残土処理場）

第３２６条 残土処理場箇所の測量は、選定された箇所ごとに行うものとし、現場条件に

応じて本測線に関連する調査測線を設け、実測量に準じた縦断測量、横断測量及び平面

測量を行うものとする。

第８節 その他箇所の測量

（林業作業用施設等）

第３２７条 林業作業用施設及び待避所・車廻し箇所等の測量は、選定された箇所ごとに
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行うものとし、第326条に準じるものとする。

（地区全体計画に係る施設等）

第３２８条 地区全体計画における施設計画箇所の測量は、第２節基準点測量、第４節実

測量、第５節用地測量に準じて行うものとする。

別表－３.１ 測量に用いる器材

区分 器材の名称 測定区分 性 能

一般測量 トランシット 水平角 水平目盛の 小読定値が１分以内であるこ

詳細測量 鉛直角 と。

詳細測量 トータルステー 水平角 １ 小読定値が㎜まで可能なもの。

ション 鉛直角 ２ 精度（検定書による）

距 離 (1)測定距離が2㎞以上可能なものは

±(10㎜＋D÷10万)

(2)測定距離が2㎞未満のものは±30㎜以内

注）Dは測定距離で、㎞単位

一般測量 レベル 水 準 １ 水準器感度40秒／2㎜以内のものである

詳細測量 こと。

２ 望遠鏡の倍率は20倍以上であること。

詳細測量 スチールテープ 距 離 １ 目盛のある部分の長さが50ｍ以内である

こと。

２ 目盛は1㎜であること。

一般測量 ガラス繊維製テ 距 離 １ 目盛のある部分の長さが50ｍ以内である

詳細測量 ープ こと。

２ 目盛は1㎝以内であること。

一般測量 標尺 距 離 長さが5ｍ以内で、目盛は0.5㎝であること。

詳細測量

一般測量 ポケットコンパ 方位角 １ 磁針の長さは７㎝を標準とし、望遠鏡つ

詳細測量 ス 鉛直角 きであること。

２ 水平目盛及び鉛直目盛の 小読定値が30

分以内であること。

一般測量 ポール 距 離 長さは２ｍ、目盛20㎝を標準とする。
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別表－３.２ 測量の精度

測量器材 ポケットコンパス トランシット ﾄｰﾀﾙｽﾃ レベル ポール

ｰｼｮﾝ

中 距離 (Ｉ.Ｐ間:40m 以内) 同左 同左

心 (一般） 20cm 以内

線 (Ｉ.Ｐ間:40m を超える

測 場合) ── ──

量 当該距離の 1/200 以内

(測点間)

10cm 以内

距離 (Ｉ.Ｐ間) (Ｉ.Ｐ間) 同左

(詳細） 10cm 以内 当該距離の 1/1,000 以

内 ── ──

(測点間)

当該距離の 1/100 以内

角度 1.5分√ｎ 同左

──── (n=測点数) ── ──

閉合 距離総和の 距離総和の 同左 ── ──

1/100以内 1/1,000以内

縦 地盤高 500ｍ往

断 ──── ──── ── 復で10㎝ ──

測 以内

量

横 距離 ──── 5%以内 ── ── 5%
断 以内

測 勾配 ──── ──── ── ── 0.１割

量

別表－３.３ 測定単位

測量の種類 記号 測定単位

中心線 距離（水平距離） ｍ 小数第１位（一般)

小数第２位（詳細）

角度（水平） 秒 小読定値内

縦断測量 地盤高 ｍ 小数第２位

水準基標(B.M) ｍ 小数第３位

移器点（T.P）
横断測量 距離 ｍ 小数第１位 (一般)

（水平、斜長、地盤高） 小数第２位（詳細）

勾配 割 1:0.05
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第４章 設 計

第１節 設計に関する一般事項

（一般事項）

第４０１条 受注者は、設計に先立ち現地調査を行い、施工地域の地形、地質、湧水、用

排水、気象及び植生等の状況を把握するものとする。

２ 受注者は、設計に当たり特許工法等特殊な工法を採用する場合は、監督職員の承諾を

得るとともに、設計図書等に特許番号等を明示しなければならない。

３ 設計に採用する材料・製品は、原則としてＪＩＳ・ＪＡＳの規格品とする。なお、こ

れ以外のものを採用する場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

４ 標準図集等に収録されている標準設計図を採用する場合には、現場条件が標準設計図

に合致しているか十分チェックするとともに、設計図等に採用した標準設計図の呼び名

等を明示しなければならない。

５ 計画地点付近の地形、地盤強度、断層等の地質条件を調査ボーリングによる数値等に

基づき設計をする必要のある場合は、特記仕様書に基づくものとする。

６ 受注者は､各技術基準に基づき､維持管理の方法､容易さ等を考慮し設計を行うものと

する。

（設計業務の内容）

第４０２条 設計業務の内容は、設計条件及び自然的特性、社会経済的条件、測量成果等

を基に設計の基本事項を決定し、平面図、縦断面図、横断面図、構造図等及び数量計算

書、設計計算書並びに施工上留意すべき事項について作成するものとする。

（設計成果品の内容）

第４０３条 設計成果品の内容は、次の各号に定めるところによるものとする。

（１）設計説明書

設計条件、構造物の規模、型式等の決定に至る経緯、検討内容、施工上留意すべき

事項、維持管理に関すること等について簡潔に記載するものとする。
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（２）設計図面等

第413条又は特記仕様書により作成するものとする。

（３）数量計算書等

数量計算書及び材料表等は、その算出根拠を明確にして算出し、工種別等に区分し

て作成するものとする。

（４）設計計算書

設計条件、計算に使用した理論、採用した計算式、文献等及び計算過程を明記して

おくものとする。

（５）構造物等の安定計算

安定計算は、原則として、自重及び土圧等荷重の把握が可能な構造物の設計に当た

って行うものとするほか、監督職員の指示がある場合は構造物安定性の検討結果を報

告するものとする。ただし、監督職員の了解を得た場合はこの限りではない。

（６）原図等

原図及びその複製は、特記仕様書で定める部数を別表―４.１基本設計図等の編纂順

序、名称及び縮尺、別表―４.１の２附属図等の編纂順序、名称及び縮尺に示すところ

により作成するものとする。

第２節 林道の設計

（路線線形計画）

第４０４条 路線線形計画は、全体計画調査の結果を踏まえ、次の諸条件を十分検討して

適切な線形とするものとする。

（１）森林の有する多面的機能の保持

国土保全、水源のかん養、自然環境の保全など森林の有する多面的機能を保持する

ため次の点に配慮すること。

ア 切土、盛土などの土量が少ないこと

イ 切土、盛土間の土量が均衡すること

ウ 適切な残土処理が可能なこと

エ のり面、斜面が安定すること
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オ 土取りを必要としないこと

カ 同一斜面でヘアピン線形の隣接した重複を避けること

キ 法令に基づく制限地等を通過する場合は、各種制限の主旨を損なわないこと

（２）適切な規格・構造の適用

林道の規格・構造の適用に当たっては、林道の開設目的に適合したものであるほか、

特に次の点に配慮すること。

ア 分岐する林道又は作業道の取付けが容易なこと

イ トンネル、橋梁等の主要構造物の設置は、必要 小限にとどめること

ウ 各線形は、当該地域の地形、地質、地物等に適合すること

エ 各線形間においては、それぞれが調和すること

オ 鉄道、国道等との交差はできるだけ避けること

（３）自然条件との適合

地形、地質、気象その他の自然条件を十分に考慮し、次のような箇所はできるだけ

避けることとし、やむを得ず通過する場合は、その対策を十分に検討すること。

ア 地すべり地形地及び跡地

イ 落石危険地及び崩壊地

ウ 崖錐、扇状地、断層、破砕帯及び段丘

エ なだれ発生地

オ 流水に近接する箇所

カ 軟弱地盤及び湧水地帯

キ 自然環境保全上、特に留意する箇所

（現地調査）

第４０５条 現地調査は、図上測設された路線をもとに予備調査の各調査結果、図上測設

の検討事項等を現地で確認するとともに、通過地点の設定、比較線の選択等を行うもの

とする。

（１）現地確認

現地調査による現地確認は、予備調査を行った路線周辺の地域について、できるだ
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け広い範囲にわたって行うものとし、地形、地質などの自然条件及び林況、保全施設

などの施設計画等を確認する。

（２）通過地点の設定

図上測設された路線の起終点、主な通過地等は、路線選定条件を適用して、現地に

その概略位置を設定する。

（３）比較線の選定

図上測設で比較線の選定が困難な場合は、各比較線の対比因子を基にして、踏査に

よって選定する。

（線形決定）

第４０６条 線形決定は、線形計画及び現地調査の結果に基づき、路線の規模、規格構造

について十分に検討し、中心線を決定し、Ｉ．Ｐの決定及びカーブの設定を行うものと

する。

（協議等）

第４０７条 受注者は、土質の判定、中心線及び施工基面高の決定等に際して、監督職員

と協議を行うものとする。

（平面・縦断設計）

第４０８条 平面設計は、現地調査の結果及び設計条件に基づき、線形の再確認及び必要

に応じた細部検討を行うものとする。また、縦断設計は実測縦断図を用い橋梁、トンネ

ル等の主要構造物の位置、形式、基本寸法を考慮のうえ、縦断線形を決定し、20m ごと

の測点及び主要点を標準とする測点について計画高計算を行い、土工計画及び構造物計

画等を決定するものとする。

（横断設計）

第４０９条 横断設計は、現地調査の結果及び設計条件に基づき、土層線を想定し、のり

面勾配と構造を決定し、横断の詳細構造を設計する。
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第３節 構造物の設計

（構造物設計）

第４１０条 構造物設計は、実測量、一般調査等の成果を基に、次の各号により行うもの

とする。

（１）構造物設計は、型式、規模等に対する必要な安定・設計計算を行うものとする。た

だし、監督職員の了解を得た場合はこの限りではない。

（２）工事施工上必要な仮締切、廻排水、安全施設等及び運搬方法の設計を行うものとす

る。

（３）橋梁、トンネル及び現地の状況等によりスノーシェッド、ロックシェッド等の特殊

な工種・工法が予想される場合は、第411条によるものとする。

（橋梁、トンネル等重要構造物の設計）

第４１１条 橋梁、トンネル等重要構造物の設計は、次の各号により行うものとする。

（１）予備設計

橋梁やトンネル等の重要構造物は、監督職員の指示又は特記仕様書に基づき、予備

設計を実施するものとする。

ア 橋梁予備設計

全体計画調査及び一般調査等既存の関連資料に基づき、上部工、下部工、基礎工

について比較検討を行い、 適橋梁形式とその基本的な橋梁諸元を決定する。

イ トンネル予備設計

全体計画調査、地質調査資料及び一般調査等既存の関連資料に基づき、トンネル

の基本的な断面、換気方式、施工法を決定するとともに、詳細設計に当たり必要と

なる調査及び留意事項を抽出する。

ウ その他予備設計

現地の状況等により特殊な工種・工法が予想される重要構造物の設計の場合には、

上記ア、イに準じて予備設計を行うものとする。

（２）詳細設計

予備設計又は全体計画調査で決定された形式について、特記仕様書、既存の関連資
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料及び予備設計で検討された設計条件に基づき、工事に必要な詳細構造を設計し、経

済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成する。

第４節 地区全体計画に係る施設等の設計

（地区全体計画に係る施設等の設計）

第４１２条 地区全体計画に係る用地、広場、遊歩道等の設計を実施する場合には、全体

計画調査に基づいて適切な施設を設計するものとする。

第５節 設計図

（設計図）

第４１３条 設計図は、実測量、一般調査等の成果を基に、次の各号に示すものを作成す

るものとし、「森林整備保全事業設計積算要領」及び別表－４.２により、路線の平面、

縦断及び横断の各線形等を適切に作図するものとする。

（１）位置図

位置図は、地形図又はこれに準ずる図面を用い、林道整備地域、利用区域、調査路

線、既設路線、道路調査等の成果に基づく地域交通網について明示するものとする。

（２）平面図

平面図は、中心線測量に基づく測線を基に、平面測量、本調査等の成果によって、

平面線形、周辺の地形、地物、地域などの位置関係を明らかにする。平面図には、測

点及び番号、中心線、曲線半径、曲線始点・中点・終点、方位、縮尺、標高、等高線

及び主要構造物等設計に必要な諸元を記入するものとする。

（３）縦断面図

縦断面図は、平面線形の測点及び縦断測量の地盤高を基準として、施工基面選定条

件等を十分に勘案した施工基面を基に、現地に も適合した縦断勾配を設定して縦断

線形を明示する。縦断面図には、測点及び番号、水平距離、水平追加距離、地盤高、

計画高、切高、盛高、勾配、縦断曲線、トンネル、橋梁、排水施設、Ｂ．Ｍ等設計に

必要な諸元を記入するものとする。

（４）横断面図
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横断面図は、平面線形上の測点を基として横断測量の成果に基づく横断地盤線を表

示し、縦断面図等に示された切土高、盛土高及び土質調査による土質区分から、所定

の構造を有する横断線形、土質区分等を明示する。横断面図には、測点及び番号、切

高、盛高及びその面積、のり長及びのり勾配、推定岩盤線、構造物等設計に必要な諸

元を記入するものとする。

（５）構造物図

構造物図は、のり面保護工、排水施設、擁壁、橋梁、基礎工、トンネル、その他の

施設等を設計する場合に作成するものとするが、平面図、横断面図、標準図、他不足

する構造を補足して構造物図に代えることができる。設計施工に必要な形状、寸法、

材質、数量等を明示するものとする。

（６）土取場及び残土処理場図

土取場及び残土処理場図は、土量計算に基づく運搬距離別の不足土又は残土を、土

取場及び残土処理場調査による直近の設置箇所に、土取り又は残土処理可能量に応じ

て配置し、土取場及び残土処理場の形状、寸法、防護施設等を明らかにする。

（７）標準図

標準図は、土工標準図、構造物標準図に区分し、調査路線の標準的な横断線形及び

構造物を主体として、林道規程及び林道技術基準に基づく構造規格のうち、共通する

基本的な形状、寸法、断面等を示すものとする。また、平面線形及び縦断線形につい

ても、標準図とすることができる。

（８）用地図、潰地図等

用地図、潰地図等は、用地測量又は実測量の成果に基づく関係図面を基に、図上法

又は座標法によって地積測定及び面積計算を行い、地籍図、地籍簿、潰地図等の作成

に必要な用地図、潰地図及び関係図書を作成する。ただし、法務局に提出する地籍測

量図、分筆図等の作成については監督職員と協議を行うものとする。

（９）法令関係図

保安林解除、河川工作物新築、その他関係法令等に基づく許認可又は協議等を要す

るため作成する法令関係図は、これら法令等に示す様式、要領等によるものとする。
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第６節 数量計算

（数量計算）

第４１４条 設計積算等に必要な工種、区分又は細分ごとの設計数量は、実測量及び本調

査の資料、設計図等を基に計算し、それぞれの数量計算書を別表―４.３により作成する。

なお、本項に定めるもののほか第401条を準用するものとする。

（１）計算方法等

数量計算の順序、方法等の基本的な計算方式は、原則として次によるものとする。

なお、数量計算における集計単位は「森林整備保全事業設計積算要領」の定めによる

ものとする。

ア 数量の単位は SI 及びメートル法による。

イ 特に明示されたもの以外の計算単位は、集計単位以下１位以上とする。

ウ 計算に用いる円周率、係数、乗数、弧度、三角関数又はこれらに準ずる数値は、

単位以下３位止めとする。

エ 端数処理は４捨５入を原則とする。

オ 計算方法は、計算の精度及び難易度等に応じて、数式、図上測定及び実物測定の

順序とする

カ 面積の計算は、数式、三斜求積法又はプラニメータ測定による。

キ プラニメータ測定による場合は、３回測定の平均値とする。

ク 体積の計算は、両断面の平均数量に、断面間の距離を乗じて求める平均断面法と

する。ただし、複雑な構造物にあっては、各種数学公式によるものとする。

ケ 曲線部の土量計算に用いる断面間の修正距離は、断面積の重心を決定し、測点と

の偏心距離を基に求める。なお、断面の重心は、断面積をほぼ 2 等分する線上の位

置にする場合と、さらに両断面積差の1/2を、大きい断面積側に偏心させて求める

などの方法による。

（２）土量

土量の計算は、関係設計図等を基に、切土、盛土、残土等に区分し、土量の変化、

損失、控除等を考慮して、適正な土量の配分を行うものとする。この場合、必要に応

じて床堀、崩土、埋戻し土等も含めるものとする。
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（３）伐開及び除根

伐開及び除根の数量は、関係設計図によってその区域を確定して、伐開・除根調査

に基づき、所定の伐開区分及び除根区分ごとに計算する。

（４）側溝・横断溝

側溝・横断溝の数量は、排水施設調査及び関係設計図を基に、箇所及び区間を設定

し、さらに側溝・横断溝の種類及び断面を決定し、必要とするそれぞれの延長等を計

算する。

（５）溝きょ

溝きょの数量は、排水施設調査及び関係設計図を基に、開きょ、暗きょ及び洗越工

に区別し、設置箇所、種類及び断面別の延長等を計算する。また、地下水排水工又は

のり面排水工も、この数量計算に含めることができる。

（６）路盤工

路盤工の数量は、路盤工調査の路床土調査及び実績調査による路床土の強度特性又

は実績値を基に、箇所ごとの路盤厚を決定し、各層を構成する材料の種類、品質、規

格等別の数量を計算する。

（７）舗装工

舗装工の数量は、舗装工調査に基づく土質試験、現位置試験又は現況調査を基に舗

装厚を算定し、各層を構成する材料別の数量を計算する。

（８）のり面保護工

のり面保護工の数量は、のり面保護工調査及び関係設計図によって設定された箇所

及び適用工法等別の数量を計算する。

（９）構造物

構造物の数量は、構造物図又は関係設計図等に示す種類、形式、設置箇所、工法等

別の使用材料、仮設材料、床掘り土、埋戻し土などを計算する。

（10）その他

その他調査に基づく数量計算は、関係する平面図、縦断面図、横断面図、構造物図、

標準図及び調査資料による現地諸条件を基に、各工種、工法等別に計算する。



286

第７節 照査

（照査）

第４１５条 照査は、現場条件、基本事項の決定、構造細目等の妥当性及び技術計算等の

結果について、次の各号により設計の各段階で行うものとする。

（１）基本条件の照査

基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集把握しているかの確認を

行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件については、

設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。また、設計にあたっての

道路幾何構造等の設計基本条件の確認と適用する基準、自然環境保全上留意しなけれ

ばならない点等について照査を行う。

（２）細部条件及び構造細目の照査

設計の中間段階で行うものであり、関係者との協議事項の反映、のり面勾配等土工

設計計算の妥当性、構造物設計に対する土質条件の適用、排水施設設計への設計条件

の適用、その他構造物設計への設計条件の適用に対して、技術的妥当性を確認すると

ともに、数量計算及び設計計算に誤りがないか等の照査を行う。

（３）成果品の照査

設計計算書、詳細設計、数量計算書について協議事項の反映、安定計算結果の許容

値、構造計算との整合性、図面との数値及び表現の統一性がとれているかの照査を行

う。

第８節 成果品

（成果品）

第４１６条 調査路線等における各種調査、測量及び設計の概要並びに工事施工上特に必

要と認められる現地条件及び留意事項等について取りまとめるものとする。
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別表― ４.１ 基本設計図等の編纂順序、名称及び縮尺

編纂 区 分 細 別 名 称 縮 尺 摘 要

順序

１ 表紙 （工事の名称） 図面を綴じる場合に適用する。

２ 位置図 位 置 図 1/50,000 国土地理院地形図を使用する。

３ 基本設計 一 般 図 (1) 平面図 1/500 曲線選定表を含む。

４ 図 (2) 縦断面図 縦：1/200 縦断計算表を添付する。

横：1/1,000

５ (3) 横断面図 １車線：1/100

２車線：1/200

６ (4) 土工標準図等 1/100 土構造物（切取、盛土等）、路盤

工等

７ 構造物図 (構造物図名)設計図 (例) 第１号橋梁設計図

(1) 位置図 1/50～1/500

(2) 側面図 1/50～1/500

(3) 断面図 1/50～1/500

(4) 細部設計図 1/10～1/200 配筋図、組立図等

(5) (構造)標準図 1/10～1/200 施工標準図等(ブロック積、排水

工等)

８ 残土処理・ 第 号

土取場図 残土処理・土取場図

(1) 位置図 1/1,000 平面図に記入した場合には省略

(2) 平面図 1/1,000、詳細平面図 基本平面図に記入できる場合は省

は 1/500 略

(3) 縦断面図 縦：1/200 必要に応じて作成する。

横：1/1,000

(4) 横断面図 １車線：1/100 必要に応じて作成する。

２車線：1/200
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９ 指定仮設物図 (防護柵設計図) 1/100～1/200 指定仮設の場合は、基本設計図

とする。

その他参 仮設物図 仮道設計図 一般図に準じる。 任意仮設の場合

考図 仮橋設計図 構造物図に準じる。

10 数量計算図 構造物床掘計算図

仮設工計算図 1/100～1/500 足場、型枠、支保工、仮道等

11 検討図 比較設計検討図

12 参考図 仮設等参考図 (略図)

施工計画等参考図 (略図)

別表―４.１の２ 附属図等の編纂順序、名称及び縮尺

編纂順序 種 類 名 称 縮 尺 摘 要

Ⅰ－１ 法令等関係図 法令等に定められた名称と 法令等に定められ 保安林解除、河川工作物新築、そ

する。 た縮尺とする。 の他関係法令等に基づく許認可又

は協議等のため必要な図書類は、

これら法令が示す様式、要領等に

従い作成し、適宜編纂順序を定め

るものとする。

Ⅱ－１ 用 地 図 潰地求積図 1/500～1/1,000 必要ある場合作成する。

２ 地積測量図 所 定 の 様 式 に よ 土地購入等で登記を要する場合に

る。 作成する。

３ 土地の所在図 同上 同上

４ 字 限 図 法務局等備え付け字限図写し

(注) （１）特記仕様書に定めのある場合を除き、標準的なものを示したものである。

（２）設計図に用いる図形の表示は、正投影法を原則とする。

（３）設計図等は、上表に示した編纂順序により編集するものとする。

（４）設計図の大きさは、原則として JISP0138（紙加工仕上寸法）によるものと

する。

（５）図面の折り畳みを行わず、綴り込みにより編集する場合は表紙を付け、図面

の区分又は種類毎に仕切りを行い、インデックスを付するものとする。
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（６）図面を折り畳み、図面袋に（箱）に入れて、袋を綴り込みする場合は、図面

の区分又は種類別に同一の袋となるように整理編集し、袋毎にラベルを貼付

するものとする。なお、ラベルの参考様式は次表のとおりとする。

（７）編集製本をするときの製本の寸法は、A ４判を標準とする。

ラベルの参考様式

工 事 名 ○○○○○工事

図 面 名 図 面 番 号 枚 数

位 置 図 １ 枚

数量計算書 ２ 枚

平 面 図 ３～ 枚

図 枚

図 枚

図 枚

図 枚

計 枚
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別表―４.２ 設計図

工程等 区 分 内 容

位置図 利用区域等 調査路線にかかる林道整備地域及び利用区域はその外縁を明

示するとともに、国有林、民有林界等を表示する。

路線の位置 位置図は、調査路線及びこれに接続する既設道の位置、名

称、延長、幅員等を表示する。また、調査路線外の残土処理

場及び材料等の採取場所、 寄駅、市町村役場等までの道路

の位置等を明らかにする。

道路の実態 調査道路又は既設道に接続する下方の道路には、種類、名

称、延長、 小幅員等の実態を明示する。

平面図 平面線形 平面線形は、測線を基に交点の位置、曲線、幅員、構造物、

待避所、車廻し等を図示するほか、起終点、測点、曲線の諸

点等を明示する。また、曲線部の諸値は、曲線表として併記

する。

地形、地物、 地形、地物、地域等は、平面測量の成果を基に、次によって

地域等 表示する。

１ 地形は 10m 間隔以下の等高線をもって表示する。

２ 地形、地物、地域等の表示方法、記号等は、国土交通省

公共測量作業規程に定める大縮尺地形図図式適用規程に準

じて表示するほか、必要に応じて文字又は数字等で補足す

る。

引出し線表示 主要構造物、残土処理場、B.M 等は、引出し線を用いて、

名称、位置、区間、延長、寸法等を表示する。

その他 １ 方位は原則として図面番号ごとに記入する。

２ 図面は原則として左から書き出すものとする。

縦断面図 縦断線形 縦断線形の図示は、B.M を基準とした縦断基線を基に、測

点間に地盤線、変移点間に縦断勾配線及び縦断曲線設定区間

に縦断曲線等を明示する。

数値表示 次の諸数値を表示するものとする。

①測点②平面線形の方向線と主な曲線諸値③縦断曲線の諸値

④地盤高と施工基面高⑤切土高及び盛土高⑥縦断勾配値、勾

配変移点の基準高及びその間の距離⑦縦断基線高

引出し線表示 主要構造物、待避所、車廻し、残土処理場、B.M 等は、引

出し線を用いて名称、位置、区間、延長、寸法等を表示す

る。

その他 図面は原則として左から書き出すものとする。

横断面図 横断線形 横断面図には、測点における横断地盤線及び施工基面高を基

準として、車道、路肩、拡幅、側溝、のり面、構造物、隣接

水面の水位等の横断線形を図示するものとし、必要に応じ横

断勾配及び片勾配を図示することとする。なお、路肩又はの

り面に隣接して設けられる残土処理場等がある場合は、区別

して表示する。

土質区分 横断面図には、土質調査に基づく土質区分を明らかにするも

のとし、線区分を原則とするが、線区分によることが不適当
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又は困難な場合は、面積比率によって区分することができ

る。

盛土不適土区 土質調査に基づく盛土不適土は、線区分、面積比率又は定数

分 等によって表示する。

数値表示 次の諸数値を表示するものとする。

①測点②測点における切土高及び盛土高③土質区分別切土面

積及び盛土面積④待避所、車廻し、拡幅等の区間⑤必要に応

じ構造物の名称、延長、形状、寸法等⑥標準図に示されてい

ない諸数値

その他 図面は、原則として左下から書き出すものとする。

構造物図 図面の種類 構造物図は、一般図及び構造図とし、構造図で表示が困難又

は不適当な場合は、詳細図及び展開図を作成する。

寸法 構造物図に記入する寸法は、原則として完成寸法とし、関連

する配置図間においては、主要寸法を重複させるものとす

る。

引出し線 部材の寸法、断面、形状、加工法などは、それぞれ引出し線

を用いて表示することができる。

材料表 構造物図には、原則として数量計算等に基づく使用材料と品

質、規格、形状、寸法別の重量又は体積等を示した材料表を

併記する。

仮設物図 仮設物調査に基づく成果のうち構造物に関連するものは、仮

設物図としてそれぞれの構造に応じ、必要な形状、寸法等を

明示する。

１ 床掘り数量を必要とする場合は、土質調査資料から床掘

図を作成し、床掘区分及び土質区分別に寸法を明示する。

なお、床掘図は、横断面図又は構造物図等を複製して用い

ることができる。

２ 床掘りののり面勾配は、現地の土質の種類、硬軟、掘削

深、施工法等に応じて決定する。

３ 小型構造物等の床掘りに伴う余幅は必要 小限の幅とす

る。

土取場及び残 １ 土取場及び残土処理場が、調査路線内の場合は、原則と

土処理場図 して本測線の縦断面図、横断面図、平面図、構造物図等に

基づいて作成する。

２ 調査路線外の残土処理場は、その設置箇所を位置図に示

すとともに、別に平面図、縦断面図、横断面図、構造物図

等を作成する。

適用区分 標準図は、自動車道の種類、工種又は工法等別に作成した共

通標準図と調査路線に特有な構造規格を対象とした特別標準

図に区分することができる。

土工標準図 土工標準図は、横断線形の横断勾配、片勾配、車道、路肩、

側溝、ステップ、小段、土質区分別ののり面勾配、路盤工、

舗装工等のほか、必要に応じて平面線形の曲線部の拡幅、待

避所、車廻し及び縦断曲線等の形状、寸法を明示する。
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構造物標準図 構造物標準図は、のり面保護工、排水施設、擁壁、橋梁、ト

ンネル等の構造物のうち、基本的な形状、寸法、断面等を明

示する。

用地図、潰 用地図 地積測定した用地図には、用地調査に準じて土地登記に必要

地図等 な境界に関する所定事項を表示する。

潰地図等 潰地図等は、設計図の平面図を用い、用地測量によって図上

で用地幅を設定し、折線によって用地を確定し、土地面積計

算書等に潰地図面積、面積計算方法等を表示する。

法令関係図 保安林解除等 法令等に示す様式、要領等による。

別表―４.３ 数量計算

工程等 区 分 内 容

土量 計算方法 土量計算は、土質区分、運搬方法又は、運搬距離別に行う

ものとする。ただし、盛土、残土等の土質区分は、積算、

その他特に必要と認める場合のほかは行わない。

断面間の距離 土量計算に用いる断面間の距離は直近測点間の距離とす

る。ただし、直近測点間において切土又は盛土が零断面と

なる箇所は、両断面積に比例按分するなどの方法で求めた

距離を用いることができる。

曲線部の土量 曲線部が次のような場合の土量計算は、原則として修正距

計算 離によるものとする。

１ 交角が90°以上で、曲線半径が20m 未満の箇所。

２ 局部的な曲線部で土量が著しく相違すると認められる

箇所。

土量の変化 土量計算における土量の変化は、次によって計算する。

１ 土量の変化率は林道技術基準に準ずるものとする。

２ 切土、床掘り土、運搬土等については、土量の変化を

考えない地山土量とすることができる。

３ 盛土、埋戻土、残土等については、締固め後の土量の

変化を計算する。

４ 土量の変化率の適用に当っては、土石の種類ごとの混

合比、締固めの程度等を考慮して、画一的な適用は避け

るものとする。

土量の損失量 土量の損失量を求める場合の飛散率、逸散率は10％以下と

する。ただし、保安林等の制限地にあっては、バックホウ

施工など林地保全等に配慮した施工とし、飛散率及び逸散

率を合わせて 5 ％とすることができる。また、オープンカ

ット及び盛土区間等においては飛散・逸散は考慮しない。

土量の控除 土量計算おいては、原則として次の土量は控除しない。

① 余盛の土量

② 内径60㎝以下の排水施設の土量

③ １個の体積が３ m3 以下の構造物等の土量
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土量の配分 土量の配分は、原則として次の順序によって行うものとす

る。

１ 発生土量から盛土不適土及び土量の損失量を差引き修

正する。

２ 土量の控除及び変化率を考慮した盛土、埋戻し土、そ

の他の利用土を算定する。

３ 修正した発生土量を利用土から、土積図等によって利

用土、残土、不足土等の種類別に、運搬方法又は運搬距

離別の土量を求める。

伐開及び除 伐開区域 伐開区域は、原則として工事施工上支障となる次のような

根 伐開幅及び延長とする。ただし、伐開幅は用地測量に定め

る用地幅を原則とする。

① 切土、盛土等にあっては、その全延長と用地幅による

区域。

② 構造物にあっては、床掘りの 大外縁に1.0m を加え

た長さの区域。ただし、アンカー等で部分的に点在する

区域は除く。

③ 地下掘削のトンネル等にあっては、地表掘削部分を対

象として、構造物は切土、盛土等に準じた区域。

④ 橋梁にあっては、構造物の区域及び橋下等に架設施設

等を設ける場合の区域。

⑤ 仮設物、諸設備、残土処理場等を設ける場合は、切

土、盛土等に準じた区域。

除根区域 除根区域は、原則として切土箇所にあっては伐開区域内、

盛土箇所にあっては、路面幅員内の盛土高が施工基面より

0.5m 以内（アスファルト舗装の場合は1.0m 以内）の区域

とする。

伐開数量 伐開数量は、伐開区域内の測点を基準とし、所定の伐開区

分ごとの数量を計算する。

除根数量 除根数量は、伐開区域内の測点を基準とし、所定の除根区

分ごとの面積を計算する。

側溝及び 素掘り側溝 素掘り側溝にあっては、土質区分及び寸法別の測線延長を

横断溝 原則とする。

素掘り以外の 素掘り以外の側溝にあっては、種類及び断面別の実延長を

側 溝 原則とするが、簡易な植生工による側溝の場合は、土質区

分及び寸法別の測線延長とすることができる。また、一定

の単位長を持つコンクリート等の側溝にあっては、個数と

することができる。L 形等の簡易な形状の場合は、側溝土

量を切土に含め、その数量を示さないことができる。

横断溝 横断溝の数量は、種類及び構造別の個数又は、実延長とす

る。

溝きょ 本体工 溝きょ本体の数量は、区分ごとの測点、箇所番号、種類、

寸法等別に、中心軸による延長又は体積等を計算する
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基礎工 基礎工及び床掘りの数量は、必要に応じて本体工の数量計

算に含め、材料、品質、規格、寸法等別の数量及び土質区

分、床掘り区分等別の床掘り数量を計算する

集水工等 溝きょに関連する呑吐口工、集水ます工、流木除け工、土

砂止め工、水叩工等の数量は、構造物図、標準図等によっ

て計算する。なお、簡易的な構造の場合は、本体工の数量

計算に含めることができる。

舗装工 設計計算書 設計計算書は、舗装工の設計条件、路床土の強度特性値を

基に、全体の厚さ、各層の厚さを計算して明示する。

数量計算 舗装工の数量は、舗装延長、面積等を算定し、各層を構成

する材料の種類、品質規格等別の数量を計算する。なお、

舗装に関連して必要とする構造物等は、構造物の数量計算

等に準じて計算する。

のり面 工法別数量 工法別数量は、各適用工法別の材料、施工面積、体積、延

保護工 長を計算する。

面積の計算 面積の計算は、両断面間の平均のり長にその間の距離を乗

じて求める。ただし、のり頭が測線直角方向にない場合又

は複雑なのり面等の場合は、展開図によって計算すること

ができる。

構造物 材料計算 １ 材料計算は、原則として各材料別の品質、規格、形

状、寸法の積算区分に応じた完成数量を示すものとす

る。

２ 材料計算に当って、コンクリート構造物の次の部分の

体積は、原則として控除しないものとする。

① 面取り水切り及び排水孔

② 擁壁等の伸縮目地の間隔

③ 鉄筋コンクリート等の鉄筋体積

④ 支承部のアンカーバーの穴の体積

⑤ 頭部が開放されたコンクリート柱の杭頭

⑥ 内径30cm 未満の溝きょ類

⑦ その他各項の体積未満のもの

３ 曲線部の距離は実延長を原則とし、修正距離によるこ

とができる。

床掘り 床掘り数量は、原則として土質区分及び床掘り区分別に、

平均断面法によって計算する。また必要に応じて埋戻し土

量を計算する。




